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京都府地域防災計画 

事故対策計画編 目次 

石油類流出事故対策計画編 

第１編 総  則 

第１章 計画の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

第２章 市町村地域防災計画の作成又は修正 ・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 ・・・・・・・・・・・・・１ 

第４章 事故原因者等の責務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

第５章 広域的な活動体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

第２編 予 防 計 画 

第１章 計画の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

第２章 情報連絡体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

第３章 流出油防除資機材等の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

第４章 訓練、研修等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

第５章 第八管区海上保安本部の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９

第３編 応急対策計画  

第１章 計画の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

第２章 応急対策に係る活動体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

第３章 通信情報連絡活動計画（情報の収集・伝達）  ・・・・・・・・・・・・１６

第４章 広報計画（広報広聴活動） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

第５章 流出油の防除・除去計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８

第６章 油回収作業従事者の健康対策（健康相談所の開設） ・・・・・・・・・２０

第７章 環境保全に関する計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０

第８章 文化財（天然記念物等）の応急対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・２１

第９章 汚染海鳥等の救護  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１

第10章 ボランティア受入計画  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１

第４編 被害復旧計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３

海難事故対策計画編 

第１編 総  則  

第１章 計画の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８

第２章 市町村地域防災計画の作成又は修正 ・・・・・・・・・・・・・・・・２８

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 ・・・・・・・・・・・・・２８

第４章 事故原因者等の責務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０

第５章 広域的な活動体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０

第２編 予 防 計 画    

第１章 情報連絡体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１

第２章 防災活動体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１

第３章 関係防災機関の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２

第３編 応急対策計画  

第１章 応急対策の活動体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６

第２章 通信情報連絡活動（情報の収集・伝達） ・・・・・・・・・・・・・・３８ 

第３章 広報・広聴  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９

第４章 捜索、救助、救急及び消火活動  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・４１ 

第５章 交通及び輸送対策  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２ 

第６章 自衛隊派遣要請  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２



第４編 災害復旧計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４３

航空事故対策計画編  

第１編 総  則   

第１章 計画の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 

第２章 市町村地域防災計画の作成又は修正 ・・・・・・・・・・・・・・・・４４

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 ・・・・・・・・・・・・・４４ 

第４章 事故原因者の責務  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４５

第５章 広域的な活動体制  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６

第２編 予 防 計 画  

第１章 情報連絡体制の整備  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７ 

第２章 防災活動体制の整備  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７ 

第３章 大阪航空局（大阪空港事務所）及び新関西国際空港株式会社・ 

関西エアポート株式会社の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８ 

第３編 応急対策計画 

第１章 応急対策の活動体制  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ 

第２章 通信情報連絡活動（情報の収集・伝達）  ・・・・・・・・・・・・・・５１

第３章 広報・広聴  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 

第４章 捜索、救助、救急及び消火活動  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４

第５章 避難対策  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５

第６章 交通及び輸送対策  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５

第７章 自衛隊派遣要請  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ 

第４編 災害復旧計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７

鉄道災害対策計画編 

第１編 総  則 

第１章 計画の目的  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８ 

第２章 市町村地域防災計画の作成又は修正  ・・・・・・・・・・・・・・・・５８ 

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱  ・・・・・・・・・・・・・５８ 

第４章 事故原因者等の責務  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９ 

第５章 広域的な活動体制  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９ 

第２編 予防計画 

第１章 情報連絡体制の整備  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０

第２章 防災活動体制の整備  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０

第３章 鉄道事業者の措置  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１

第３編 応急対策計画 

第１章 応急対策の活動体制  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３

第２章 通信情報連絡活動（情報の収集・伝達）  ・・・・・・・・・・・・・・６５

第３章 広報・広聴  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５

第４章 救助、救急及び消火活動  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６

第５章 避難対策  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６７

第６章 交通及び輸送対策  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８

第４編 災害復旧計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９

道路災害対策計画編  

第１編 総  則 

第１章 計画の目的  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０ 

第２章 市町村地域防災計画の作成又は修正  ・・・・・・・・・・・・・・・・７０

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱  ・・・・・・・・・・・・・７０ 

第４章 事故原因者等の責務  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１ 



第５章 広域的な活動体制  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７１ 

第２編 予防計画 

第１章 情報連絡体制の整備  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２

第２章 防災活動体制の整備  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２

第３章 道路管理者の措置  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３

第３編 応急対策計画 

第１章 応急対策の活動体制  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７５

第２章 通信情報連絡活動（情報の収集・伝達）  ・・・・・・・・・・・・・・７７

第３章 広報・広聴  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７７

第４章 救助、救急及び消火活動  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７８

第５章 避難対策  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７９

第６章 交通及び輸送対策  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８０

第４編 災害復旧計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８１

危険物等災害対策計画編  

第１編 総  則 

第１章 計画の目的  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２

第２章 市町村地域防災計画の作成又は修正  ・・・・・・・・・・・・・・・・８２ 

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱  ・・・・・・・・・・・・・８２

第４章 事故原因者の責務  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８３ 

第５章 広域的な活動体制  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８４ 

第２編 予 防 計 画 

第１章 情報連絡体制の整備  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５

第２章 防災活動体制の整備  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５

第３章 危険物等保安措置  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８６ 

第３編 応急対策計画 

第１章 応急対策の活動体制  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９０

第２章 通信情報連絡活動（情報の収集・伝達）  ・・・・・・・・・・・・・・９１ 

第３章 危険物等事故の拡大防止活動  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９３

第４章 広報・広聴  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９３

第５章 救助、救急及び消火活動  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９４

第６章 避難対策  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９５

第７章 交通及び輸送対策  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９５

第８章 環境保全対策  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９６

第４編 災害復旧計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９７

大規模火災対策計画 

第１編 総  則 

第１章 計画の目的  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９８ 

第２章 市町村地域防災計画の作成又は修正  ・・・・・・・・・・・・・・・・９８ 

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大  ・・・・・・・・・・・・・・９８ 

第４章 広域的な活動体制  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９９ 

第２編 予防計画  

第１章 災害に強いまちづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００ 

第２章 情報連絡体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００ 

第３章 防災活動体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０１ 

第４章 消防機関等の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０２ 



第３編 応急対策計画 

第１章 応急対策の活動体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０４ 

第２章 通信情報連絡活動（情報の収集・伝達） ・・・・・・・・・・・・・・１０５

第３章 広報・広聴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６ 

第４章 消火活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６

第５章 救助及び救急活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０７

第６章 避難対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８

第７章 交通対策及び輸送対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８

第４編 災害復旧計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０９

林野火災対策計画編 

第１編 総  則 

第１章 計画の目的  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１０ 

第２章 市町村地域防災計画の作成又は修正  ・・・・・・・・・・・・・・・・１１０ 

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱  ・・・・・・・・・・・・・１１０ 

第４章 広域的な活動体制  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１１ 

第２編 予防計画 

第１章 情報連絡体制の整備  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１２

第２章 防災活動体制の整備  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１２

第３章 消防機関等の措置  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１３ 

第４章 関係機関の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１４

第３編 応急対策計画 

第１章 応急対策の活動体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１６

第２章 通信情報連絡活動（情報の収集・伝達） ・・・・・・・・・・・・・・１１７

第３章 広報・広聴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１８

第４章 消火活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１８

第５章 救助及び救急活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１９

第６章 避難対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２０

第７章 交通対策及び輸送対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２０

第４編 災害復旧計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２１

広域停電事故対策計画編 

第１編 総  則 

第１章 計画の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２２ 

第２章 市町村地域防災計画の作成又は修正 ・・・・・・・・・・・・・・・・１２２ 

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 ・・・・・・・・・・・・・１２２ 

第４章 広域的な活動体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２３ 

第２編 予 防 計 画 

第１章 情報連絡体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２４

第２章 防災活動体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２４

第３章 関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社の措置 ・・・・・・・・１２５

第３編 応急対策計画 

第１章 応急対策の活動体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２７

第２章 通信情報連絡活動（情報の収集・伝達） ・・・・・・・・・・・・・・１２８
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石油類流出事故対策計画編

第１編 総 則 

第１ 章 計画の目的 

この計画は、海上における船舶の坐礁、接触、衝突、沈没、火災等による事故並びにこれらの事故による大量の石油

類の流出（陸上での石油類の屋外タンク等からの石油類の流出が海又は河川に及ぶ場合を含む。）及びそれに伴う火災

（以下「油流出事故」という。）が発生した場合に、消火活動、流出した油等の拡散防止と除去、付近の船舶並びに沿

岸住民の安全を図るとともに、水産業、観光業その他の関連する産業の被害の回復を図るため、国、府、市町村等関係

防災機関及び漁業協同組合等関係団体並びに事故原因者等がとるべき対策について必要な事項を定めるものとする。 

なお、この計画に特別の定めのない事項については、京都府地域防災計画（以下「一般編」という。）に基づき運

用するものとする。 

第２章 市町村地域防災計画の作成又は修正 

市町村地域防災計画の作成又は修正に当たっては、この計画を参考として作成又は修正するものとし、特にこの計

画において計画事項を示すものについては、各市町村でその細部を計画するものとする。 

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

油流出事故対策に関し、防災機関が処理すべき事務又は業務の大綱は、一般編第１編第８章に定めるところによる

ほか、次のとおりとする。 

１ 京 都 府 

(1) 的確な情報収集及び関係防災機関への通報

(2) 事故の規模等に応じた事故警戒（対策）本部・支部の設置又は被害の状況に応じた災害対策本部・支部の設

置 

(3) 福井・京都・兵庫北海域排出油等防除協議会との連絡調整、運営協力

(4) 淀川水質汚濁防止連絡協議会・由良川水質汚濁防止連絡協議会との連絡調整、運営協力

(5) 関係防災機関への協力要請

(6) 関係防災機関との連絡調整

(7) 京都府救護班の出動

(8) 日本赤十字社京都府支部及び一般社団法人京都府医師会、国立、公立、私立医療機関等に対する活動の要請

(9) 消防法に基づく知事許可に係る移送取扱所にあっては、同法に基づく一次使用停止等の措置及び必要な指示・

指導 

(10) 市町村等が行う湾内及び沿岸海域へ漂着した又はそのおそれのある流出油の拡散防止・除去活動への協力

(11) 流出油防除資機材の調達体制の整備充実、あっ旋及び必要な資機材の整備流

出油防除資機材とは、次のものをいう。
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油吸着材、油処理剤、オイルフェンス、油吸入ポンプ、空ドラム缶、ひしゃく、バケツ、土のう袋、油回収

機、油回収船等 

(12) 流出油が河川、港湾等に流入し、又は流入のおそれのある場合における河川管理者、港湾（漁港）施設管理

者、隣接府県等に対する通報及び河川、港湾等の沿岸の農・漁業者、漁業協同組合等に対する指導・支援 

(13) 漁業資源、自然環境等への影響及び被害状況の把握

(14) 野生生物及び文化財（天然記念物等）の保護・保全

(15) 漁業者、観光業者等の復旧支援

(16) 市町村、漁業者、観光業者等の補償請求に係る助言

２ 京都府警察 

(1) 関係機関との連携強化

(2) 災害情報の収集及び被害実態の把握

(3) 被災者の救出救助

(4) 避難誘導、立入禁止区域の設定及び交通規制

(5) 事故現場及び現場周辺の警戒・警備

(6) 遺体の検視、死体調査、身元確認等

(7) 行方不明者の捜索

(8) 福井・京都・兵庫北海域排出油等防除協議会との連絡、運営協力

(9) その他事故災害に必要な警察活動

３ 市 町 村 

(1) 事故状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報

(2) 消防法に基づく市町村長の許可に係る屋外タンクにあっては、同法に基づく一次使用停止等の措置及び防災

上必要な指示、指導 

(3) 関係防災機関との調整

(4) 負傷者の救出、救護（搬送・収容）

(5) 負傷者の身元確認

(6) 湾内及び沿岸海域へ漂着した又はそのおそれのある流出油の拡散防止及び除去又は処理等

(7) 事故拡大防止のための消火その他消防活動

(8) 警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の指示

(9) 京都府又は他の市町村等に対する応援要請

(10) 流出油が河川又は港湾等に流入し、又は流入のおそれのある場合における河川管理者、港湾（漁港）施設管

理者等に対する通報及び河川流域又は港湾等の沿岸の農・漁業者、漁業協同組合等に対する指導・支援 

(11) 必要に応じた流出油防除資機材及び消火資機材の整備

(12) 漁業者、観光業者等の復旧支援

４ 海上保安機関 

(1) 的確な情報収集及び関係防災機関への通報、協力要請

(2) 警戒本部（本部長：海上保安庁長官）設置時における連絡調整本部（本部長：管区海上保安本部長）の設置

(3) 海上における遭難者の救助・搬送及び行方不明者の捜索

(4) 一般船舶、出漁船等に対する事故状況の連絡周知、人命救助の協力要請

(5) 船舶火災に対する消火活動の実施

(6) 死傷病者の地上搬送に係る最寄りの市町に対する出動要請

(7) 福井・京都・兵庫北海域排出油等防除協議会の会議の招集及び連絡調整本部の設置
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(8) 事故原因者等に対する流出油の応急防除措置の指導

(9) 船主等及び海上災害防止センターに対する指示等

(10) 流出油の拡散防止及び回収処理等の応急防除措置の実施

(11) 一般船舶の安全確保及び船舶交通の規制

(12) 死傷病者の身元確認

(13) 応援医師及び緊急物資の海上輸送

５ 自 衛 隊 

(1) 被害状況の調査、死傷病者の救助・搬送及び行方不明者の捜索

(2) 消火並びに流出油の拡散防止及び回収処理等の応急活動

(3) 応援要員、傷病者及び救援物資等の輸送

(4) 福井・京都・兵庫北海域排出油等防除協議会との連絡調整、運営協力

６ 近畿運輸局 

(1) 救援船舶のあっ旋並びに海上輸送及び港湾荷役作業の円滑な実施に関する指導及び連絡調整

(2) 福井・京都・兵庫北海域排出油等防除協議会との連絡調整、運営協力

７ 近畿地方整備局 

(1) 流出油の拡散防止及び回収処理等に対する協力並びに応急活動

(2) 福井・京都・兵庫北海域排出油等防除協議会との連絡調整、運営協力

(3) 平成17年6月14日締結の「災害時応援に関する申し合わせ」に基づく応援

８ 漁業協同組合 

(1) 共同利用施設の被害応急対策及び復旧対策

(2) 被害組合員に対する融資又はあっ旋

(3) 生産資材、応急資材等の確保又はあっ旋

(4) 海上災害防止センターとの委託契約に基づく流出油の拡散防止及び回収処理等の応急活動

(5) 漁業関係者の被害補償の取りまとめ

(6) 福井・京都・兵庫北海域排出油等防除協議会との連絡調整、運営協力

９ 海上災害防止センター 

(1) 海上保安庁長官等の指示に基づく流出油防除措置の実施

(2) 船舶所有者等の委託に基づく流出油防除措置の実施

(3) 船舶所有者等の利用に供するための流出油防除資機材の保有

(4) 福井・京都・兵庫北海域排出油等防除協議会との連絡調整、運営協力

3



石油類流出事故対策計画編 １ 総 則 

第４章 事故原因者等の責務 

石油類を流出させた屋外タンク等の所有者、占有者又は管理者及びタンカー等船舶の所有者、占有者又は船長等事

故発生の原因となった責任者（以下「事故原因者等」という。）の主要な責務は、次のとおりとする。 

１  海上保安機関、消防、警察等に対する事故状況の迅速かつ的確な通報及び事故発生地市町村との連絡・協議 

２ 現地における事故対策本部の設置（海上における事故の場合は、最寄りの陸上） 

３ 関係防災機関の設置する合同対策本部への責任者の派遣 

４ 遭難船舶乗組員等の捜索・救助活動 

５ 現地における医療その他の応急措置 

６ 死傷病者の身元確認及び家族への通知 

７ 見舞人、遺族の受け入れ及び整理並びに問合せへの応対 

８ 流出油の警戒及び拡散状況等の調査並びに拡散防止の措置 

９ 流出油の早期回収及び処理並びに事故現場の早期復旧 

10 関係防災機関に対する土地建物等の施設その他必要な資機材の貸与又は提供等 

11 被害者の損害に対する補償対応 

（タンカー事故の場合、油濁損害は、先ず船舶所有者（又はＰ＆Ｉ保険）が賠償し、これを上回る損害について

は、国際油濁補償基金が補償する。） 

第５章 広域的な活動体制 

国、府、市町村等の各機関は、平常時から各機関との連絡を密にし、事故発生時に総合的かつ計画的な防災活動が

円滑に行われるよう広域的な活動体制の確立に万全を期するものとする。 

なお、府は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」及び「全国都道府県における災害時の広域応援に関

する協定」による相互応援体制の一層の連携強化に努め、協定に基づく施策の推進を図るものとする。 
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第２編 予 防 計 画 

第１ 章 計画の目的 

この計画は、油流出事故が発生した場合における被害の発生を予防し、被害の軽減を図るため、関係防災機関及び

関係団体並びに事故原因者等がとるべき予防対策について必要な事項を定めるものとする。 

第２章 情報連絡体制の整備 

府、市町村、第八管区海上保安本部等の関係防災機関は、油流出事故が発生した場合に、人命救助や被害の拡大等を

防止し、沿岸地域住民、沿岸施設及び付近船舶の安全確保を図るため、円滑な応急対策が行えるよう緊急時の情報連

絡体制を確立しておくものとする。（図－１連絡情報系統図のとおり） 

第３章 流出油防除資機材等の整備 

１  府は、油流出事故発生時に、市町村等が行う防除作業を支援するために必要とする流出油防除資機材の備蓄に

努めるものとする。 

また、市町村その他関係防災機関、関係団体等が保有する流出油防除資機材及び化学消火薬剤等消火機材の保

有状況の調査把握及び緊急調達方法、集中使用方法等の調査研究に努めるものとする。 

２ 市町村は、流出油防除資機材及び化学消火薬剤等消火資機材の整備に努めるものとする。 

３ 海上災害防止センターは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律第136 号）に基づく

海上保安庁長官の指示又は船舶所有者等の委託により流出油防除措置を実施するために、又は船舶所有者等の利用

に供するために必要な流出油防除資機材を保有する。 

第４ 章 訓練、研修等 

府は、市町村、第八管区海上保安本部等関係防災機関、関係団体等との連携のもとに、油流出事故への対応を迅

速・的確に実施するための訓練及び的確な防除・回収方法を指示でき得る人材を養成する。 

なお、人材の養成に当たっては、海上災害防止センターの海上防災のための措置に関する訓練事業等を活用する。 
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図－１ 情報連絡系統図 
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関係機関通報連絡先（ 日本海沿岸部の関係機関） 

関 係 機 関 名 ＮＴＴ 上段:直通

下段:FAX 

衛星通信系防災 上段:直通

情報ｼｽﾃﾑ 下段:FAX 

衛星系は下記番号の下に"7" 

を､地上系は"8"を付加 

備 考 

市

町 

村 

・

消 

防

機

関 

舞鶴市危機管理室 

危機管理･防災課 

(0773) 

(0773) 

66-1089

64-7688

841-8109

841-8100

宮 津 市 総 務 部 

消防防災課 

(0772) 

(0772) 

45-1605

25-2119

851-8109

851-8100

与謝郡与謝野町 防災安全課 (0772) 

(0772) 

43-9011

46-2851

853-8104

853-8100

〃 伊 根 町 総 務 課 (0772) 

(0772) 

32-0501

32-1009

854-8101

854-8100

京丹後市網野市民局 (0772) 

(0772) 

69-0713

72-3602

871-8161

871-8160

京丹後市丹後市民局 (0772) 

(0772) 

69-0714

75-2160

871-8171

871-8170

京丹後市久美浜市民局 (0772) 

(0772) 

69-0716

82-1758

871-8192

871-8190

宮津与謝消防組合消防本部 (0772) 

(0772) 

46-6119

46-6122

856-8109

856-8100

京丹後市消防本部 (0772) 

(0772) 

62-0119

62-6119

872-8109

872-8100

舞鶴市消防本部 (0773) 

(0773) 

65-0214

66-2606

842-8201

842-8100

府

地

方

機

関 

府中丹広域振興局地域連携・振興

部 

(0773) 

(0773) 

62-2500

63-8495

840-8101

840-8100

宿直室 840-280

府丹後広域振興局地域連携・振興

部 

宮津地域総務防災課 

(0772) 

(0772) 

22-2700

22-1794

850-8101

850-8100

宿直室 850-280

府丹後広域振興局地域連携・振興

部 

(0772) 

(0772) 

62-4301

62-5894

870-8101

870-8100

宿直室 870-280

府中丹東土木事務所河川砂防課 (0773) 

(0773) 

42-8784

42-7546

820-8111

820-8110

宿直室 820-490

府丹後土木事務所河川砂防課 (0772) 

(0772) 

22-7986

22-3250

850-8111

850-8110

宿直室 850-280

府中丹東保健所企画調整課 (0773) 

(0773) 

75-0805

76-7746

843-8106 宿直室 843-8108

府丹後保健所企画調整課 (0772) 

(0772) 

62-0361

62-4368

870-561 宿直室 870-280

府中丹教育局総務課 (0773) 

(0773) 

42-1200

42-9741

820-511 宿直室 820-545

府丹後教育局総務課 (0772) 

(0772) 

22-2175

22-0479

850-511 宿直室 850-280
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府

地

方

機

関 

 

府港湾局 
 

(0773) 75-1174 

(0773) 75-4375 

 

844-8105 

844-8100 

 

休日・夜間等の電話は府中丹

広域振興局宿直室に転送 

 

府水産事務所 

海のにぎわい企画課 

 

(0772) 22-3288 

(0772) 22-3289 

 

859-8101 

859-8100 

 

宿直室 
 

859-8102 

 
国

の

機

関 

第八管区海上保安本部 

警備救難部運用司令センター 

(0773) 76-4100 

(0773) 78-2375 

848-8101 

848-8100 

 

舞鶴海上保安部 警備救難課 (0773) 76-4120 

(0773) 76-4120 

  

宮津海上保安署 (0772) 22-0118 

(0772) 22-0118 

  

近畿運輸局京都運輸支局 

（舞鶴庁舎） 

(0773) 75-0616 

(0773) 75-0617 

  

近畿地方整備局 舞鶴港湾事務所 (0773) 75-0844 

(0773) 78-2010 

  

 

 
 

自

衛

隊 

陸上自衛隊 第７普通科連隊 (0773) 22-4141 （時間中）835-8103 

（時間外）835-8108 

835-8100 

内 線

ＦＡＸ 

225、235、302 

299 

 
海上自衛隊 舞鶴地方総監部 

(0773) 62-2250 

緊急(0773)62-2255 

FAX(0773)64-3609 

 
847-8109 

847-8100 

内 線

ＦＡＸ 

2548、2222、2223 

2800 

航空自衛隊 第３５警戒隊 (0772) 76-0631  内 線 

ＦＡＸ 

205、202 

228 

 
府

本

庁

課 

府災害対策課 (075) 414-4472 

(075) 414-4477 

700-8110 

700-8102 

保安室 700-8145 

府水産課 (075) 414-4994 700-4994  

府河川課 (075) 414-5282 

(075) 432-6312 

700-8131 

 

 

 
団 

 

 

 

体 

府漁業協同組合 (0773) 77-2200 

(0773) 76-5667 

  

海上災害防止センター 防災部 直通(045) 224-4315 

時間外(045)224-4311 

(045) 224-4312 

  

〃 京都府連絡事務所 

（飯野港運㈱委託） 

(0773) 75-5385 

(0773) 75-5681 

  

8



石油類流出事故対策計画編 ２ 予 防 計 画 

第５章 第八管区海上保安本部の措置 

第八管区海上保安本部は、油流出事故の発生に備え、次の措置を講ずるものとする。 

１ 調査研究 

防災活動を適切かつ効果的に実施するために必要な防災関係資料の収集及び調査研究を行う。 

２ 研修訓練 

油が著しく大量に排出された場合を想定して、排出油防除体制の強化を図るため、関係防災機関等が一体とな

り、排出油防除のための諸活動の訓練を実施する。 

３ 指導啓発、海事関係法令の励行等 

船舶関係者等に対し、油流出事故の発生を防止するため指導啓発、海事関係法令の励行等に努める。 

４ 福井・京都・兵庫北海域排出油等防除協議会の運営 

福井・京都・兵庫北海域排出油等防除協議会（会長：第八管区海上保安本部長）を円滑に運営し、災害時に、

会員その他関係防災機関が万全の対応を図れるよう努める。 

なお、同協議会は次の業務を行う。 

(1) 会員が行う防除活動の連携・協力についての調整

(2) 排出油の防除に必要な資料の収集及び情報の提供

(3) 排出油の防除に関する技術の調査及び研究

(4) 排出油の防除に関する研修・訓練の実施

(5) 排出油等の防除に関して当協議会の海域及び他の排出油等防除協議会等の海域において、資機材が不足するお

それが生じた場合における資機材貸借

(6) その他、排出油の防除に関する必要な事項の協議
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第３編 応急対策計画 

 
第１ 章 計画の目的 

 
この計画は、油流出事故が発生した場合における人命救助、消火活動、流出油等の拡散防止と防除、付近の船舶の航

行安全措置、沿岸住民の安全及び漁業等への被害の拡大防止を図るため、関係防災機関及び関係団体等がとるべき応

急対策について定める。 

 

 
第２章 応急対策に係る活動体制 

 
第１ 節 府の活動体制 

 
第１ 活動体制 

府は、府又は近隣する海域等において油流出事故が発生したときは、状況に応じ、法令並びに一般編及び本計画

に基づき、次のような機動的な活動体制をとり、関係防災機関の協力を得て、その所掌事務に係る被害予防・応急

対策を速やかに実施するとともに、市町村が処理する被害予防・応急対策の実施を支援し、かつ総合調整を行う。 

 
１ 事故警戒本部 

(1) 事故警戒本部の設置 

府又は近隣の海域等において油流出事故が発生し、府域の海岸等に流出油が漂着する等被害が及ぶおそれが

あるときは、直ちに防災監が関係部局等に対して、被害情報の収集・集約、救急医療・救助等初期活動の指

示・調整を行うなど、厳重な警戒体制をとるとともに、必要に応じて、知事は、危機管理監（危機管理部長）、

府民環境部長、健康福祉部長、農林水産部長、建設交通部長及び防災監による協議の結果を踏まえ、事故警戒

本部を設置する。（本部長：知事又は防災担当副知事） 

(2) 事故警戒本部の組織及び要員 

事故警戒本部の組織は図２のとおりとし、要員の動員は、表１に定める配備を基準とする。 

(3) 事故警戒本部の閉鎖 

知事は、府域に油流出事故による被害のおそれがないと判断したときは、事故警戒本部を閉鎖する。 

(4) 事故警戒支部の設置及び閉鎖 

ア 事故警戒本部の地方組織として、府広域振興局長を支部長とする「事故警戒支部」を設置する。 

イ  事故警戒支部の設置及び閉鎖については、本部長の指示によるほか、府広域振興局長（支部長）の判断に

より、本部長の承認を得て設置及び閉鎖を決定する。 

ウ 事故警戒支部の職員配置については、地域の実情に応じ、支部長が決定するものとする。 

(5) 事故警戒本部（支部）は、主として次の業務を行う。  

ア 事故及び被害状況の調査並びに情報の収集及び伝達

イ 本部長の指示事項の各部及び支部への伝達 

ウ 第八管区海上保安本部、市町村等関係防災機関及び関係団体との連絡調整 

エ  府、市町村等関係防災機関及び関係団体の備蓄する流出油防除資機材の状況の点検（特に、オイルフェン

ス等の配備、展張等の調整） 

オ 警戒活動の実施 

(6) 事故対策本部（支部）又は災害対策本部（支部）が設置された場合においては、事故警戒本部（支部）は自

動的に閉鎖し、その業務を事故対策本部（支部）又は災害対策本部（支部）に引継ぐものとする。 
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２ 事故対策本部 

(1) 事故対策本部の設置

府又は近隣の海域等において油流出事故が発生し、流出油の漂流進路予測、府内各地の被害発生状況に関す

る情報等により、府域の海岸等に流出油が漂着し、又はそのおそれがあるなど相当な被害が予想される場合は、

知事は、危機管理監（危機管理部長）、府民環境部長、健康福祉部長、農林水産部長、建設交通部長及び防災

監による協議の結果を踏まえ、事故対策本部を設置する。（本部長…知事又は防災担当副知事） 

なお、災害救助法の適用を必要とする程度の被害が生じたとき又は漂着油の状況が著しく、長期的に総合的

な対策を講ずる必要があるときは、事故警戒本部を直ちに災害対策本部に切り替え必要な対策を実施する。 

(2) 事故対策本部の組織及び要員

事故対策本部の組織は図２のとおりとし、要員の動員は、一般編第３編第２章第３節第１に定める事務局要員

及び表１に定める配備を基準とする。 

(3) 事故対策本部の業務は、表２に示す業務のほか、一般編第３編第１章第７節第１に定める業務とする。

(4) 事故対策本部の閉鎖

知事は、府の地域の海岸について、漂着油等による被害が拡大するおそれが解消し、その防除等応急対策が概

ね終了したときは、事故対策本部を閉鎖する。 

(5) 事故対策支部の設置及び閉鎖

ア 事故対策本部の地方組織として、府広域振興局長を支部長とする「事故対策支部」を設置する。

イ 事故対策支部の設置及び閉鎖については、本部長の指示によるほか、府広域振興局長（支部長）の判断に

より、本部長の承認を得て設置及び閉鎖を決定する。 

ウ 事故対策支部の職員配置については、地域の実情に応じ、支部長が決定するものとする。

(6) 災害対策本部（支部）が設置された場合においては、事故対策本部（支部）は自動的に閉鎖し、その業務を

災害対策本部（支部）に引継ぐものとする。 

３ 災害対策本部 

(1) 災害対策本部の設置

府の海岸等において流出油の漂着が著しいなどその防除に相当の期間を要すると認められ、民生の安定、産業の

振興など総合的な対策を講ずる必要がある場合は、知事は、危機管理監、健康福祉部長、農林水産部長、建

設交通部長、防災監及び警察本部警備部長による協議の結果を踏まえ、災害対策本部を設置し、又は事故対

策本部を災害対策本部に切り替えて必要な対策を実施する。（本部長…知事） 

(2) 災害対策本部（支部）の運用

災害対策本部（支部）の運用は、一般編第３編第１章によるほか、本計画に定める事故対策本部に関する規定

を準用する。 
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表１ 事故警戒本部及び事故対策本部の配備 
（数字は動員数） 

部 名 事 故 警 戒 本 部 事故対策本部 

知事直轄組織 広報課１ 秘書課１、広報課１、職員総務課１、会計課１ 

危 機 管 理 部 危機管理総務課・災害対 

策課・原子力防災課・消防

保安課６ 

危機管理総務課・災害対策課・原子力防災課・消防保安課１５ 

総 務 部 

政 策 企 画 部 

総務調整課１、入札課１ 

企画総務課１ 

府 民 環 境 部 消費生活安全センター１ 環

境管理課１ 

、府民環境総務課１、府民総合案内・相談センター１、消費生活安

全センター１、循環型社会推進課１、環境管理課１、公営企画課１ 

文化スポーツ部 文化スポーツ総務課１ 

健 康 福 祉 部 健康福祉総務課１ 健康福祉総務課１、医療課１ 

商工労働観光部 産業労働総務課１ 

農 林 水 産 部 水産課１ 農政課１、農村振興課１、水産課１ 

建 設 交 通 部 港湾局１、河川課１ 監理課１、港湾局１、河川課２ 

教 育 庁 総務企画課１ 

警 察 本 部 警備第一課２ 警備第一課２ 

議 会 事 務 局 総務課１ 

図２ 事故警戒（対策）本部の組織 

本 部 長 

副本部長 

事故警戒（対策）本部会議 

本 部 長 （ 知 事 ） 

副本部長（副知事） 

危 機 管 理 監 

（危機管理部長） 

各 部 長 

会 計 管 理 者 

監査委員会事務局長 

人事委員会事務局長 

労働委員会事務局長 

防 災 監 

調整部 

管理部 

政策企画部 

職員部 

総務部 

府民環境部 

文化スポーツ部 

健康福祉部 

商工労働観光部 

農林水産部 

建設交通部 

教育部 

警察本部 

議会部 

対策支部（４支部） 
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表２ 油 流 出 事 故 対 策 本 部 の 業 務 

。 

部 名 業 務 内 容 

調 整 部 1 対策本部の設置・閉鎖及び総合調整に関すること。 

（危機管理監（危機管理 2 対策本部会議に関すること。 

部長）） 3 対策本部の事務局に関すること。 

4 本部長命令・本部会議の決定事項の伝達に関すること。 

5 各部及び各対策支部との調整に関すること。 

6 被害状況の総括及び情報、資料等の収集整理に関すること。 

7 海上保安庁・自衛隊・市町村等との連絡調整、要請に関すること。 

8 消防機関活動の把握・指示に関すること。 

9 応急対策に係る資機材の調整に関すること。 

10 気象情報の受信及び伝達に関すること。 

11 専門ボランティアの登録、受入れ及び派遣に関すること。 

12 補償請求に関すること。 

13 義援品の受付、配分に関すること。 

管 理 部 1 広報活動に関すること。 

（知事直轄組織） 2 記者発表、資料提供等報道機関等への対応に関すること。 

職 員 部 1 対策本部要員及び職員の動員に関すること。 

（知事直轄組織） 2 市町村に対する応援派遣に関すること。 

3 対策本部、対策支部要員等の健康管理に関すること。 

総 務 部 1 被害市町村行財税政の調査助言に関すること。 

2 流出油防除資機材等油防除作業に必要な資機材の調達及び搬送に関すること 

政 策 企 画 部 1 国、関係機関等に対する要望活動要請の総括 

2 インターネットを活用した情報提供のための支援に関すること。 

府 民 環 境 部 1 住民の被害地等に係る照会、質問及び要望の連絡調整に関すること。 

2 流出油防除資機材等油防除作業に必要な資機材（特殊な資機材を除く）の 

確保及びあっ旋に関すること。 

3 回収油の適正処理に関すること。 

4 環境への影響把握に関すること。 

健 康 福 祉 部 1 一般ボランティアの登録、受入れ及び派遣に関すること。 

2 巡回健康相談スタッフの派遣に関すること。 

3 医療・救護に関すること。 

4 日本赤十字社京都府支部及び一般社団法人京都府医師会、関係医療機関との 

連絡調整に関すること。 
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部 名 業 務 内 容 

健 康 福 祉 部 5 

6 

7 

義援金の受付、配分に関すること。

見舞品の受付に関すること。 

医療品の整備及び補給に関すること。 

商 工 労 働 観 光 部 1 

2 

被害中小企業者等の経営安定対策の実施に関すること。風

評被害の防止に関すること。 

農 林 水 産 部 1 水産関係の被害状況調査及び応急対策に関すること。 

2 水産関係施設の被害予防・応急・復旧対策の指導・調整に関すること。 

3 被害水産業者等の経営安定対策（復興金融措置等）の実施に関すること。 

4 水産関係団体の被害防除活動の把握・指示に関すること。 

5 府有船舶による浮遊油の調査、回収活動の実施に関すること。 

6 流出油防除資機材（オイルフェンス等）の提供に関すること。 

7 水産資源への影響把握に関すること。 

8 風評被害の防止に関すること。 

9 汚染海鳥等野生生物の救護に関すること。 

建 設 交 通 部 1 河川、海岸（国土交通省所管）及び港湾関係施設の被害状況調査及び 

応急復旧に関すること。 

2 近畿地方整備局及びその出先機関に対する連絡及び要請に関すること。 

3 府有船舶による浮遊油の調査及び回収活動の実施に関すること。 

4 流出油防除資機材（オイルフェンス等）の提供に関すること。 

教 育 部（教育庁） 1 文化財（天然記念物等）の被害状況調査及び応急復旧に関すること。 

2 府立学校等における支援活動の調整に関すること。 

警 察 本 部 1 被害地における応急措置に関すること。 

2 被害及び治安状況の把握に関すること。 

3 救出救助に関すること。 

4 交通規制及び緊急交通路の確保に関すること。 

5 危険物の応急対策に関すること。 

6 航空機及び船舶の運用に関すること。 

7 検視及び被災遺体の身元確認に関すること。 

8 行方不明者の捜索及び相談に関すること。 

9 警察部隊の応援派遣に関すること。 

議会部（議会事務局） 1 議員との連絡調整に関すること。 

2 議員への広報及び情報提供に関すること。 

各 部 共 通 1 各部関係被害状況の把握に関すること。 

2 各部の活動に必要な情報の収集に関すること。 
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第２節 市町村の活動体制 

 
第１ 責務 

市町村は、当該市町村の区域に油流出事故が発生し、被害が発生又は発生するおそれがある場合において、第一次的

に被害予防・応急対策を実施する機関として、法令、一般編及び市町村地域防災計画の定めるところによ

り、市町村事故対策本部等を設置し、他の市町村、府等関係防災機関並びに区域内の公共的団体及び住民等

の協力を得て、その有する全機能をあげて被害予防・応急対策の実施に努める。 

 
第２ 活動体制 

市町村は、活動体制及び細部にわたる運営上の手続き等具体的な事項について、油流出事故の特性を考慮して所

要の規程を整備する。 

 

 
第３節 第八管区海上保安本部の活動体制 

 
第八管区海上保安本部は、油流出事故が発生したときは、次のとおり応急対策を実施するものとし、必要に応じ、

府、市町村等関係防災機関及び関係団体に協力を要請するものとする。 

１ 情報の収集及び関係防災機関等に対する伝達 

油流出事故が発生したことを覚知したときは、必要に応じ航空機又は巡視船艇を事故発生海域に派遣し、その状

況の把握に努め、その情報を関係防災機関及び関係団体へ伝達する。この場合、京都府防災行政無線の統制局又は

端末局が設置された機関に対する伝達は、原則として、京都府防災行政無線を利用して行うものとする。 

２ 人命の救助及び財産の保全 

油流出事故が発生し、人命の救助及び財産の保全をする必要がある場合には、巡視船艇を事故発生海域に派遣し、

海上から救助活動を行い、必要があれば警察、消防機関、自衛隊等関係防災機関及び関係団体に対し協力を要請す

る。 

３ 航行の安全確保 

事故現場付近における船舶の航行の安全確保に努める。 

４ 福井・京都・兵庫北海域排出油等防除協議会連絡調整本部の設置 

必要に応じ、福井・京都・兵庫北海域排出油等防除協議会に連絡調整本部を設置し、次の業務を行う。 

(1) 排出油等の排出状況等に関する情報の共有 

(2) 防除措置の実施状況等の周知 

(3) 会員が行う防除活動の連携・協力に関する調整 

(4) 会員相互の情報交換 

 

 
 

第４節 関係協議会への参画 

 
第１ 福井・京都・兵庫北海域排出油等防除協議会への取り組み 

１ 情報交換 

府は、油流出事故により若狭湾及びその周辺海域において流出油防除活動を必要とする場合は、福井・京都・兵

庫北海域排出油等防除協議会と積極的に情報交換を行い、沿岸に漂着する恐れのある油の防除等に備えるものとす

る。 
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２ 運営協力 

府は、福井・京都・兵庫北海域排出油等防除協議会に連絡調整本部が設置された場合は、その運営に協力する。 

第２ 淀川水質汚濁防止連絡協議会、由良川水質汚濁防止連絡協議会の運営 

１ 屋外タンク等からの流出油が河川に流入した場合は、事故原因者等から通報を受けた市町村等は、下流地域

の関係防災機関及び関係団体に通報する。 

２ 府及び市町村は、事故原因者等に対して、流出油の拡散防止、除去又は処理に努めるよう指導するとともに、

淀川水質汚濁防止連絡協議会又は由良川水質汚濁防止連絡協議会等と連携し、必要に応じ自らこれに当たるものと

する。 

第３章 通信情報連絡活動計画（情報の収集・伝達） 

第１ 早期の被害状況の収集 

府（府災害警戒本部等）は、早期に油流出事故に係る被害の状況を把握するため、第八管区海上保安本部 

（又は福井・京都・兵庫北海域排出油等防除協議会連絡調整本部）からの情報収集に努める。 

府は、必要に応じ、ヘリコプターテレビ伝送システムの活用、事故現場で撮影された被害状況の写真などによ

り、早期の情報収集に努めるものとする。 

第２ 情報の提供 

府は、収集した情報を、他の関係防災機関、関係団体、隣接府県等関係者に提供するものとする。 

第３ 責務 

１ 府 

府は、府の地域又は近隣する海域において油流出事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがあるときは、本計画及

び府防災規程の定めるところにより、市町村及び関係防災機関と緊密に連絡して、市町村別にその被害状況

をまとめる。また、その被害状況を消防庁及び必要に応じ関係省庁へ報告する。 

(1) 被害報告の集計

広域振興局長（事故警戒支部長等）は、管内市町村から報告のあった流出油漂着状況、油防除措置実施状況等

を取りまとめて知事（事故警戒本部長等）に報告する。 

(2) 現地調査の実施

市町村から応援を求められたとき、その他必要と認められるときは、速やかに職員を派遣して、次の現地調査

を実施する。 

ア 流出油の漂着及び漂着が予想される海岸線の陸上パトロール

イ 水産事務所、港湾局及び海洋センターの所管する船舶並びに府警察本部警備艇による海上調査

ウ 府警察本部所属のヘリコプターによる上空からの調査

また、必要に応じ、近畿地方整備局、京都市消防局等に所属するヘリコプターの出動を要請し、上空からの

調査を実施する。 

２ 市町村 

市町村は、当該区域又は近隣海域において油流出事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがあるときは、海岸線の

陸上パトロール等を実施し、本計画の定めるところにより、速やかにその状況をとりまとめて所轄府広域振

興局長（府事故警戒支部長等）を経由して、知事（府事故警戒本部長等）に報告するものとする。 

(1) 油漂着状況報告

当該市町村の区域内に流出油が漂着したとき又はそのおそれがあるときは、その状況を報告する。
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(2) 油防除措置状況報告（業務日報）

当該市町村の区域内に流出油が漂着し、防除作業が実施されているときは、次の項目について報告する。

ア 現場汚染の状況（地域別に記載。以下同じ。）

イ 実施作業内容

ウ 実施予定作業内容

エ 防除資機材の状況（現場集積量・使用済量・残量）

オ 不足する防除資機材の状況（種類・数量）

カ 防災出動勢力（人員（行政関係者・地元住民・漁業関係者・ボランティア等に区分）・隻数）

キ 流出油等の回収量

ク 漂着の状況（既往分及び新たな漂着の有無）

ケ 使用した油処理剤の数量

コ 作業済み割合

サ 問題点等特記事項

(3) 報告の方法

報告は、原則としてファクシミリをもって行うこととし、災害の経過に応じて、把握した事項から逐次報告す

る。 

３ 事故原因者等 

(1) 船舶の船長、屋外タンク等施設の管理者等は、当該船舶又は施設から海洋・河川への大量の油の流出があっ

たとき、又は流出のおそれがある場合には、電話、電信その他最も早く到達する手段により、直ちに最寄りの

海上保安機関及び市町村等関係防災機関に通報する。 

また、海面・河川に大量の油が漂流していることを発見した者においても同様とする。 

(2) 事故原因者等又は海上災害防止センターは、市町村の区域ごとに、回収した油の搬出作業状況（搬出先、搬出量

等）を、知事に逐次報告する。 

第４章 広報計画（広報広聴活動） 

広報・広聴活動は一般計画編第３編第４章「災害広報広聴計画」によるほか、次のとおりとする。 

第１ 広報担当部課及び担当者の設置 

各関係防災機関ごとに広報を担当する部・課及び担当責任者を定め、情報の収集と公表の一元化を図る。 

第２ 府の広報活動 

府民への広報は、次のような項目について行うものとする。 

１ 府、市町村の措置状況 

２ 流出油の漂流、漂着等の状況（市町村・区域別） 

３ 応急対策の実施状況 

(1) 出動人員（行政関係者・地元住民・漁業関係者・ボランティア等に区分）

(2) 流出油の回収量

(3) 作業地域

(4) 主な使用資機材

(5) 翌日の作業予定

(6) その他

４ 回収した油の搬出作業状況 

５ 環境影響等に関する調査の実施結果 

６ その他必要と認められる事項 
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第３ 府民への広報要領 

特に、府民に協力を要請すべき事項については、その実効性を期するため、事故の規模、今後の動向等を検討

し、次に掲げる方法により、効果的かつ迅速な広報を行う。 

１ 新聞、ラジオ、テレビ等報道機関に対し、特に報道方要請すること。 

２ 市町村防災行政無線、ＣＡＴＶ、市町村有線放送による広報を要請すること。 

３ 広報番組（テレビ・ラジオ）、広報紙、チラシ、ポスターを利用すること。 

４ インターネットを利用すること。

第４ 各省庁に対する広報 

府は、被害状況を写真等により記録収集し、府東京事務所を通じて、関係省庁、国会等に対する広報に努める。 

第５ 広聴活動の実施 

１ 市町村は、被害地において臨時被害相談所等を関係防災機関等の協力を得て設置し、被災者が抱える生活上

の多くの不安を解消するため、被災者からの相談、要望、苦情等多様な生活等の問題について適切に相談に応じ、

速やかに関係機関に連絡して早期解決に努める。 

２ 関係防災機関は、油流出事故に関する、被害地住民、府民、近隣府県民等からの各種の問い合わせに対して、

相談窓口を設置するなどによりそれぞれ担当者を明らかにして対応する。 

第５章 流出油の防除・除去計画 

第１節 防除方針の決定 

１ 流出した油は、海上で除去することが最良であるため、防除方針の決定に当たっては海上での回収を可能な

限り実施し、海岸線への漂着を回避するよう努めるものとする。 

２ 流出油等の防除は、流出油の種類及び性状、流出油の拡散状況、気象・海象の状況その他の条件によって

その手法が異なるため、除去作業を行うにあたっては、まず、流出油の拡散及び性状の変化の状況について確実な

把握に努め、海上保安庁等の行う油流出事故の影響評価結果を踏まえて、状況に応じた適切な防除方針を速やかに

決定するとともに、初動段階において有効な防除措置を集中的に実施することにより、迅速かつ効率的な流出油

の拡散防止、回収及び処理を行うものとする。 

３ 防除措置は、油による被害及び講ずる措置による二次的な影響が最小になるように、関係防災機関が連携し

状況に応じた様々な方法を組み合わせ行うものとする。 

なお、沿岸部で油処理剤を使用する場合にあっては、事前に漁業関係者等の同意を得るものとする。 

第２節 防除作業の実施 

第１ 第八管区海上保安本部 

１ 流出油の拡散防止 

事故船舶から大量の油が流出したとき、又は流出が予想されるときは、事故船舶の船長及び船舶所有者、船舶代

理店（以下「事故船舶関係者」という。）に対して、直ちにオイルフェンスの展張等流出油防除措置をとらせると

ともに必要に応じて流出油の拡散防止にあたらせる。 
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２ 事故船舶の災害局限措置 

油流出事故の拡大を防止するため、事故船舶関係者に対し、事故船舶関係者が保有している流出油防除資機材の

活用並びに積載油の抜き取り、移し替え等について指導する。また、海上火災の発生又は発生するおそれがある場

合は、消火資機材を活用した応急措置について指導する。 

３ 流出油の回収及び除去 

(1) 船舶所有者に対して、流出油の回収及び除去に努めるよう指導し、又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関

する法律に基づきその除去を命ずる。 

(2) 緊急を要し、かつ、必要と認める場合は、海上災害防止センターに対し海洋汚染等及び海上災害の防止に関

する法律に基づき流出油防除のための必要な措置を講ずることを指示する。 

(3) 流出油による急迫した危険を防止するため、事故船関係者の対応が不十分なときは、被害を最小限にとどめ

るため自ら流出油防除資機材による応急措置を講じ、関係防災機関、関係団体等に対し派遣を要請する。 

(4) 福井・京都・兵庫北海域排出油等防除協議会に設置した連絡調整本部を運営し、会員たる関係防災機関の協

力を得て流出油防除活動を実施する。 

４ 事故船の移動 

事故船舶に防除措置を施した後、必要に応じ、巡視船又は曳船等により事故船を事故海域から他の安全海域へ

移動させる。 

５ 船舶火災の消火 

船舶の火災が発生したときは、当該船舶が保有する消火資機材を有効に活用するよう指導するとともに、巡視船

艇による消火活動を実施し、必要に応じ関係防災機関及び関係団体に対し協力を要請する。 

また、陸上からの消火活動が可能と認められる場合は、消防機関に対し協力を要請する。 

６ 流出油火災の消火 

船舶火災の消火に準ずるほか、必要に応じ前記１に定める流出油対策を実施し、燃焼海面の拡大防止に努める。 

７ 漂流物の除去等 

船舶の安全航行を図るため、漂流物の除去等必要な措置を講ずる。 

第 ２ 府 

１ 市町村の行う流出油の防除作業を支援するものとする。また、港湾管理者として港湾施設内の流出油の回収

処理等を実施するものとする。 

２ 市町村の行う防除作業を支援するため、必要に応じ職員の派遣、警察本部への応援要請などにより、防除

作業を実施し、又は消波ブロック等を移動させ若しくは砂浜における油回収機の活用により防除作業を支援し、又

は水産事務所、海洋センター及び港湾局の所管する船舶を出動させ海上における除去活動を実施するものとする。 

３ 市町村の行う防除作業に必要な流出油防除資機材の調達、提供の申出に対する受入れ・あっ旋を行うととも

に、流出油防除資機材が不足するときは、「近畿２府７県震災時等の相互応援に関する協定」等に基づき他府県等

に対し提供の協力を要請するなどにより、その確保に努めるものとする。 

４ 回収した油等の処理施設を紹介し、回収油の適正な処分が行われるよう指導するものとする。 

第３ 市町村 

１ 事故原因者等の要請に基づき、流出油の除去に協力する。 

２  流出油の漂着により海岸が汚染され、又はそのおそれがある場合は、流出油による被害を防止するため回収等

応急の防除措置を講ずるものとする。 

第４ 海上災害防止センター 

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく海上保安庁長官の指示又は船舶所有者等の委託に基 

づき、流出油の防除措置を契約防災措置実施者、漁業協同組合等を介して実施する。 
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第５ 漁業協同組合 

海上災害防止センターと漁業協同組合との契約に基づき、必要な流出油の防除措置を実施する。 

第６ 事故原因者等 

１ オイルフェンスの展張、その他流出した油の拡散を防止するための措置を講ずる。

２ 損傷箇所の修理、残油の移し替えその他の流出防止措置を講ずる。 

３ 流出油の回収、油処理剤の散布等による処理を行う。 

４ 回収した油の適正な処理を行う。 

第３節 回収計画の策定 

市町村は、海岸線に漂着した油等の状況及びその回収状況を常に把握し、地区ごとに計画的・効率的な回収方法を

選定し、効率的な防除作業の実施に努める。 

第６章 油回収作業従事者の健康対策（健康相談所の開設） 

第１ 実施責任者 

被害地における健康対策は、市町村が実施するが、市町村の要請があった場合及び府が必要と認めた場合は府

が行う。 

第２ 健康相談の実施 

油回収作業従事者の健康相談等に対応するため、市町村は、保健師、看護師等による健康相談チームを編成す

るとともに、漂着油回収作業現場等に仮設する救護所等と連携しながら、油回収作業従事者の健康保持に努める。 

１  活動体制 

(1) 市町村は油回収作業従事者の健康状態等を把握し、その状況を速やかに、管轄保健所長に報告するとともに、

必要な場合は、保健所に協力要請を行う。 

(2) 協力要請を受けた保健所長は、市町村が作成する活動計画、健康相談チームの編成等に指示を行うとともに、

必要に応じて、健康相談チームに保健師等の派遣を行う。 

２ 事業内容 

(1) 救護所等と連携して健康相談所を開設し、作業従事者に対し、油回収作業上の注意事項等についての普及啓

発を行う。 

(2) 回収作業の長期化に伴う精神的・身体的疲労等からの健康状態の悪化を防止するため、地域巡回等による健

康相談を行い、必要な措置を講ずる。 

第７章 環境保全に関する計画 

第１ 節 計画の方針 

油流出事故により、大気及び公共用水域等の環境汚染が発生した場合に、府民の健康と生活環境への影響及びその

拡大を防止するとともに、地域住民への被害の防止及び軽減を図る。 
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石油類流出事故対策計画編 ３ 応急対策計画 

第２節 環境影響の応急及び拡大防止措置 

油流出事故に伴って、環境汚染が発生、又はそのおそれがある場合は、次の措置をとる。 

第１ 府の施策 

府は、市町村が行う住民等への通報、指示等に関し、必要な指導・助言その他の支援を行うとともに、次の施策

を行う。 

１ 関係防災機関等へ通報する。 

２ 住民の生命・身体に危険が予測される場合の周知及び避難誘導について、市町村に依頼又は指示する。 

３ 環境影響調査（大気、水質、動植物等）を実施する。 

第２ 市町村の施策 

１ 関係防災機関等へ通報する。 

２ 住民の生命・身体に危険が予測される場合は、住民への周知及び避難誘導を行う。 

３ その他、府の行う施策に協力する。 

第８章 文化財（天然記念物等）の応急対策 

府及び市町村は、天然記念物オオミズナギドリ繁殖地、特別名勝天橋立、史跡函石浜遺物包含地、天然記念物及び名

勝琴引浜等府域に所在する文化財について現地調査を行い、被害状況等を調査するとともに、予防・応急対策について

管理者等と協議し、予防・応急・復旧計画を定めるほか、未指定文化財については、その被害状況について関係機関

の協力を得て把握に努めるものとする。 

第９章 汚染海鳥等の救護 

府は、油流出事故により海鳥等に被害が発生した場合には、油が付着した海鳥等の洗浄、油付着に伴う疾病の予防、

回復までの飼育等海鳥等の救護が、獣医師、関係団体等の協力を得て円滑かつ適切に実施されるよう措置する。 

第１０章 ボランティア受入計画 

第１ ボランティア受入環境の整備 

１ 漂着油の回収作業の実施には相当の人力を要し、災害ボランティアの協力が不可欠である。 

２  このため、災害ボランティアが十分な活動を行えるよう、災害ボランティアの受入・派遣調整に当たる京

都府災害ボランティアセンター及び市町村災害ボランティアセンターは、油回収作業現場との連絡を密にし、回収作

業場所、必要人員、作業実施に必要な持参品、健康上の留意事項等に係る十分な情報を収集し、ボランティ

ア活動希望者に提供する。

３ 府及び市町村は、京都府災害ボランティアセンター及び市町村災害ボランティアセンターに対し、必要な助

言及び情報提供を行うとともに、ボランティア保険への加入促進の利便提供等ボランティア活動が円滑に実施でき

る環境整備に努めるものとする。 
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石油類流出事故対策計画編 ３ 応急対策計画 

第２ ボランティアの受入上の留意事項 

１ ボランティアのコーディネート 

ボランティアを受け入れた市町村及び市町村災害ボランティアセンターは、漁業協同組合等関係団体と連携し、

防除作業の効率性を確保するため、回収作業の実施に必要な指示を行う職員を作業責任者として油回収作業現場に

派遣するとともに、市町村災害ボランティアセンターは京都府災害ボランティアセンターに、ボランティアコ

ーディネーターの派遣を要請するなど、ボランティアのコーディネート体制を整備する。 

さらに、回収作業の実施に必要な防除資機材の確実な配備に努めるものとする。 

２ 作業実施上の安全性の確保 

作業責任者等は、各ボランティアに対して、防除作業開始前に、ボランティア保険への加入の有無の確認と加入

促進を行うとともに、安全性を確保するため、作業の目的、役割分担、安全に係わる事項等、作業実施上の注意事

項等について説明するものとする。 
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石油類流出事故対策計画編 ４ 被害復旧計画 

第４編 被害復旧計画 

第１ 水産業施設復旧計画（漁港、漁場を含む。） 

府、市町村等は、関係団体等と連携し、流出油の漂着により被害を受けた水産業施設の回復措置を図るための対

策を講ずる。 

第２ 漁業経営安定対策の実施 

府、市町村は、被害を受けた漁業者及び水産関係団体に対して、その状況に応じた制度融資の活用等による漁業

生産の安定対策を講ずる。 

第３ 中小企業経営安定対策の実施 

府、市町村は、油流出事故により経営の悪化した観光業等中小企業者に対して、その状況に応じた融資相談の実

施、制度融資の活用等による経営安定対策を講ずる。 

第４ 風評被害対策の実施 

府、市町村は、油流出事故に起因する風評による観光客離れ、魚介類等水産物の消費離れ等を防止するため、観

光関連団体、漁業関係団体等と連携し、誘客・消費拡大を図るため、必要に応じ観光キャンペーン等の対策を講ず

る。 

第５ 補償対策等 

１ 油流出事故が発生したときは、事後の補償請求事務を円滑に進めるため、海事鑑定人に対し、現地事務所の

速やかな設置を要請するものとする。 

２ 漁業協同組合は、海上災害防止センターとの流出油防除に係る委託契約に基づき、防除に要した経費を海上

災害防止センターに請求するものとする。 

３ タンカーからの油流出に伴う、流出油の防除、清掃等に要した経費、漁業被害、旅館・観光業者等の被害

等について、被害等を受けた者はそれぞれ、「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約」、「油による汚

染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約」、「船舶油濁損害賠償保障法」等関係法令に基づき、船

舶所有者、Ｐ＆Ｉ保険及び国際油濁補償基金に対し、補償請求するものとする。 

４ 損害の早期回復を期すため、必要に応じ補償金の概算支払いを請求するものとする。 

５ 府、市町村は、漁業協同組合、観光業者等関係団体が行う補償請求について助言を行うものとする。 

第６ 事後の監視等の実施 

関係防災機関は、応急対策による措置が終了した後においても、必要に応じ、相互の連携のもと、漂着油の自然

浄化の状況等環境への影響のは握に努める。特に、油流出事故による沿岸域の生態系等環境への影響は、回復に長

期間を要することがあることから、大気、水質、動植物等への影響の調査を綿密に実施し、講じた措置の効果を検

証する。 

また、必要に応じて補完的な対策を講ずるものとする。 
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(参考資料）

オイルフェンス

（ｍ） 種類 数量 種類 数量
吸着マット 323kg 乳化分散剤 4,500Ｌ

吸着マット
（ロール式）

68ｋｇ

吸着マット
（万国旗型）

102㎏

〃 吸着マット 648枚 - -
〃 パーライト - - -
〃 二箇取水場 40 - - 油処理剤 8Ｌ
〃 上福井浄水場 - 吸着マット 44枚 油処理剤 4Ｌ
〃 吸着マット 910ｋｇ
〃 パーライト 390kg
〃 京都府漁業協同組合 300 吸着マット 182ｋｇ 730Ｌ
〃 日立造船㈱舞鶴工場 1,600 吸着マット 200ｋｇ 360Ｌ
〃 日本板硝子㈱舞鶴工場 1,820 吸着マット 68ｋｇ 120Ｌ
〃 飯野港運㈱ 300 - - - -
〃 日本通運㈱舞鶴支店 200 - - - -
〃 新日本海フェリー舞鶴支店 300 吸着マット 170ｋｇ 380Ｌ

吸着マット 34ｋｇ 乳化分散剤 180Ｌ
吸着マット

（万国旗型）
70ｋｇ 油処理剤 108Ｌ

吸着マット 1,832枚 油処理剤 630L
吸着マット
0.5m×50m

〃 宮津市役所 - 吸着マット 400枚 油処理剤 -
〃 - 吸着マット 100㎏
〃 - ＡＣライト 50㎏
〃 - 吸着マット 100㎏
〃 - ＡＣライト 50㎏
〃 吸着マット 340ｋｇ
〃 パーライト 775kg
〃 京都府漁業協同組合宮津支所 40 吸着マット 17ｋｇ 油処理剤 90Ｌ
〃 京都府漁業協同組合養老支所 - 吸着マット 120㎏ 30Ｌ
〃 日本冶金工業㈱大江製造所 80 吸着マット 200ｋｇ 油処理剤 40Ｌ
〃 宮津海陸運輸株式会社 180 吸着マット 10ｋｇ 油処理剤 288Ｌ
〃 金下建設㈱ 140 吸着マット 150枚 油処理剤 190Ｌ
〃 丹後海陸交通㈱ - 吸着マット 100枚 油処理剤 18Ｌ
〃 ㈱三洋商事 100 吸着マット 100㎏ 油処理剤 300Ｌ
〃 ㈱井長組 100 吸着マット 100枚 乳化分散剤 72Ｌ
〃 中村石油㈱ 1,520 吸着マット 30㎏ - -

与謝野町 与謝野町加悦庁舎 40 吸着マット 1,000枚 - -
〃 与謝野町役場 200 吸着マット 300枚 油処理剤 342Ｌ
〃 - 吸着マット 100㎏
〃 - ＡＣライト 50㎏
〃 足立石油㈱ - 吸着マット 100枚 108Ｌ
〃 ㈲岩滝石油 - 吸着マット 20枚 20Ｌ
〃 ㈱京洋岩滝給油所 - - - 36Ｌ
〃 与謝野町野田川庁舎 - 吸着マット 500枚 - -

伊根町 伊根町役場 500 吸着マット 6,500枚 - -
〃 - ＡＣライト 50㎏
〃 - 吸着マット 50枚
〃 京都府漁業協同組合伊根支所 700 吸着マット 102㎏ 油処理剤 80L

油処理剤 3,772L

宮津市 宮津海上保安署 -

京都府水産事務所〃

備考

流 出 油 防 除 資 機 材 備 蓄 一 覧 表（その１）

備蓄事業所（機関）名

吸着マット 336ｋｇ京都府港湾局

（令和５年４月１日現在）

油処理剤6,760

所在地
吸着材 処理剤

舞鶴市消防本部 60

2,466Ｌ〃

舞鶴市 舞鶴海上保安部 340

関西電力㈱舞鶴発電所 1,600

関西電力㈱宮津エネルギー研究所 660 乳化分散剤 738Ｌ

乳化分散剤 900Ｌ

宮津与謝消防組合宮津与謝消防署

宮津与謝消防組合宮津分署

油処理剤

油処理剤

宮津与謝消防組合加悦谷分署

- -

宮津与謝消防組合橋北分署 油処理剤 18L

18L

18L

油処理剤 18L

5巻（10㎏）
-

24



オイルフェンス

（ｍ） 種類 数量 種類 数量
京丹後市 京丹後市役所 40 吸着マット 500枚 - -

吸着マット 300枚
ＡＣライト 60㎏

〃 京丹後市網野庁舎 - 吸着マット 950枚 油処理剤 480L
吸着マット 2,500枚

吸着マット
0.5m×50m

〃 京丹後市丹後庁舎 - 吸着マット - - 45L
〃 京丹後市久美浜庁舎 - 吸着マット 332枚 乳化分散剤 54Ｌ

亀岡市 西日本旅客鉄道㈱亀岡駅 - 吸着マット 50枚 油処理剤 1.8kg
吸着マット 90枚
ＡＣライト 60㎏

〃 大山産業㈱ - 吸着マット 100枚 乳化分散剤 90Ｌ
吸着マット

（長尺タイプ）

〃 大槻ポンプ㈱ - 吸着マット 500枚 80Ｌ
吸着マット 100枚
吸着マット
（ロール式）
パーライト 100ｋｇ
吸着マット 500枚
パーライト 150㎏

〃 福知山市大江支所 - - - 油処理剤 12Ｌ
京丹波町 京丹波町役場 - オイルキャッチャー 300枚 油処理剤 12Ｌ

吸着マット 28枚

ＡＣライト 45㎏
〃 京丹波町瑞穂支所 - 吸着マット 200枚 - -
〃 村上商事（和知営業所） - 吸着マット 6枚 - -

吸着マット 68枚
ＡＣライト 80㎏

パーライト 8kg
ＡＣライト 20kg

〃 南丹市日吉支所 - 吸着マット 100枚 油処理剤 12Ｌ
吸着マット 12枚
ＡＣライト 19㎏
木ライト 3kg

吸着マット 50枚
吸着マット 50m
パーライト 10kg
ＡＣライト 108kg
吸着マット 48枚
ＡＣライト 70kg

所在地 備蓄事業所（機関）名
吸着材 処理剤

備考

〃 - - -
京都中部広域消防組合亀岡消防署
東分署

亀岡市 京都中部広域消防組合亀岡消防署 24 - -

〃
京都中部広域消防組合園部消防署
日吉出張所

-

- -

- -

- -

京都中部広域消防組合園部消防署
丹波出張所

〃
京都中部広域消防組合園部消防署
美山出張所

〃 -

-

〃 福知山市消防本部 -

- -

-

〃 舞鶴喜楽工業㈱ 30

福知山市 福知山市役所 20

綾部市 綾部市消防本部

〃 -
5巻（10㎏）

〃 丹後広域消防組合峰山消防署 20 -

-

270Ｌ

-

50ｍ×3

乳化分散剤 2Ｌ100ｍ

-

-

-

-

南丹市

京都府水産事務所 1,980

乳化分散剤

-

60Ｌ

-

京都中部広域消防組合園部消防署

ＡＣライト 17㎏

〃
京都中部広域消防組合園部消防署
八木出張所

-
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オイルフェンス

（ｍ） 種類 数量 種類 数量
オイルキャッチャー 0.65m×65m
オイルマット 100枚
オイルシート 100枚

〃 京都市伏見区役所 65 吸着マット 10枚 - -
吸着マット 300枚
吸着マット

（万国旗タイプ）

吸着マット
（ロール式）
吸着マット 100枚
吸着マット

（万国旗タイプ）

吸着マット
（長尺タイプ）
吸着マット

（吹き流しタイプ）

吸着マット
（フェンスタイプ）

〃 京都市上下水道局　松ヶ崎浄水場 - 吸着マット 1040枚 - -
吸着マット

（万国旗タイプ） - -
吸着マット 20枚
吸着マット
（ロール式）
吸着マット

（フェンスタイプ）

〃 京都市消防局 - オイルキャッチャー 1,746枚 乳化分散剤 666Ｌ
〃 西日本旅客鉄道㈱京都駅 - 吸着マット 100枚 油処理剤 3.6kg
〃 西日本旅客鉄道㈱梅小路運転区 - 吸着マット 100枚 油処理剤 3.6kg
〃 西日本旅客鉄道㈱京都保線区 - 吸着マット 500枚 油処理剤 18kg
〃 西日本旅客鉄道㈱京都土木技術センター - 吸着マット 150枚 油処理剤 5.4kg
〃 西日本旅客鉄道㈱京都設備区 - 吸着マット 50枚 油処理剤 1.8kg
〃 西日本旅客鉄道㈱京都電気区 - 吸着マット 50枚 油処理剤 1.8kg

パーライト 50Ｌ
ＡＣライト 36ｋｇ

〃 ニッカポリマ京都工場 - 15ｋｇ - -
〃 西日本旅客鉄道㈱京都総合運転所 - 吸着マット 200枚 油処理剤 7.2kg

パーライト 50Ｌ
ＡＣライト 54ｋｇ

〃 三菱電機㈱ 20 吸着マット 140枚 - -
〃 サントリー㈱ - 3ｋｇ - -
〃 西日本旅客鉄道㈱長岡京駅 - 吸着マット 50枚 油処理剤 1.8kg

吸着マット 475枚
ＡＣライト 70ｋｇ

80

京都市保健福祉局
衛生公害研究所

100 吸着マット

〃 京都市上下水道局　疏水事務所 10

-

京都市上下水道局　鳥羽水環境保全
センター　吉祥院支所

100枚 -

- -

- -

吸着材 処理剤

36Ｌ

200Ｌ

25Ｌ

80枚

100m

乳化分散剤

乳化分散剤

京都市
京都市環境政策局
環境企画部環境指導課

〃

備考

- -

-〃

400枚

65m×6巻

20m

10m

京都市上下水道局　新山科浄水場

京都市上下水道局　鳥羽水環境保全
センター

長岡京市 乙訓消防組合長岡京消防署

（令和５年４月１日現在）

大山崎町 乙訓消防組合大山崎消防署 - 乳化分散剤

向日市 乙訓消防組合向日消防署 -

京都市上下水道局　石田水環境保全
センター

〃

〃

〃

〃

備蓄事業所（機関）名所在地

60

-

-

500枚

30枚

-

30 - -

パーライト 100Ｌ

- -

吸着マット

吸着マット

-

-

-

65×5

20m

-
京都市上下水道局　ポンプ施設事務
所

〃

-

-

20

20
京都市上下水道局　伏見水環境保全
センター

〃 京都市上下水道局　蹴上浄水場 20 80枚

-
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オイルマット 1,650枚
オイルシート 1,750枚

〃 京都府宇治土木事務所 140 吸着マット 1,600枚 - -
〃 宇治市消防本部 - ＡＣライト 150ｋｇ 乳化分散剤 130Ｌ
〃 西日本旅客鉄道㈱宇治駅 - 吸着マット 50枚 油処理剤 1.8kg

城陽市 城陽市消防本部 -

吸着マット
ACライト
ﾊﾟｰﾗｲﾄ

塩化カルシウム

210枚
100kg
90kg
50kg

乳化分散剤 90Ｌ

吸着マット 108枚
パーライト 11袋

〃 久御山町消防本部 - ＡＣライト 260ｋｇ 乳化分散剤 210Ｌ
オイルマット 6.5m×8本

（万国旗タイプ） 13m×4本
ＡＣライト 40ｋｇ

オイルマット
大143枚
小100枚

ＡＣライト 8袋
パーライト 13袋

13ｍ×2巻
6.5m×4巻

〃 京田辺市消防本部 - 50ｋｇ 80Ｌ
吸着マット 200枚 乳化分散剤 18Ｌ
ＡＣライト 150ｋｇ - -

〃 出石石油 - - - 乳化分散剤 20Ｌ
〃 鈴木石油 - - - 油処理剤 108Ｌ
〃 関西宇佐美㈱山城給油所 - 吸着マット 150枚 油処理剤 60Ｌ

木津川市 京都府木津土木事務所 20 吸着マット 380枚 - -
吸着マット 500枚 乳化分散剤 90Ｌ
ＡＣライト 200ｋｇ - -
吸着マット 200枚 乳化分散剤 18Ｌ
ＡＣライト 150ｋｇ - -

〃 高橋商事㈱ - 吸着マット 300枚 36Ｌ
〃 ㈱スタンダード石油 - 吸着マット 100枚 - -

吸着マット 200枚 乳化分散剤 18Ｌ
ＡＣライト 150ｋｇ - -
吸着マット 200枚 乳化分散剤 36Ｌ
ＡＣライト 150ｋｇ - -
吸着マット ２00枚 乳化分散剤 18Ｌ
ＡＣライト 150ｋｇ - -

精華町 精華町消防本部 - 吸着マット 400枚 油処理剤 60Ｌ

-

--

凝固剤

-京田辺市 京都府田辺土木事務所 -

久御山町 久御山町役場 -

八幡市消防本部 - -

993kg宇治市 陸上自衛隊関西地区補給処 100

吸着マット -

木津川市 15

〃

八幡市 八幡市役所 30

相楽中部消防署東部出張所笠置町

〃 相楽中部消防組合消防本部 20

15相楽中部消防署木津西出張所〃

15相楽中部消防署和束出張所

相楽中部消防署山城出張所

和束町

相楽中部消防署加茂出張所〃 15

15
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海難事故対策計画編 １ 総 則 

海難事故対策計画編

第１編 総 則 

第１ 章 計画の目的 

この計画は、海上において、多数の遭難者、行方不明者、死傷者等が発生し、又は発生するおそれのある船舶の衝突、

乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の大規模な海難事故（以下「大規模海難事故」という。）が発生した場合

に、迅速な捜索活動、救助・救急活動、医療活動、消火活動を実施するため、国、府、市町村等関係防災機関並びに事

故責任者等が、直ちにとるべき対策について必要な事項を定めるものとする。ただし、これらの事故により、石油類の

流出事故が発生した場合については、石油類流出事故対策計画編に定めるところにより、石油類以外の危険物等の流出

事故が発生した場合については、危険物等災害対策計画編に定めるところにより、運用するものとする。 

なお、この計画に特別の定めのない事項については、京都府地域防災計画一般計画編（以下「一般編」という。）に基づき

運用するものとする。 

第２章 市町村地域防災計画の作成又は修正 

市町村地域防災計画の作成又は修正に当たっては、この計画を参考として作成又は修正するものとし、特にこの計

画において計画事項を示すものについては、各市町村でその細部を計画するものとする。 

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

大規模海難事故対策に関し、防災機関が処理すべき事務又は業務の大綱は、一般編第１編第８章に定めるところに

よるほか、次のとおりとする。 

１ 京 都 府 

(1) 的確な情報収集及び関係防災機関への通報

(2) 被害の状況に応じた事故警戒体制又は事故対策本部・支部の設置

(3) 関係防災機関への協力要請

(4) 関係防災機関との連絡調整

(5) 京都府救護班の出動

(6) 日本赤十字社京都府支部及び一般社団法人京都府医師会、国立、公立、私立医療機関等に対する活動の要請

(7) 漁業の海難防止対策
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２ 京都府警察 

(1) 関係防災機関との連携の強化 

(2) 災害情報の収集及び被害実態の把握 

(3) 遭難船舶の捜索 

(4) 被災者の救出救助 

(5) 避難誘導、立入禁止区域の設定及び交通規制 

(6) 事故現場及びその周辺の警戒警備 

(7) 遺体の検視、死体調査、身元確認等 

(8) 行方不明者の捜索 

(9) その他事故災害に必要な警察活動 

 
３ 市 町 村 

(1) 事故状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報 

(2) 関係防災機関との調整 

(3) 負傷者の救出、救護（搬送・収容） 

(4) 負傷者の身元確認 

(5) 湾内及び沿岸海域への事故拡大防止のための消火その他消防活動 

(6) 警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の勧告、指示 

(7) 京都府又は他の市町村等に対する応援要請 

 
４ 第八管区海上保安本部 

(1) 舞鶴救助調整本部として、捜索救助活動に係る関係防災機関との連絡調整 

(2) 遭難船舶の捜索、海上における遭難者の救助・搬送及び行方不明者の捜索 

(3) 一般船舶、出漁船等に対する事故状況の連絡周知、人命救助の協力要請 

(4) 船舶火災に対する消火活動の実施 

(5) 船舶交通の安全確保 

 
５ 近畿運輸局 

(1) 事故状況の収集・把握及び関係防災機関への連絡通報 

(2) 所管する交通施設及び設備の整備についての指導 

(3) 特に必要がある場合の輸送命令 

(4) 事故時における交通機関利用者等への情報提供 

 
６ 近畿地方整備局 

(1) 平成17年6月14日締結の「災害時応援に関する申し合わせ」に基づく応援 

 
７ その他関係防災機関（指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等） 

(1) 所管の応急対策の実施 

(2) 府及び市町村等との協力・連携 
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第４ 章 事故原因者等の責務 

大規模海難事故発生の原因となった客船、運搬船、タンカー等船舶の所有者、占有者等の責任者（以下「事故原因

者等」という。）の主要な責務は、次のとおりとする。 

１  第八管区海上保安本部、消防、警察等に対する事故状況の迅速かつ的確な通報及び事故発生地市町村との連

絡・協議 

２ 現地（最寄りの陸上）における事故対策本部の設置 

３ 関係防災機関の設置する合同対策本部への責任者の派遣 

４ 遭難船舶の捜索、乗組員等の捜索・救助活動 

５ 現地における医療その他の応急措置 

６ 死傷病者の身元確認及び家族への通知 

７ 見舞人、遺族の受け入れ及び整理並びに問合せへの応対 

８ 関係防災機関に対する土地建物等の施設その他必要な資機材の貸与又は提供等 

９ 被害者の損害に対する補償対応 

第５章 広域的な活動体制 

国、府、市町村等は、平常時から関係防災機関との連絡を密にし、大規模海難事故発生時に総合的かつ計画的な防

災活動が円滑に行われるよう広域的な活動体制の確立に万全を期するものとする。 

なお、国、府、市町村等は、昭和６０年１０月１日に定められた「舞鶴救助調整本部等活動方針」に基づき、海上

における捜索活動を迅速かつ的確に実施するため、相互に密接に協力するものとする。 

また、府は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」及び「全国都道府県における災害時の広域応援に関す

る協定」による相互応援体制の一層の連携強化に努め、協定に基づく施策の推進を図るものとする。 

30



海難事故対策計画編 ２ 予 防 計 画 

第２編 予 防 計 画 

第１ 章 情報連絡体制の整備 

第１ 情報収集・連絡体制の整備 

府、市町村、第八管区海上保安本部等の関係防災機関は、大規模海難事故が発生した場合に、人命救助や被害の

拡大等を防止し、沿岸施設及び付近船舶の安全確保を図るため、円滑な応急対策が行えるよう緊急時の情報収集、

連絡体制を整備しておくものとする。（情報連絡系統図のとおり） 

第２ 情報通信手段の整備 

府、市町村、第八管区海上保安本部等の関係防災機関は、一般編第２編第２章「情報連絡通信網の整備計画」に

基づき、大規模海難事故時の情報通信手段の確保に努めるものとする。 

第３ 情報の分析・整理 

１  府、市町村、第八管区海上保安本部等の関係防災機関は、平常時より、自然現象、社会情報等防災関連情報の

収集、蓄積に努めるものとする。 

２  第八管区海上保安本部は、収集した情報を的確に分析、整理するための体制の整備を推進するものとし、必要

に応じ専門家の意見を活用するなど、収集した情報を的確に分析整理するものとする。 

第４ 気象情報等の伝達 

京都地方気象台は、一般編第２編第１章「気象等観測・予報計画」に基づき、気象情報等を適時かつ的確に発表

するものとする。 

第２ 章 防災活動体制の整備 

第１ 職員の体制 

関係防災機関は、それぞれの機関の実情に応じ、職員の非常参集体制の整備を図る。 

また、必要に応じ、応急活動のためのマニュアル等を作成し、職員に周知するとともに、訓練等を行う。 

第２ 関係防災機関相互の連携体制 

関係防災機関相互の連携体制については、一般編第２編第３１章「広域応援体制の整備」及び「舞鶴救助調整本

部等活動方針」によるものとし、関係防災機関は平常時より相互の連携強化に努める。 

第３ 捜索、救助・救急、医療及び消火活動体制の整備 

１ 捜索、救助・救急活動 

第八管区海上保安本部は、捜索、救助・救急活動を実施するための船艇、航空機及び潜水機材等の捜索、救急救

助用機材の整備に努める。 

また、市町村は、救助工作車、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用機材の整備に努める。 

２ 医療活動 

府、市町村及び日本赤十字社京都府支部は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品、医療資

機材等の備蓄に努める。 
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３ 消火活動 

第八管区海上保安本部及び消防機関等は、平常時より、機関相互間の連携強化を図る。 

第４ 危険物の流出防除体制の整備 

府、市町村及び第八管区海上保安本部等関係防災機関は、危険物等の流出時に的確な防除活動を行うことができ

るよう資機材の整備に努める。 

第５ 緊急輸送活動体制の整備 

１ 警察及び道路管理者は、信号機、情報板等の道路交通関連施設の点検及び整備に努める。 

２ 災害時の交通規制を円滑に行うため、警察等は、平常時より、機関相互間の連携強化を図る。 

３ 警察及び道路管理者は、実施した交通規制の周知を図る。 

第３ 章 関係防災機関の措置 

第１節 第八管区海上保安本部の措置 

第八管区海上保安本部は、大規模海難事故の発生に備え、次の措置を講ずるものとする。 

第１ 資料の収集・分析 

海難救助活動を適切かつ効果的に実施するため、次に掲げる関係資料の収集・分析を図るものとする。 

１ 海難発生状況及び海難の教訓等に関する資料 

２ 海難発生の予想に関する資料（気象等） 

３ 海潮流の資料 

４ 港湾状況 

第２ 警報等の伝達 

航行警報等は、次の方法により船舶及び関係者に伝達するものとする。 

１ 気象、津波、高潮及び波浪に関する警報の通知をうけた場合は、直ちに無線放送、又は巡視船艇による巡回

等により周知する。 

２ 航路障害物の発生、航路標識の異常等の船舶航行の安全に重大な影響を及ぼす事態の発生を知ったとき、又

は、船舶交通の制限若しくは、禁止に関する措置を講じたときは、速やかに航行警報を放送するとともに必要に応

じて水路通報により周知する。 

第３ 船艇等の整備・点検 

海難救助活動を適切かつ効果的に実施するため、次により整備、点検を図るものとする。 

１ 船艇等の整備 

予想される災害応急対策を考慮し、船艇、航空機及び各種機材の整備を図る。 

また、各種機材に関しては、関係防災機関との連携を考慮に入れ、関係防災機関の資機材保有状況を把握すると

ともに、必要に応じ情報交換を行う。 

２ 船艇等の点検 

毎年定期的に保安部署、巡視船艇の点検を実施し、巡視船艇及び各種施設機材の性能改善及び強化を図る。また、各

保安部署、船艇において次の設備資材等につき常時点検を実施する。 

ア ゴム浮舟、膨脹式救命筏等の救命機材

イ ガソリンポンプ、各種化学消化剤等の消火機材

ウ ファクシミリ等の気象機材
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エ 音響測深儀、検流器等の観測測量機材

オ オイルフェンス、油処理剤等の流出油処理機材

カ 専用有線、無線施設、携帯用無線機材等の施設機材

第４ 二次災害の防止 

航行制限、航泊禁止等二次災害の防止に関して必要な措置を講じるとともに、船舶に対し周知活動を行う体制の

整備を図る。 

第５ 防災訓練の充実 

大規模海難事故を想定して、防災体制の強化を図るため、関係防災機関が一体となり、実践的な訓練を実施する

ものとする。 

また、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。 

第６ 海難防止に係る指導・啓蒙活動 

関係者及び府民に対しては、海難防止、海上災害防止に係る講習会を開催し、また、訪船指導等を行うことによ

り災害への対応に関する指導を行い、海上災害防止思想の普及を図る。 

第７ 海上交通環境の整備 

航路標識の整備を行う。 

第８ 海上災害に関する研究の推進 

関係防災機関と協力し、海上災害及び防災に関する研究及び再発防止のための総合的な研究を推進し、再発防止

対策のための措置に反映させる。 

第２ 節 近畿運輸局の措置 

近畿運輸局は、船舶など海上交通の安全に資するため、次の措置を講ずるものとする。 

第１ 船舶の安全運航の確保 

船舶の安全な運航を確保するため、次の業務を実施するものとする。 

１ 海技士国家試験の実施、免許取得者への講習の実施等による船舶職員の知識・能力の維持及び最新化 

２  発航前検査の励行、操練の適切な実施、航海当直体制の確保、船内の巡視制度の確立等に関する運航労務監理

官による監査及び指導の強化 

３  人的要因に係る海難事故防止の観点から、条約等の国際基準に適合していない船舶（サブスタンダード船）の排除

のため実施される、寄港国による外国船舶の監督（ポートステートコントロール：ＰＳＣ）の強化 

第２ 船舶の安全性の確保 

船舶の安全性を確保するため、次の業務を実施するものとする。 

１ 船舶の構造、設備に関する技術改善 

２ 船舶検査体制の充実 

３ 危険物運搬船の船舶検査の厳格な実施及び立ち入り検査の実施 

第３ 海上災害に関する研究の推進 

関係防災機関と協力し、海上災害及び防災に関する研究及び再発防止のための総合的な研究を推進し、再発防止

対策のための措置に反映させる。 
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第３ 節 港湾管理者の措置 

港湾の海難防止対策については、次の措置を講ずるものとする。 

１ 海上交通安全性の向上 

防波堤、航路等の整備により、海上交通の安全性の向上に努める。 

２ 各種資料の整備・保存 

円滑な災害復旧を図るため、重要な所管施設の構造図等の資料を整備するとともに、資料の被災を回避するた

め、複製を別途保存するよう努める。 

第４節 漁船の海難防止措置 

海難防止のため台風、冬季風浪、高潮に対して、次の措置を講ずるものとする。 

１ 小型船は、陸上へ引き上げ固定する。 

２ 中大型船は、安全港へ避難する。 

３ 絶えず気象海象通報を聞いて気象情報を熟知する。 

４ 無線機搭載の指導、助成を行う。 

５ 大型化集団操業への指導、助成を行う。 

６ 海難防止の講習研修を機会あるごとに開催する。 

７ 遭難救助には、府所属船を緊急に運航させる。 

34



海難事故対策計画編 ２ 予 防 計 画 

情報連絡系統図

110番 

118番 

119番 

事故原因者 

事故発見者 

消防本部・署 沿岸市町 地元関係機関 

（医師会等） 

関係防災機関 

（日赤府支部等） 

他消防本部 

他市町村 

消防庁 

隣接府県 

自衛隊 

府広域振興局 

（地域連携・振興部） 

（ 建 設 部 ） 

府 

（災害対策課） 

（ 水 産 課 ） 

（ 港 湾 局 ） 

（ 河 川 課 ） 

第八管区 

海上保安本部 

舞鶴海上保安部 

宮津海上保安署 

海上保安庁 

近 畿 運 輸 局 

京都運輸支局 

（舞鶴庁舎） 

海事関係機関 

府警察本部・署 警察庁 
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第３編 応 急 対 策 計 画 

第１章 応急対策の活動体制 

第１節 府の活動体制 

第１ 責務 

府は、湾内及び沿岸海域において、大規模海難事故が発生したときは、状況に応じ、法令並びに一般編及び本計

画に基づき、機動的な活動体制をとり、関係防災機関の協力を得て、その所掌事務に係る被害予防及び応急対策を

速やかに実施するとともに、市町村等が処理する被害予防及び応急対策の実施を支援し、かつ総合調整を行う。 

第２ 活動体制 

一般編第３編第１章第２節第６「事故（警戒）対策本部の設置」によるほか、次のとおりとする。 

１ 海難事故警戒体制及び事故対策本部の設置 

大規模海難事故が発生したときは、直ちに防災監が関係部局等に対して、被害情報の収集・集約、救急医療・

救助等初期活動の指示・調整を行うなど、厳重な警戒体制をとるとともに、相当な被害が予想される場合は、危

機管理監（危機管理部長）、府民環境部長、健康福祉部長、農林水産部長、建設交通部長及び防災監による協議

の結果を踏まえ、知事は事故対策本部を設置する。（本部長：知事） 

２ 海難事故警戒体制の要員、事故対策本部の組織及び要員 

海難事故警戒体制及び事故対策本部の要員は下表のとおりとし、事故対策本部の組織は、一般編第３編第１章第

２節第６に定める組織を基準とする。 
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事故警戒体制及び事故対策本部の配備 
 
 

（数字は動員数） 
 

部  名 事故警戒体制 事故対策本部 

知事直轄組織 広報課１ 秘書課１、広報課１、職員総務課１、会計課１ 

危機管理部 危機管理総務課・災害対策
課・原子力防災課・消防保
安課６ 

危機管理総務課・災害対策課・原子力防災課・

消防保安課１０ 

総 務 部 
 

総務調整課１ 

政策企画部 
 

企画総務課１ 

府民環境部 
 

府民環境総務課１、公営企画課１ 

文化スポーツ部 
 

文化スポーツ総務課１ 

健康福祉部 健康福祉総務課１、医療課１ 健康福祉総務課１、医療課１ 

商工労働観光部 
 

産業労働総務課１ 

農林水産部 水産課１ 農政課１、水産課１ 

建設交通部 港湾局１、河川課１ 
道路管理課１ 

監理課１、港湾局１、河川課２、道路管理課１ 

教 育 庁 
 

総務企画課１ 

警 察 本 部 警備第一課２ 

交通規制課１ 
警備第一課２、交通規制課１ 

議会事務局 
 

総務課１ 

 

 

 

第２節 市町村の活動体制 

 
第１ 責務 

市町村は、当該市町村の湾内及び沿岸海域において大規模海難事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがある

場合において、第一次的に、被害予防・応急対策を実施する機関として、法令、一般編及び市町村地域防災計画の

定めるところにより、市町村海難事故対策本部等を設置し、他の市町村、府等関係防災機関並びに区域内の公共的

団体及び住民等の協力を得て、その有する全機能をあげて、被害予防及び応急対策の実   施に努める。 

 
第２ 活動体制 

１  市町村は、活動体制及び細部にわたる運営上の手続き等具体的な事項について、海難事故の特性を考慮して、

所要の規程を整備する。 

２  大規模海難事故が発生した場合に、市町村海難事故対策本部等の組織体制を確立するため、本部職員、消防職

団員等の動員について、伝達系統及び伝達方法をあらかじめ具体的に定めておく。 
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第３節 第八管区海上保安本部の活動体制 

第１ 責務 

第八管区海上保安本部は、大規模海難事故が発生した場合において、舞鶴救助調整本部として海難救助活動に係

る関係防災機関との連絡調整を行うとともに、速やかに被害の拡大防止のため、府、市町村等関係防災機関と連携

して、応急対策を実施する。 

第２ 活動体制 

１ 第八管区海上保安本部に設置された舞鶴救助調整本部において、海難救助活動に係る関係防災機関との連絡

調整を行う。 

２ 航空機及び巡視船艇を事故発生現場に派遣し、遭難船舶の捜索、海上における遭難者の救助・搬送、行方不

明者の捜索及び消防活動を実施するとともに、被害状況の把握等迅速な情報収集を行い、その情報を関係防災機関

へ連絡する。 

３ 大規模海難事故の発生による海上交通の混乱を防止し、負傷者の搬送、救助資機材・緊急物資の輸送等の救

援・救護活動を円滑に実施するため、必要に応じて船舶交通の規制を行う。 

第３ 救助活動 

救助にあたっては、海難の種類、規模に応じて合理的な計画をたて、次の救助活動を行うものとする。 

１ 海難船等の救助 

船舶の海難、人身事故等が発生したときは、その捜索救助を行う。 

２ 消防活動 

船舶の火災、又は海上火災が発生したときは、その消火を行う。 

３ 救助、防除に必要な資材、機材の緊急調達 

関係防災機関と協力して必要資材、機材の緊急調達を行う。 

４ 物品の無償貸付及び譲与 

要請があった場合又は必要と認める場合は「海上災害救助用物品の無償貸付および譲与に関する省令」に基づ

き、海上災害救助用物品を被災者に対し、無償貸付又は譲与する。 

第４節 関係防災機関の活動体制 

第１ 責務 

日本赤十字社（京都府支部）等関係防災機関は、大規模海難事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがある場

合において、各機関相互の緊密な連携の確保に努め、所管の応急対策を実施するとともに、第八管区海上保安本部、

府、市町村等が実施する応急対策に協力する。 

第２ 活動体制 

関係防災機関は、その責務を遂行するための必要な体制を整備するとともに、応急対策に従事する職員の活動要

領等を整備する。 

第２章 通信情報連絡活動（情報の収集・伝達） 

第１ 被害情報等の収集・伝達 

被害情報等の収集・伝達系統は、第２編第１章第１の「情報連絡系統図」のとおりとする。 
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１ 事故原因者等 

事故原因者及び事故発見者は、大規模海難事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがあるときは、電話、電信、

その他最も早く到達する手段により、直ちに最寄りの海上保安機関等関係防災機関にその旨を通報する。 

２ 第八管区海上保安本部 

(1) 第八管区海上保安本部は、大規模海難事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがあるときは、速やかに

府、市町村、消防及び警察に連絡する。 

(2) また、被害の状況、活動体制、応急対策の活動状況を適宜、府、市町村、消防及び警察に連絡する。

(3) 必要に応じ、巡視船艇、航空機等により目視、撮影等による情報収集を行う。

３ 府 

(1) 府は、第八管区海上保安本部から受けた情報を関係防災機関等へ連絡する。

(2) 府は、本計画及び府防災規程の定めるところにより、市町村及び関係防災機関と緊密に連絡して、人的被害

の状況等の情報を収集し、被害規模の把握に努め、これらの情報を消防庁に報告するとともに、必要に応じ関

係省庁へ報告する。 

(3) 府は、必要に応じ、ヘリコプターテレビ伝送システムの活用、事故現場で撮影された被害状況の写真な

どにより、早期の情報収集に努める。 

(4) なお、必要に応じ近畿地方整備局等に所属するヘリコプターの出動を要請し、早期の情報収集に努める。

４ 市町村 

市町村は、当該市町村の湾内及び沿岸海域において大規模海難事故が発生し、被害が発生又はそのおそれ

があるときは、本計画の定めるところにより、速やかにその状況をとりまとめて、知事（府事故対策本部長）に報告す

るものとする。 

なお、タンカー火災の他社会的影響度が高い火災が発生した場合及び船舶の衝突、転覆等による救急・救助事故

で死者及び負傷者の合計が15人以上発生した場合（発生のおそれがあるものを含む。）は、火災・災害等即報要領

（昭和59年10月15日消防災第267号）により、第一報を消防庁に対しても、原則として、覚知後30分以内で可能な

限り早く、報告するものとする。 

５ 警 察 

警察は、ヘリコプター等からの目視、撮影等により被害規模の把握を行い、警察庁に連絡するとともに、

府等関係防災機関へ連絡する。 

第２ 通信手段の確保 

１ 事故発生時の通信連絡 

府、市町村、第八管区海上保安本部及び関係防災機関が行う、予報、警報及び情報伝達若しくは被害状況の収

集・報告、その他の事故応急対策に必要な指示、命令等は、防災行政無線、加入電話、無線通信等により速やか

に行う。 

２  非常通信の利用 

人命救助、事故の救援等のため、若しくは防災行政無線、有線回線等が使用不能又は著しく使用が困難である

場合は、電波法第52条の規定による非常通信の利用を図る。 

第３章 広報・広聴 

広報・広聴活動は一般編第３編第４章「災害広報広聴計画」によるほか、次のとおりとする。 

第１ 広報担当部課及び担当者の設置 

各関係防災機関ごとに、広報を担当する部・課及び担当責任者を定め、情報の収集と公表の一元化を図る。 
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第２ 府の広報活動 

府民への広報は、概ね次のような項目について行うものとする。 

１ 事故の発生日時及び場所 

２ 被害の状況 

３ 被害者の安否情報 

４ 応急対策実施状況 

５ 府民及び被災者に対する協力及び注意事項 

６ その他必要と認められる事項 

 
第３ 府民への広報要領 

特に、府民に協力を要請すべき事項については、その実効性を期するため、事故の規模、今後の動向等を検討

し、次に掲げる方法により、効果的かつ迅速な広報を行う。 

また、外国人旅行客向けに第２に掲げる事項を多言語（英語以外を含む。）でリアルタイムに伝達する。 

１ 新聞、ラジオ、テレビ等報道機関に対し、特に報道方要請すること。 

２ 市町村防災行政無線、ＣＡＴＶ、市町村有線放送による広報を要請すること。 

３ 広報番組（テレビ・ラジオ）、広報紙、チラシ、ポスターを利用すること。 

４ インターネットを利用すること。 

 
第４ 広聴活動の実施 

１ 事故原因者等は、現地に臨時被害相談所等を関係防災機関等の協力を得て設置し、被害者が抱える生活上の

多くの不安を解消するため、被災者からの相談、要望、苦情等多様な生活等の問題について適切に相談に応じ、速

やかに関係防災機関に連絡して早期解決に努める。 

 
２ 関係防災機関は、大規模海難事故に関する、住民、府民、近隣府県民等からの各種の問合せに対して、相談

窓口を設置するなどにより、それぞれ担当者を明らかにして対応する。 
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第４ 章 捜索、 救助、 救急医療及び消火活動 

捜索、救助及び救急活動は、一般編第３編第１６章によるほか次に定めるところにより、医療救護活動について

は、一般編第３編第１４章の定めるところによる。 

また、消火活動については一般編第３編第６章によるほか次に定めるところによる。 

第１ 捜索、救助活動 

第八管区海上保安本部、消防機関、警察及び事故原因者等関係事業者は、大規模海難事故に対応した救助資機材

等を有効に活用して、迅速かつ的確に捜索、救助活動を行う。 

１ 情報の収集及び共有 

第八管区海上保安本部、消防機関、警察並びに府及び関係防災機関は、１１８番通報、１１９番通報及び１１０

番通報、各事業者からの通報等により、被害状況を早期に把握し、捜索、救助体制を整え、収集した被害情報を相

互に連絡する。 

２ 舞鶴救助調整本部の活動 

第八管区海上保安本部に設置する舞鶴救助調整本部においては、海上における捜索救助活動を効果的に実施する

ための活動方針を作成し、関係防災機関が相互に協力して捜索救助活動を実施する必要がある場合の連絡調整を行

う。 

３ 関係事業者の救助活動 

事故原因者等関係事業者は、事故発生直後における負傷者の救助・救急活動を行うとともに、救助・救急活動を

実施する関係防災機関に協力を求める。 

４ 物品の無料貸付及び譲与 

第八管区海上保安本部は、要請があった場合又は必要と認める場合は、「海上災害救助用物品の無償貸付及び譲

与に関する省令」に基づき、海上災害救助用物品を被災者に対し無償貸付又は譲与する。 

(1) 無償貸付

ア 被服

イ 寝具

ウ 修理器具

エ 曳航器具

オ その他海上災害救助のために特に必要な生活必需品（譲与に掲げる物品を除く。）又は機械器具

(2) 譲 与

ア 食料

イ 飲料水

ウ ちゅう暖房用及び灯火用燃料

エ 医薬品

オ 衛生材料

カ その他の救じゅつ品（消耗品に限る。）

第２ 救急活動 

消防機関は、負傷者に迅速、的確な応急処置を施し、必要に応じてヘリコプターを活用するなど医療機関

への効率的な搬送に努める。 

１ 救急要請への対応 

負傷者の搬送は、原則として消防機関が行い、必要に応じて京都府消防広域応援基本計画によって支援を要請す

る。 

２ 医療機関等の連携 

市町村等は、迅速な医療救護活動を行うため、事故現場に救護所に設置し、負傷者の応急手当て等を行う。また、消

防機関は、救急医療情報システムを活用して、後送医療機関の重傷者等の受入れ状況を確認し、 

迅速、的確に負傷者の搬送を行う。 
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第３ 災害派遣医療チームの派遣 

１ 府は、事故現場における救出困難者の発生又は多くの傷病者の同時発生により、速やかな医療措置が求めら

れるとして、市町村から派遣要請があった場合、又は必要と認めたときは、予め定めた医療機関に対して、被災市町村

へ災害派遣医療チームを派遣するよう指示する。 

２ 災害派遣医療チームは、事故現場における医療措置、現場付近等に所在する医療機関の支援、患者搬送等を

行うものとする。また、こうした活動に必要となる資機材を携行する。 

第４ 消火活動 

第八管区海上保安本部又は消防機関は、船舶の火災を知った場合は、相互にその旨を通報し、速やかに火災の状

況を把握するとともに、連携して消火活動を行うものとする。 

第５ 章 交通及び輸送対策 

大規模海難事故における緊急輸送のための交通の確保及び緊急輸送対策については、一般編第３編第２０章及び第

２１章によるほか、次のとおりとする。 

第１ 交通規制対策 

１ 海上交通規制 

第八管区海上保安本部は、大規模海難事故により水路の損壊、沈没等のため、船舶の航行に危険が生じ、又は生

じる恐れがあるときは、必要に応じて船舶交通を制限し、又は禁止を行う。 

２ 道路交通規制 

交通の確保及び緊急輸送のために、警察及び道路管理者は、相互に密接な連絡をとり交通規制を行い、直ちに、

府海難事故対策本部等に連絡する。 

(1) 公安委員会は、災害対策基本法第76条に基づき、応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急

の必要があると認めるときは、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限を実施する。

第２ 緊急輸送対策 

緊急通行車両の確認は、警察本部交通規制課長、高速道路交通警察隊長及び警察署長において行う。なお、

その手続きについては、一般編第３編第２０章「輸送計画」の定めるところによる。 

第６章 自衛隊派遣要請 

大規模海難事故が発生した場合の自衛隊の派遣要請については、一般編第３編第３０章「自衛隊災害派遣計画」による

ほか、次のとおりとする。 

第１ 海上保安庁長官又は第八管区海上保安本部長（以下「海上保安庁長官等」という。）の派遣要請 

１  海上保安庁長官等は、自衛隊の派遣要請の必要性を海難事故の規模や収集した被害情報から判断し、必要があ

れば直ちに要請するものとする。 

２  海上保安庁長官等は、事態の推移に応じ、要請しないと決定した場合は、直ちにその旨を自衛隊に連絡するも

のとする。 

第２ 知事の派遣要請 

一般編第３編第３０章「自衛隊災害派遣計画」の定めるところによる。 
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第４ 編 災害復旧計画 

大規模海難事故の災害復旧計画は、一般編第４編に定めるところによるほか、次のとおりとする。 

第１ 復旧事業計画の作成 

関係防災機関は、被災した施設等の被害の状況、発生原因を考慮し、復旧事業計画を作成し、迅速かつ適切に被

害を復旧するとともに、国又は府が費用の一部又は全部を負担又は補助するものについては、査定実施が速やかに

行えるよう努める。 

 
第２ 復旧完了予定時期の明示 

関係防災機関は、可能な限り復旧予定時期の明示に努める。 
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航 空 事 故 対 策 計 画 編

第 １ 編 総 則 

第１ 章 計画の目的 

この計画は、航空運送事業者の運航する航空機の墜落等の大規模な航空事故の発生により、多数の死傷者等が発生し、

又は発生するおそれがある場合（以下「突発的航空事故」という。）に、捜索活動、救助・救急活動、医療活動、消火

活動等を行うため、国、府、市町村等関係防災機関がとるべき対策について必要な事項を定めるものとする。 

なお、この計画に特別の定めのない事項については、京都府地域防災計画一般計画編（以下「一般編」という。）に基づき

運用するものとする。 

第２章 市町村地域防災計画の作成又は修正 

市町村地域防災計画の作成又は修正に当たっては、この計画を参考として作成又は修正するものとし、特にこの計

画において計画事項を示すものについては、各市町村でその細部を計画するものとする。 

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

突発的航空事故に関し、防災機関が処理すべき事務又は業務の大綱は、一般編第１編第８章に定めるところによる

ほか、次のとおりとする。 

１ 京 都 府 

(1) 的確な情報収集及び関係防災機関への通報

(2) 被害の状況に応じた事故警戒体制又は事故対策本部・支部の設置

(3) 関係防災機関への協力要請

(4) 関係防災機関との連絡調整

(5) 京都府救護班の出動

(6) 日本赤十字社京都府支部及び一般社団法人京都府医師会、国立、公立、私立医療機関等に対する活動の要請

２ 京都府警察 

(1) 関係防災機関との連携の強化

(2) 災害情報の収集及び被害実態の把握

(3) 遭難航空機の捜索

(4) 被災者の救出救助

(5) 避難誘導、立入禁止区域の設定及び交通規制

(6) 事故現場及びその周辺における警戒警備

(7) 遺体の検視、死体調査、身元確認等

(8) その他事故災害に必要な警察活動
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３ 市 町 村 

(1) 事故状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報

(2) 関係防災機関との調整

(3) 負傷者の救出、救護（搬送・収容）

(4) 負傷者の身元確認

(5) 事故拡大防止のための消火その他消防活動

(6) 警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の指示

(7) 京都府又は他の市町村等に対する応援要請

４ 近畿地方整備局 

(1) 平成17年6月14日締結の「災害時応援に関する申し合わせ」に基づく応援

５ 大阪航空局（大阪空港事務所） 

(1) 航空通信、無線施設の保安

(2) 遭難航空機の捜索及び救助

５－２ 新関西国際空港株式会社・関西エアポート株式会社 

(1) 事故状況の収集・把握及び関係防災機関への連絡通報

(2) 空港及び航空機の保安

６ 第八管区海上保安本部 

(1) 海上における遭難航空機の捜索及び乗組員の捜索・救助

(2) 船舶交通の安全確保

７ その他関係防災機関（指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等） 

(1) 所管の応急対策の実施

(2) 府及び市町村等との協力・連携

第 ４ 章 事 故 原 因 者 の 責 務 

突発的航空事故の原因となった航空機を運航する航空運送事業者の主要な責務は、次のとおりとする。 

１  大阪航空局、新関西国際空港株式会社・関西エアポート株式会社、消防、警察等関係防災機関に対する事故状

況の迅速かつ的確な通報及び事故発生地市町村との連絡・協議 

２ 現地における事故対策本部の設置（海上での墜落の場合は、最寄りの陸上） 

３ 関係防災機関の設置する合同対策本部への責任者の派遣 

４ 遭難航空機の捜索、乗客等の捜索・救助活動 

５ 被害拡大防止のための現地における医療その他の応急措置 

６ 死傷病者の身元確認及び家族への通知 

７ 見舞人、遺族の受け入れ及び整理並びに問合せへの応対 

８ 関係防災機関に対する土地建物等の施設その他必要な資機材の貸与又は提供等 

９ 被害者の損害に対する補償対応 
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第５章 広域的な活動体制 

国、府、市町村等は、平常時から関係防災機関との連絡を密にし、突発的航空事故発生時に総合的かつ計画的な防

災活動が円滑に行われるよう広域的な活動体制の確立に万全を期するものとする。 

なお、府は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」及び「全国都道府県における災害時の広域応援に関す

る協定」による相互応援体制の一層の連携強化に努め、協定に基づく施策の推進を図るものとする。 

46



航空事故対策計画編 ２ 予 防 計 画 
 

 

 

 

第２編 予 防 計 画 

 
第１ 章 情報連絡体制の整備 

 
第１ 情報収集・連絡体制の整備 

府、市町村、大阪航空局等の関係防災機関は、突発的航空事故が発生した場合に、人命救助や被害の拡大等を防

止し、地域住民、施設及び交通の安全確保を図るため、円滑な応急対策が行えるよう緊急時の情報収集、連絡体制

を整備しておくものとする。（情報連絡系統図のとおり） 

 
第２ 情報通信手段の整備 

府、市町村、大阪航空局等の関係防災機関は、一般編第２編第２章「情報連絡通信網の整備計画」に基づき、突

発的航空事故発生時の情報通信手段の確保に努めるものとする。 

 
第３ 情報の分析・整理 

大阪航空局及び新関西国際空港株式会社・関西エアポート株式会社は、収集した情報を的確に分析、整理するた

めの体制の整備を推進するものとし、必要に応じ専門家の意見を活用するなど、収集した情報を的確に分析整理す

るものとする。 

 
第４ 気象情報等の伝達 

京都地方気象台は、一般編第２編第１章「気象等観測・予報計画」に基づき、気象情報等を適時かつ的確に発表

するものとする。 

 

 
第２ 章 防災活動体制の整備 

 
第１ 職員の体制 

関係防災機関は、それぞれの機関の実情に応じ、職員の非常参集体制の整備を図る。 

また、必要に応じ、応急活動のためのマニュアル等を作成し、職員に周知するとともに、訓練等を行う。 

 
第２ 関係防災機関相互の連携体制 

関係防災機関相互の連携体制については、一般編第２編第３１章「広域応援体制の整備」によるものとし、関係

防災機関は平常時より相互の連携強化に努める。 

 
第３ 捜索、救助・救急、医療及び消火活動体制の整備 

１ 捜索、救助・救急活動 

市町村は、救助工作車、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用機材の整備に努める。 

また、第八管区海上保安本部は、海上における捜索、救助・救急活動を実施するための船艇、航空機及び 

潜水機材等の捜索、救急救助用資機材の整備に努める。 

２ 医療活動 

府、市町村及び日本赤十字社京都府支部は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品、医療資

機材等の備蓄に努める。 

３ 消火活動 

消防機関等は、消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機材の整備促進に努める。 
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第４ 緊急輸送活動体制の整備 

１ 警察及び道路管理者は、信号機、情報板等の道路交通関連施設の点検及び整備に努める。 

２ 災害時の交通規制を円滑に行うため、警察等は、平常時より、機関相互間の連携強化を図る。 

３ 警察及び道路管理者は、実施した交通規制の周知を図る。 

第５ 避難地及び避難路の整備 

１  市町村及び大規模収容施設管理者等は、突発的航空事故発生現場周辺の住民を安全な場所に避難させるめ、避難地

及び避難経路の選定と確保を行い、あらかじめ避難計画を作成する。 

２ 避難計画の作成に当たっては、高齢者、障害者、乳幼児等に配慮した計画となるようにする。 

第３章 大阪航空局（大阪空港事務所）及び新関西国際空港株式会社・関西エアポート株式会社の措置 

大阪航空局及び新関西国際空港株式会社・関西エアポート株式会社は、突発的航空事故の発生に備え、次の措置を

講ずるものとする。 

第１ 航空交通の安全のための情報提供 

航空路誌、ノータム等により航空交通の安全確保に関する情報を適時・適切に提供する。 

第２ 航空運送事業者等への安全指導 

航空機の安全な運航を確保するため、航空運送事業者等に対し、次の業務を実施するものとする。 

１ 航空関係諸規則の遵守の徹底 

２ 航空運送事業者等の実施する教育訓練に対する指導 

３ 定期的な安全指導における運航管理体制、安全意識等の重点的点検の実施 

第３ 航空機の安全性の確保 

航空機の安全性を確保するため、次の業務を実施する。 

１ 航空機技術の急速な進展の、航空機及び装備品等の安全性に関する技術基準への反映 

２ 外国政府の証明等の活用を通じた航空機検査制度の充実 

第４ 防災訓練の充実 

突発的航空事故を想定して、防災体制の強化を図るため、関係防災機関等が一体となり、実践的な訓練を実施す

る。 

また、訓練後は評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。 

第５ 航空交通環境の整備 

社会資本整備重点計画等に基づき、空港、次世代システムを含む航空保安施設等の整備を行うとともに、空港周

辺対策の実施を図る。 

第６ 再発防止対策の推進 

運輸安全委員会の勧告及び意見等の勧告及び建議等を踏まえて、同種事故の再発防止のために、必要な安全対

策の実施を図る。 

第７ その他 

１ 既設航路の変更及び航路の新設をした場合には、京都府防災会議会長への連絡に努める。 

２ 民間航空機が京都市上空を有視界飛行する場合は文化財施設、人家密集地を極力さけるように努める。 
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情 報 連 絡 系 統 図 

119番 

118番 

110番 

事故原因者 

事故発見者 

消防本部・署 市 町 村 地元関係機関 

（医師会等） 

他消防本部 

他市町村 

消 防 庁 

自 衛 隊 

隣接府県 

関係防災機関 

（日赤府支部等） 

府広域振興局 

（地域連携・振興部） 

（ 建 設 部 ） 

府 

（災害対策課） 

（交通政策課） 

新関西国際空港（株） 

関西エアポート（株） 

大阪航空局 

（大阪空港事務所） 

国土交通省 

航空運送事業者 

関係防災機関 

府警察本部・署 

警 察 庁 

第八管区海上保安本部 海上保安庁 
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第３編 応 急 対 策 計 画 

第１章 応急対策の活動体制 

第１節 府の活動体制 

第１ 責務 

府は、突発的航空事故が発生したときは、状況に応じ、法令並びに一般編及び本計画に基づき、機動的な活動体

制をとり、関係防災機関の協力を得て、その所掌事務に係る被害予防及び応急対策を速やかに実施するとともに、

市町村等が処理する被害予防及び応急対策の実施を支援し、かつ総合調整を行う。 

第２ 活動体制 

一般編第３編第１章第２節第６「事故（警戒）対策本部の設置」によるほか、次のとおりとする。 

１ 航空事故警戒体制及び事故対策本部の設置 

突発的航空事故が発生したときは、直ちに防災監が関係部局等に対して、被害情報の収集・集約、救急医 

療・救助等初期活動の指示・調整を行うなど、厳重な警戒体制をとるとともに、相当な被害が予想される場  合

は、危機管理監（危機管理部長）、府民環境部長、建設交通部長、健康福祉部長及び防災監による協議の  結果

を踏まえ、知事は事故対策本部を設置する。（本部長：知事） 

２ 航空事故警戒体制の要員、事故対策本部の組織及び要員 

航空事故警戒体制及び事故対策本部の要員は下表のとおりとし、事故対策本部の組織は、一般編第３編第   １章

第２節第６に定める組織を基準とする。 

事故警戒体制及び事故対策本部の配備 
（数字は動員数） 

部 名 事故警戒体制 事 故 対 策 本 部 

知事直轄組織 広報課１ 秘書課１、広報課１、職員総務課１、会計課１ 

危機管理部 危機管理総務課・災害対策課・原
子力防災課・消防保安課６ 

危機管理総務課・災害対策課・原子力防
災課・消防保安課６ 

総 務 部 総務調整課１ 

政策企画部 企画総務課１ 

府民環境部 府民環境総務課１、公営企画課１ 

文化スポーツ部 文化スポーツ総務課１ 

健康福祉部 健康福祉総務課１、医療課１ 健康福祉総務課１、医療課１ 

商工労働観光部 産業労働総務課１ 

農林水産部 農政課１ 

建設交通部 交通政策課１、道路管理課１ 監理課１、交通政策課１、道路管理課１ 

教 育 庁 総務企画課１ 

警 察 本 部 捜査第一課１、警備第一課１、
交通規制課１ 

捜査第一課１、警備第一課１、
交通規制課１ 

議会事務局 総務課１ 
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第２ 節 市町村の活動体制 

 
第１ 責務 

市町村は、突発的航空事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがある場合において、第一次的に、被害予防・

応急対策を実施する機関として、法令、一般編及び市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村航空事故対

策本部等を設置し、他の市町村、府等関係防災機関並びに区域内の公共的団体及び住民等の協力を得て、その有す

る全機能をあげて、被害予防及び応急対策の実施に努める。 

 
第２ 活動体制 

１  市町村は、活動体制及び細部にわたる運営上の手続き等具体的な事項について、航空事故の特性を考慮して、

所要の規程を整備する。 

２  突発的航空事故が発生した場合に、市町村航空事故対策本部等の組織体制を確立するため、本部職員、消防団

員等の動員について、伝達系統及び伝達方法をあらかじめ具体的に定めておく。 

 

 
第３節 大阪航空局（大阪空港事務所）の活動体制 

 
第１ 責務 

大阪航空局は、突発的航空事故が発生した場合において、速やかに被害の拡大防止のため、府、市町村等関係防

災機関と連携して、応急対策を実施する。 

 
第２ 活動体制 

１  突発的航空事故が発生した場合は、速やかに航空運送事業者から被害状況の収集を行い、府、市町村消防、警察等

関係防災機関に連絡する体制をとる。 

２  航空機の故障、気象状況の悪化等により遭難事故発生が予想される場合、大阪航空局は、直ちに府、市町村消

防、警察及び第八管区海上保安本部並びに関係市町村に対し通報連絡するものとする。 

 

 
第４節 関係防災機関の活動体制 

 
第１ 責務 

日本赤十字社（京都府支部）等関係防災機関は、突発的航空事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがある場

合において、各機関相互の緊密な連携の確保に努め、所管の応急対策を実施するとともに、大阪航空局、府、市町

村等が実施する応急対策に協力する。 

 
第２ 活動体制 

関係防災機関は、その責務を遂行するために必要な体制を整備するとともに、応急対策に従事する職員の活動要

領等を整備する。 

 

 
第２章 通信情報連絡活動（情報の収集・伝達） 

 
第１ 被害情報等の収集・伝達 

被害情報等の収集・伝達系統は、第２編第１章第１の「情報連絡系統図」のとおりとする。 

51



航空事故対策計画編 ３ 応急対策計画 

１ 事故原因者等 

事故原因者及び事故発見者は、突発的航空事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがあるときは、電話、電信

その他最も早く到達する手段により、直ちに最寄りの消防、警察等関係防災機関にその旨を通報する。 

２ 航空運送事業者 

(1) 航空運送事業者は、自己の運航する航空機について緊急事態又は事故が発生したときは、速やかに国土交通

省（大阪航空局）等関係防災機関に連絡する。 

(2) また、被害の状況、活動体制、応急対策の活動状況を、適宜、国土交通省（大阪航空局）等関係防災機関に

連絡する。 

３ 大阪航空局 

(1) 大阪航空局は、突発的航空事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがあるときは、速やかに府、市町村、

消防、警察及び第八管区海上保安本部に連絡する。 

(2) また、被害の状況、活動体制、応急対策の活動状況を適宜、府、市町村、消防、警察及び第八管区海上保安

本部に連絡する。 

４ 府 

(1) 府は、大阪航空局等から受けた情報を関係防災機関等へ連絡する。

(2) 府は、本計画及び府防災規程の定めるところにより、市町村及び関係防災機関と緊密に連絡して、人的被害

の状況等の情報を収集し、被害規模の把握に努め、これらの情報を消防庁に報告するとともに、必要に応じ関

係省庁へ報告する。 

(3) 府は、必要に応じ、ヘリコプターテレビ伝送システムの活用、事故現場で撮影された被害状況の写真な

どにより、早期の情報収集に努める。 

(4) なお、必要に応じ近畿地方整備局等に所属するヘリコプターの出動を要請し、早期の情報収集に努める。

５ 市町村 

市町村は、突発的航空事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがあるときは、本計画の定めるところにより、

速やかにその状況をとりまとめて、知事（府事故対策本部長）に報告するものとする。 

なお、航空機火災が発生した場合及び航空機の衝突等による救急・救助事故で死者及び負傷者の合計が15人以上

発生した場合（発生のおそれがあるものを含む。）は、火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日消防災第267号）

により、第一報を消防庁に対しても、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、報告するものとする。 

６ 警 察 

警察は、ヘリコプター等からの目視、撮影等により被害規模の把握を行い、警察庁に連絡するとともに、

府等関係防災機関へ連絡する。 

７ 第八管区海上保安本部 

第八管区海上保安本部は、海上における突発的航空事故の発生の場合において、巡視艇、航空機等からの目視、

撮影等により情報収集を行い、関係防災機関へ連絡する。 

第２ 通信手段の確保 

１ 事故発生時の通信連絡 

府、市町村、大阪航空局及び関係防災機関が行う、予報、警報及び情報伝達若しくは被害状況の収集・報告、そ

の他の事故応急対策に必要な指示、命令等は、防災行政無線、加入電話、無線通信等により速やかに行う。 

２ 非常通信の利用 

人命救助、災害の救援等のため、若しくは防災行政無線、有線回線等が使用不能又は著しく使用が困難である場

合は、電波法第52条の規定による非常通信の利用を図る。 
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第３章 広報・広聴 

広報・広聴活動は一般編第３編第４章「災害広報広聴計画」によるほか、次のとおりとする。 

第１ 広報担当部課及び担当者の設置 

各関係防災機関ごとに、広報を担当する部・課及び担当責任者を定め、情報の収集と公表の一元化を図る。 

第２ 府の広報活動 

府民への広報は、概ね次のような項目について行うものとする。 

１ 事故の発生日時及び場所 

２ 被害の状況 

３ 被害者の安否情報 

４ 応急対策実施状況 

５ 府民及び被災者に対する協力及び注意事項 

６ その他必要と認められる事項 

第３ 府民への広報要領 

特に、府民に協力を要請すべき事項については、その実効性を期するため、事故の規模、今後の動向等を検討

し、次に掲げる方法により、効果的かつ迅速な広報を行う。 

また、外国人旅行客向けに第２に掲げる事項を多言語（英語以外を含む。）でリアルタイムに伝達する。 

１ 新聞、ラジオ、テレビ等報道機関に対し、特に報道方要請すること。 

２ 市町村防災行政無線、ＣＡＴＶ、市町村有線放送による広報を要請すること。 

３ 広報番組（テレビ・ラジオ）、広報紙、チラシ、ポスターを利用すること。 

４ インターネットを利用すること。

第４ 広聴活動の実施 

１ 航空運送事業者等は、現地に臨時被害相談所等を関係防災機関等の協力を得て設置し、被害者が抱える生活

上の多くの不安を解消するため、被災者からの相談、要望、苦情等多様な生活等の問題について適切に相談に応じ、

速やかに関係防災機関に連絡して早期解決に努める。 

２ 関係防災機関は、突発的航空事故に関する、被災地住民、府民、近隣府県民等からの各種の問合せに対して、

相談窓口を設置するなどにより、それぞれ担当者を明らかにして対応する。 
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第４章 捜索、救助、救急及び消火活動 

捜索、救助及び救急活動は、一般編第３編第１６章によるほか次に定めるところにより、医療救護活動について

は、一般編第３編第１４章の定めるところによる。 

また、消火活動については一般編第３編第６章によるほか次に定めるところによる。 

第１ 捜索、救助活動 

消防機関、警察及び第八管区海上保安本部は、突発的航空事故に対応した救助資機材等を有効に活用して、迅速かつ

的確に捜索、救助活動を行う。 

１ 情報の収集及び共有 

消防機関、警察、第八管区海上保安本部並びに府及び関係防災機関は、１１９番通報、１１０番通報及び１１８

番通報、航空運送事業者、大阪航空局からの通報等により、被害状況を早期に把握し、捜索、救助体制を整え、収

集した被害情報を相互に連絡する。 

２ 消防機関、警察及び第八管区海上保安本部の救助活動 

突発的航空事故の規模、態様に応じて、単独で、また保有している資機材で対応できないと予想される場合は、

府、市町村等に応援要請する。 

なお、第八管区海上保安本部は、海上における捜索、救助活動を行う。 

第２ 救急活動 

消防機関及び第八管区海上保安本部は、負傷者に迅速、的確な応急処置を施し、必要に応じてヘリコプタ

ーを活用するなど医療機関への効率的な搬送に努める。 

１ 救急要請への対応 

負傷者の搬送は、原則として消防機関が行い、必要に応じて京都府消防広域応援基本計画によって支援を要請す

る。 

２ 医療機関等の連携 

市町村等は、迅速な医療救護活動を行うため、事故現場に救護所に設置し、負傷者の応急手当て等を行う。また、消

防機関は、救急医療情報システムを活用して、後送医療機関の重傷者等の受入れ状況を確認し、迅速、的確

に負傷者の搬送を行う。 

第３ 災害派遣医療チームの派遣 

１ 府は、事故現場における救出困難者の発生又は多くの傷病者の同時発生により、速やかな医療措置が求めら

れるとして、市町村から派遣要請があった場合、又は必要と認めたときは、予め定めた医療機関に対して、被災市町村

へ災害派遣医療チームを派遣するよう指示する。 

２ 災害派遣医療チームは、事故現場における医療措置、現場付近等に所在する医療機関の支援、患者搬送等を

行うものとする。また、こうした活動に必要となる資機材を携行する。 

第４ 消火活動 

消防機関は、速やかに火災の状況を把握し、迅速に消火活動を行うものとする。 
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第 ５ 章 避 難 対 策 

突発的航空事故発生時の市町村等が行う避難指示等については、一般編第３編第８章によるほか、次のとおりとす

る。 

第１ 避難誘導の実施 

市町村等は、人命の安全を第一に避難場所及び避難経路や火災現場の所在、その他避難に対する情報提供を行

い、住民等の避難誘導を行うものとする。 

第２ 避難場所等の開設及び運営管理 

市町村等は、必要に応じ避難場所等を開設し、住民等に周知するものとする。 

この際、避難場所等における情報伝達、食料、水等の配付、清掃等については避難者、住民等の協力を得て、常

に良好なものとするよう努めるものとする。 

第３ 要配慮者対策 

避難誘導及び避難場所等においては、高齢者及び障害者等に向けた情報提供等に十分配慮するものとする。 

第６ 章 交通及び輸送対策 

突発的航空事故における緊急輸送のための交通の確保及び緊急輸送対策については、一般編第３編第２０章及び第

２１章によるほか、次のとおりとする。 

第１ 交通規制対策 

１ 海上交通規制 

第八管区海上保安本部は、海上における突発的航空事故により水路の損壊、沈没等のため、船舶の航行に危険が

生じ、又は生じる恐れがあるときは、必要に応じて船舶交通を制限し、又は禁止を行う。 

２ 道路交通規制 

交通の確保及び緊急輸送のために、警察及び道路管理者は、相互に密接な連絡をとり交通規制を行い、直ちに、

府航空機事故対策本部等に連絡する。 

(1) 公安委員会は、災害対策基本法第76条に基づき、応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の

必要があると認めるときは、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限を実施する。 

(2) 道路管理者は、道路の破損欠壊、その他の事由により、道路交通が危険であると認められる場合、通行の禁

止及び規制を行う。 

第２ 緊急輸送対策 

緊急通行車両の確認は、警察本部交通規制課長、高速道路交通警察隊長及び警察署長において行う。なお、

その手続きについては、一般編第３編第２０章「輸送計画」の定めるところによる。 
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第７章 自衛隊派遣要請 

突発的航空事故が発生した場合の自衛隊の派遣要請については、一般編第３編第３０章「自衛隊災害派遣計画」による

ほか、次のとおりとする。 

第１ 大阪国際空港長の派遣要請 

１  大阪国際空港長は、自衛隊の派遣要請の必要性を航空事故の規模や収集した被害情報から判断し、必要があれ

ば直ちに要請するものとする。 

２  大阪国際空港長は、事態の推移に応じ、要請しないと決定した場合は、直ちにその旨を自衛隊に連絡するもの

とする。 

第２ 知事の派遣要請 

一般編第３編第３０章「自衛隊災害派遣計画」の定めるところによる。 
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第４ 編 災害復旧計画 

突発的航空事故の災害復旧計画は、一般編第４編に定めるところによるほか、次のとおりとする。 

第１ 復旧事業計画の作成 

関係防災機関は、被災した施設等の被害の状況、発生原因を考慮し、復旧事業計画を作成し、迅速かつ適切に被

害を復旧するとともに、国又は府が費用の一部又は全部を負担又は補助するものについては、査定実施が速やかに

行えるよう努める。 

 
第２ 復旧完了予定時期の明示 

関係防災機関は、可能な限り復旧予定時期の明示に努める。 
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鉄道災害対策計画編 １ 総 則 

鉄 道 災 害 対 策 計 画 編

第 １ 編 総 則 

第１ 章 計画の目的 

この計画は、列車の衝突、火災等及びトンネル等鉄道施設の被災等の大規模な鉄道事故により、多数の死傷者等が発

生し、又は発生するおそれがある場合（以下「突発的鉄道事故」という。）に、救助・救急活動、医療活動、消火活

動等を行うため、鉄道事業者（軌道事業者を含む。以下「鉄道事業者」という。）及び国、府、市町村等関係防災機関

及び関係団体並びに事故原因者等が、直ちにとるべき対策について必要な事項を定めるものとする。 

なお、この計画に特別の定めのない事項については、京都府地域防災計画一般計画編（以下「一般編」という。）に基づき

運用するものとする。 

第２章 市町村地域防災計画の作成又は修正 

市町村地域防災計画の作成又は修正に当たっては、この計画を参考として作成又は修正するものとし、特にこの計

画において計画事項を示すものについては、各市町村でその細部を計画するものとする。 

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

突発的鉄道事故対策に関し、防災機関が処理すべき事務又は業務の大綱は、一般編第１編第８章に定めるところに

よるほか、次のとおりとする。 

１ 京 都 府 

(1) 的確な情報収集及び関係防災機関への通報

(2) 被害の状況に応じた事故警戒体制又は事故対策本部・支部の設置

(3) 関係防災機関への協力要請

(4) 関係防災機関との連絡調整

(5) 京都府救護班の出動

(6) 日本赤十字社京都府支部及び一般社団法人京都府医師会、国立、公立、私立医療機関等に対する活動の要請

２ 京都府警察 

(1) 関係防災機関との連携強化

(2) 被害情報の収集及び被害実態の把握

(3) 被災者の救出救助

(4) 避難誘導、立入禁止区域の設定及び踏切等の交通規制

(5) 鉄道関係機関と連携した二次災害防止

(6) 事故現場及びその周辺における警戒警備

(7) 遺体の検視、死体調査、身元確認等

(8) その他事故災害に必要な警察活動
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３ 市 町 村 

(1) 事故状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報

(2) 関係防災機関との調整

(3) 負傷者の救出、救護（搬送・収容）

(4) 負傷者の身元確認

(5) 事故拡大防止のための消火その他消防活動

(6) 警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の指示

(7) 京都府又は他の市町村等に対する応援要請

４ 鉄道事業者 

(1) 事故状況の収集・把握及び国土交通省等への連絡通報

(2) 関係防災機関との調整

(3) 乗客の避難及び負傷者等の救出、救護

(4) 二次災害の防止及び鉄道施設の復旧

５ 近畿運輸局 

(1) 事故状況の収集・把握及び関係防災機関への連絡通報

(2) 特に必要がある場合の輸送命令

(3) 事故時における交通機関利用者等への情報提供

６ 近畿地方整備局 

(1) 平成17年6月14日締結の「災害時応援に関する申し合わせ」に基づく応援

７ その他関係防災機関（指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等） 

(1) 所管の応急対策の実施

(2) 府及び市町村等との協力・連携

第４章 事故原因者等の責務 

突発的鉄道事故発生の原因となった責任者（以下「事故原因者等」という。）は、鉄道事業者、消防、警察等関係機

関に対し、事故状況の迅速かつ的確な通報を行うものとする。 

第５章 広域的な活動体制 

国、府、市町村等は、平常時から関係防災機関との連絡を密にし、突発的鉄道事故発生時に総合的かつ計画的な防

災活動が円滑に行われるよう広域的な活動体制の確立に万全を期するものとする。 

なお、府は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」及び「全国都道府県における災害時の広域応援に関す

る協定」による相互応援体制の一層の連携強化に努め、協定に基づく施策の推進を図るものとする。 

59



鉄道災害対策計画編 ２ 予 防 計 画 

第２編 予 防 計 画 

第１章 情報連絡体制の整備 

第１ 情報収集・連絡体制の整備 

鉄道事業者及び府、市町村等の関係防災機関は、突発的鉄道事故が発生した場合に、人命救助や被害の拡大等を

防止し、地域住民、道路施設及び通行車両の安全確保を図るため、円滑な応急対策が行えるよう緊急時の情報連絡

体制を確立しておくものとする。（情報連絡系統図のとおり） 

第２ 情報通信手段の整備 

府、市町村、近畿運輸局等の関係防災機関は、一般編第２編第２章「情報連絡通信網の整備計画」に基づき、突

発的鉄道事故時の情報通信手段の確保に努めるものとする。 

第３ 情報の分析・整理 

１  府、市町村、近畿運輸局等の関係防災機関は、平常時より、自然情報、社会情報等防災関連情報の収集、蓄積

に努めるものとする。 

２  鉄道事業者は、収集した情報を分析、整理するための体制の整備を推進するものとし、必要に応じ専門家の意

見を活用するなど、収集した情報を的確に分析整理するものとする。 

第４ 気象情報等の伝達 

京都地方気象台は、一般編第２編第１章「気象等観測・予報計画」に基づき、気象情報等を適時かつ的確に発表

するものとする。 

第２章 防災活動体制の整備 

第１ 職員の体制 

関係防災機関は、それぞれの機関の実情に応じ、職員の非常参集体制の整備を図る。 

また、必要に応じ、応急活動のためのマニュアル等を作成し、職員に周知するとともに、訓練等を行う。 

第２ 関係防災機関相互の連携体制 

関係防災機関相互の連携体制については、一般編第２編第３１章「広域応援体制の整備」によるものとし、関係

防災機関は平常時より相互の連携強化に努める。 

第３ 救助・救急、医療及び消火活動体制の整備 

１ 救助・救急活動 

市町村は、救助工作車、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用機材の整備に努める。 

２ 医療活動 

府、市町村及び日本赤十字社（京都府支部）は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品、医

療資機材等の備蓄に努める。 

３ 消火活動 

鉄道事業者及び消防機関等は、平常時より、機関相互間の連携強化を図る。 
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第４ 緊急輸送活動体制の整備 

１ 警察及び道路管理者は、信号機、情報板等の道路交通関連施設の点検及び整備に努める。 

２ 災害時の交通規制を円滑に行うため、警察等は、平常時より、機関相互間の連携強化を図る。 

３ 警察及び道路管理者は、実施した交通規制の周知を図る。 

第５ 避難地及び避難路の整備 

１ 市町村及び大規模収容施設管理者等は、突発的鉄道事故発生現場周辺の住民を安全な場所に避難させるため、

避難地及び避難経路の選定と確保を行い、あらかじめ避難計画を作成する。 

２ 避難計画の作成に当たっては、高齢者、障害者、乳幼児等に配慮した計画となるようにする。 

第３章 鉄道事業者の措置 

鉄道事業者は、突発的鉄道事故の発生に備え、一般編第２編第１６章「鉄道施設防災計画」に定めるところによる

ほか、次の措置を講ずるものとする。 

１ 気象情報の活用 

京都地方気象台が発表する情報を有効に活用するための体制の整備を図る。 

２ 再発防止対策の実施 

過去の事故原因究明のための総合的な調査研究を行い、その結果を踏まえ、再発防止対策を実施する。 

３ 点検・監視の実施 

土砂災害等からの鉄軌道の保全を図るため、トンネル等の線路防護施設の定期的な点検を行うとともに、事故によ

り本線を走行する列車の運転に支障が生じるおそれがあるときは、当該線路の監視に努める。 

４ 職員の教育体制の整備・充実 

乗務員及び保安要員に対する教育訓練体制と教育内容について、教育成果の向上を図るとともに、科学的な適性検

査の定期的な実施に努める。 

なお、列車火災（火災発生のおそれのあるものを含む。）が発生した場合は、火災・災害等即報要領（昭和59年10

月15日消防災第267号）により、第一報を消防庁に対しても、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、報告す

るものとする。 

５ 防災訓練の充実 

突発的鉄道事故を想定して、防災体制の強化を図るため、関係防災機関等が一体となり、二次災害防止等のための

訓練を実施する。 

また、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。 

６ 鉄道施設の整備促進 

踏切道の立体交差化の整備、列車集中制御装置（ＣＴＣ）、自動列車停止装置（ＡＴＳ）等運転保安設備の

整備・充実に努める。 

７ 各種資料の整備・保存 

円滑な事故復旧を図るため、施設、車両の構造図等の資料を整備するよう努める。 

８ 防災知識の普及 

踏切等における自動車との衝突、置石等による列車脱線等の事故防止のため、交通安全等の普及を図る。 
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第 ３ 編 応 急 対 策 計 画 

第１章 応急対策の活動体制 

第１節 府の活動体制 

第１ 責務 

府は、突発的鉄道事故が発生したときは、状況に応じ、法令並びに一般編及び本計画に基づき、次のような機動

的な活動体制をとり、関係防災機関の協力を得て、その所掌事務に係る被害予防及び応急対策を速やかに実施する

とともに、市町村が処理する被害予防及び応急対策の実施を支援し、かつ総合調整を行う。 

第２ 活動体制 

一般編第３編第１章第２節第６「事故（警戒）対策本部の設置」によるほか、次のとおりとする。 

１ 鉄道事故警戒体制及び事故対策本部の設置 

突発的鉄道事故が発生したときは、直ちに防災監が関係部局等に対して、被害情報の収集・集約、救急医療・

救助等初期活動の指示・調整を行うなど、厳重な警戒体制をとるとともに、相当な被害が予想される場合は、危

機管理監（危機管理部長）、府民環境部長、健康福祉部長、建設交通部長及び防災監による協議の結果を踏まえ、

知事は事故対策本部を設置する。（本部長：知事） 

２ 鉄道事故警戒体制の要員、事故対策本部の組織及び要員 

鉄道事故警戒体制及び事故対策本部の要員は下表のとおりとし、事故対策本部の組織は、一般編第３編第１章第

２節第６に定める組織を基準とする。 

事故警戒体制及び事故対策本部の配備 
（数字は動員数） 

部 名 事故警戒体制 事故対策本部 

知事直轄組織 広報課１ 秘書課１、広報課１、職員総務課１、会計課１ 

危機管理部 危機管理総務課・災害対策課・原
子力防災課・消防保安課 ６ 

危機管理総務課・災害対策課・原子力防災課 
・消防保安課 １０

総 務 部 総務調整課１ 

政策企画部 企画総務課１ 

府民環境部 府民環境総務課１、府民総合案内・相談センタ
ー１、公営企画課１ 

文化スポーツ部 文化スポーツ総務課１ 

健康福祉部 健康福祉総務課１、医療課１ 健康福祉総務課１、医療課１ 

商工労働観光部 産業労働総務課１ 

農林水産部 農政課１ 

建設交通部 交通政策課１、道路管理課１ 監理課１、交通政策課１、道路管理課１ 

警 察 本 部 捜査第一課１、地域課１ 
交通捜査課１、警備第一課１ 
交通規制課１ 

捜査第一課１、地域課１ 
交通捜査課１、警備第一課１ 
交通規制課１ 

議会事務局 総務課１ 
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第２節 市町村の活動体制 

第１ 責務 

市町村は、当該市町村の区域に突発的鉄道事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがある場合において、第一次的

に、被害予防・応急対策を実施する機関として、法令、一般編及び市町村地域防災計画の定めるところによ

り、市町村鉄道事故対策本部等を設置し、他の市町村、府等関係防災機関並びに区域内の公共的団体及び住

民等の協力を得て、その有する全機能をあげて、被害予防及び応急対策の実施に努める。 

第２ 活動体制 

１  市町村は、活動体制及び細部にわたる運営上の手続き等具体的な事項について、突発的鉄道事故の特性を考慮

して、所要の規程を整備する。 

２  突発的鉄道事故が発生した場合に、市町村鉄道事故対策本部等の組織体制を確立するため、本部職員、消防団

員等の動員について、伝達系統及び伝達方法をあらかじめ具体的に定めておく。 

第３節 鉄道事業者の活動体制 

第１ 責務 

突発的鉄道事故が発生した場合において、速やかに被害の拡大防止のため、府、市町村等関係防災機関と連携し

て、応急対策を実施する。 

第２ 活動体制 

１  突発的鉄道事故が発生した場合は、速やかに被害の拡大防止を図るため、関係列車の非常停止の手配、乗客の

避難等の必要な措置をとるとともに、社員の非常参集、対策本部の設置等、必要な体制をとる。 

２ 突発的鉄道事故が発生した場合は、巡視等を実施し、被害状況の把握等迅速な情報収集を行う。 

３  突発的鉄道事故が発生した場合、負傷者の搬送、救助資機材・緊急物資の輸送等の救援・救護活動が円滑に行

えるよう、道路交通の混乱防止のため、府警察本部等に協力要請を行う。 

４  突発的鉄道事故が発生し、運行不能となった場合は、他の路線への振替え輸送、バス代行輸送等代替交通手段

を確保する。 

第４節 関係防災機関の活動体制 

第１ 責務 

日本赤十字社（京都府支部）等関係防災機関は、突発的鉄道事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがある場

合において、各機関相互の緊密な連携の確保に努め、所管の応急対策を実施するとともに、府及び市町村が実施す

る応急対策に協力する。 

第２ 活動体制 

関係防災機関は、その責務を遂行するための必要な体制を整備するとともに、応急対策に従事する職員の活動要

領等を整備する。 
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第２章 通信情報連絡活動（情報の収集・伝達） 

第１ 被害情報等の収集・伝達 

被害情報等の収集・伝達系統は、第２編第１章第１の「情報連絡系統図」のとおりである。 

１ 事故原因者等 

事故原因者及び事故発見者は、突発的鉄道事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがあるときは、電話、電信

その他最も早く到達する手段により、直ちに最寄りの警察等関係防災機関にその旨を通報する。 

２ 鉄道事業者 

(1) 鉄道事業者は、突発的鉄道事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがあるときは、速やかに国土交通省

（近畿運輸局）、府、市町村、消防及び警察に連絡する。 

(2) また、被害の状況、活動体制、応急対策の活動状況を、適宜、国土交通省（近畿運輸局）、府、市町村、消防及

び警察に連絡する。 

３ 府 

(1) 府は、鉄道事業者等から受けた情報を関係防災機関等へ連絡する。

(2) 府は、本計画及び府防災規程の定めるところにより、市町村及び関係防災機関と緊密に連携して、人的被害

の状況等の情報を収集し、被害規模の把握に努め、これらの情報を消防庁に報告するとともに、必要に応じて

関係省庁へ報告する。 

(3) 府は、必要に応じ、ヘリコプターテレビ伝送システムの活用、事故現場で撮影された被害状況の写真な

どにより、早期の情報収集に努める。 

(4) なお、必要に応じ近畿地方整備局等に所属するヘリコプターの出動を要請し、早期の情報収集に努める。

４ 市町村 

市町村は、突発的鉄道事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがあるときは、本計画の定めるところにより、

速やかにその状況をとりまとめて、知事（府鉄道事故対策本部長）に報告するものとする。 

なお、列車火災が発生した場合及び列車の衝突、転覆等による救急・救助事故で死者及び負傷者の合計が15人以

上発生した場合（発生の恐れがあるものを含む。）は、火災･災害等即報要領（昭和59年10月15日消防災第267号）

により、第一報を消防庁に対しても、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、報告するものとする。 

５ 警 察 

警察は、ヘリコプター等からの目視、撮影等により被害規模の把握を行い、警察庁に連絡するとともに、

府等関係防災機関へ連絡する。 

第２ 通信手段の確保 

１ 突発的鉄道事故発生時の通信連絡 

府、市町村、鉄道事業者及び関係防災機関が行う、予報、警報及び情報の伝達若しくは被害状況の収集報告、そ

の他の事故応急対策に必要な指示、命令等は、防災行政無線、加入電話、無線通信等により速やかに行う。 

２ 非常通信の利用 

人命の救助、事故の救援等のため、若しくは防災行政無線、有線電話等が使用不能又は著しく使用が困難である

場合は、電波法第５２条の規定による非常通信の利用を図る。 

第３章 広報・広聴 

広報・広聴活動は一般計画編第３編第４章「災害広聴広報計画」によるほか、次のとおりとする。 
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第１ 広報担当部課及び担当者の設置 

各関係防災機関ごとに、広報を担当する部・課及び担当責任者を定め、情報の収集と公表の一元化を図る。 

 
第２ 府の広報活動 

府民への広報は、概ね次のような項目について行うものとする。 

１ 鉄道事故の発生日時及び場所 

２ 被害の状況 

３ 被害者の安否情報 

４ 応急対策実施状況 

５ 交通規制の状況 

６ 府民に対する協力及び注意事項 

７ その他必要と認められる事項 

 
第３ 府民への広報要領 

特に、府民に協力を要請すべき事項については、その実効性を期するため、事故の規模、今後の動向等を検討

し、次に掲げる方法により、効果的かつ迅速な広報を行う。 

また、外国人旅行客向けに第２に掲げる事項を多言語（英語以外を含む。）でリアルタイムに伝達する。 

１ 新聞、ラジオ、テレビ等報道機関に対し、特に報道方要請すること。 

２ 市町村防災行政無線、ＣＡＴＶ、市町村有線放送による広報を要請すること。 

３ 広報番組（テレビ・ラジオ）、広報紙、チラシ、ポスターを利用すること。 

４ インターネットを利用すること。 

 
第４ 広聴活動の実施 

１ 鉄道事業者等は、避難場所等に臨時被害相談所等を関係防災機関等の協力を得て設置し、被害者が抱える生

活上の多くの不安を解消するため、被災者からの相談、要望、苦情等多様な生活等の問題について適切に相談に応

じ、速やかに関係防災機関に連絡して早期解決に努める。 

２ 関係防災機関は、突発的鉄道事故に関する、被災地住民、府民、近隣府県民等からの各種の問合せに対して、

相談窓口を設置するなどにより、それぞれ担当者を明らかにして対応する。 

 

 
第４章 救助、救急及び消火活動 

 
救助及び救急活動は、一般編第３編第１６章によるほか次に定めるところによるとともに、医療救護活動について

は、一般編第３編第１４章の定めるところによる。 

また、消火活動については、一般編第３編第６章によるほか、次に定めるところによる。 

 
第１ 救助活動 

消防機関、警察及び鉄道事業者は、突発的鉄道事故に対応した救助資機材等を有効に活用して、迅速かつ的確に

救助活動を行う。 

 
１ 情報の収集及び伝達 

消防機関及び警察は、１１９番及び１１０番通報、鉄道事業者からの通報等により、被害状況を早期に把握し、

救助体制を整え、収集した被害情報を府及び関係防災機関に連絡する。 

２ 鉄道事業者の救助活動 

鉄道事業者は、事故発生直後における負傷者の救助・救急活動を行うとともに、救助・救急活動を実施する各機

関に協力を求める。 
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３ 消防機関及び警察の救助活動 

突発的鉄道事故の規模、態様に応じて、単独で、また保有している資機材で対応できないと予想される場合は、

府、他市町村等に応援要請する。 

第２ 救急活動 

消防機関は、負傷者に迅速、的確な応急処置を施し、必要に応じてヘリコプターを活用するなど医療機関

への効率的な搬送に努める。 

１ 救急要請への対応 

負傷者の搬送は、原則として消防機関が行い、必要に応じて京都府消防広域応援基本計画によって支援を要請す

る。 

２ 医療機関等との連携 

市町村等は、迅速な医療救護活動を行うため、事故現場に救護所を設置し、負傷者の応急手当等を行う。また、

消防機関は、救急医療情報システムを活用して、後送医療機関の重傷者等の受入れ状況を確認し、迅速、的確に負

傷者の搬送を行う。 

第３ 災害派遣医療チームの派遣 

１ 府は、事故現場における救出困難者の発生又は多くの傷病者の同時発生により、速やかな医療措置が求めら

れるとして、市町村から派遣要請があった場合、又は必要と認めたときは、予め定めた医療機関に対して、被災市町村

へ災害派遣医療チームを派遣するよう指示する。 

２ 災害派遣医療チームは、事故現場における医療措置、現場付近等に所在する医療機関の支援、患者搬送等を

行うものとする。また、こうした活動に必要となる資機材を携行する。 

第４ 消火活動 

消防機関は、速やかに火災の状況を把握し、迅速に消火活動を行うとともに、鉄道事業者は、消防機関等の要請

を受け、迅速かつ的確な初期消火活動に協力する。 

第 ５ 章 避 難 対 策 

突発的鉄道事故発生時の市町村等が行う避難指示等については、一般編第３編第８章によるほか、次のとおりとす

る。 

第１ 避難誘導の実施 

市町村等は、人命の安全を第一に避難場所及び避難経路や火災現場の所在、その他避難に対する情報提供を行

い、住民等の避難誘導を行うものとする。 

第２ 避難場所等の開設及び運営管理 

市町村等は、必要に応じ避難場所等を開設し、住民等に周知するものとする。 

この際、避難場所等における情報伝達、食料、水等の配付、清掃等については避難者、住民等の協力を得て常に

良好なものとするよう努めるものとする。 

第３ 要配慮者対策 

避難誘導及び避難場所等においては、高齢者及び障害者等に向けた情報提供等に十分配慮するものとする。 
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第６章 交通及び輸送対策 

突発的鉄道事故における緊急輸送のための交通の確保及び緊急輸送対策については、一般編第３編第２０章及び第

２１章によるほか、次のとおりとする。 

第１ 交通規制対策 

交通の確保及び緊急輸送のために、警察及び道路管理者が、相互に密接な連絡をとり交通規制を行い、直ちに、

府鉄道事故対策本部等に連絡する。 

１  公安委員会は、災害対策基本法第76条に基づき、応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必

要があると認めるときは、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限を実施する。 

２  道路管理者は、道路の破損欠壊、その他の事由により道路交通が危険であると認められる場合、通行の禁止及

び規制を行う。 

第２ 緊急輸送対策 

緊急通行車両の確認は、警察本部交通規制課長、高速道路交通警察隊長及び警察署長において行う。なお、

その手続きについては、一般編第３編第２０章「輸送計画」に定めるところによる。 
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第４編 災 害 復 旧 計 画 

突発的鉄道事故の災害復旧計画は、一般編第４編に定めるところによるほか、次のとおりとする。 

第１ 復旧事業計画の作成 

鉄道事業者は、関係防災機関と協力し、鉄道施設等の被害の状況、発生原因を考慮し、復旧事業計画を作成し、

迅速かつ適切に被害を復旧するとともに、国又は府が費用の一部又は全部を負担又は補助するものについては、査

定実施が速やかに行えるように努める。 

第２ 復旧完了予定時期の明示 

鉄道事業者は、可能な限り復旧予定時期の明示に努める。 
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道路災害対策計画編

第１編 総 則 

第１ 章 計画の目的 

この計画は、道路における車両の衝突、火災等及びトンネル等道路施設の被災等の大規模な道路事故により、多数の

死傷者等が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「突発的道路事故」という。）に、救助・救急活動、医療

活動、消火活動等を行うため、国、府、市町村等の関係道路管理者及び関係防災機関、関係団体並びに事故原因者等

が、直ちにとるべき対策について必要な事項を定めるものとする。 

なお、この計画に特別の定めのない事項については、京都府地域防災計画一般計画編（以下「一般編」という。）に基づき

運用するものとする。 

第２章 市町村地域防災計画の作成又は修正 

市町村地域防災計画の作成又は修正に当たっては、この計画を参考として作成又は修正するものとし、特にこの計

画において計画事項を示すものについては、各市町村でその細部を計画するものとする。 

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

突発的道路事故対策に関し、防災機関が処理すべき事務又は業務の大綱は、一般編第１編第８章に定めるところに

よるほか、次のとおりとする。 

１ 京 都 府 

(1) 的確な情報収集及び関係防災機関への通報

(2) 被害の状況に応じた事故警戒体制又は事故対策本部・支部の設置

(3) 関係防災機関への協力要請

(4) 関係防災機関との連絡調整

(5) 京都府救護班の出動

(6) 日本赤十字社京都府支部及び一般社団法人京都府医師会、国立、公立、私立医療機関等に対する活動の要請

２ 京都府警察 

(1) 関係防災機関との連携の強化

(2) 被害情報の収集及び被害実態の把握

(3) 被災者の救出救助

(4) 避難誘導、立入禁止区域の設定及び交通規制

(5) 関係防災機関と連携した二次災害の防止

(6) 事故現場及びその周辺の警戒警備

(7) 遺体の検視、死体調査、身元確認等

(8) 行方不明者の捜索
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(9) その他事故災害に必要な警察活動 

 
３ 市 町 村 

(1) 事故状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報 

(2) 関係防災機関との調整 

(3) 負傷者の救出、救護（搬送・収容） 

(4) 負傷者の身元確認 

(5) 事故拡大防止のための消火その他消防活動 

(6) 警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の指示 

(7) 京都府又は他の市町村等に対する応援要請 

 
４ 近畿地方整備局 

(1) 道路パトロールカー等による事故状況の収集・把握及び関係防災機関への連絡通報 

(2) 関係防災機関との調整 

(3) 事故発生時の道路通行禁止と制限及び道路交通の確保 

(4) 直轄道路施設の二次災害の防止及び復旧 

(5) 平成17年6月14日締結の「災害時応援に関する申し合わせ」に基づく応援 

 
５ その他関係防災機関（指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等） 

(1) 所管の応急対策の実施 

(2) 府及び市町村等との協力・連携 

 

 
 

第４章 事故原因者等の責務 

 
突発的道路事故発生の原因となった責任者（以下「事故原因者等」という。）の主要な責務は、次のとおりとする。 

 
１ 消防、警察等関係機関に対する事故状況の迅速かつ的確な通報及び事故発生地市町村との連絡・協議 

２ 現地における事故対策本部の設置 

３ 関係防災機関の設置する合同対策本部への責任者の派遣 

４ 乗員等の捜索・救助活動 

５ 被害拡大防止のための現地における医療その他の応急措置 

６ 死傷病者の身元確認及び家族への通知 

７ 見舞人、遺族の受け入れ及び整理並びに問合せへの応対 

８ 関係防災機関に対する土地建物等の施設その他必要な資機材の貸与又は提供等 

９ 被害者の損害に対する補償対応 

 

 
 

第５章 広域的な活動体制 

 
国、府、市町村等は、平常時から関係防災機関との連絡を密にし、突発的道路事故発生時に総合的かつ計画的な防

災活動が円滑に行われるよう広域的な活動体制の確立に万全を期するものとする。 

なお、府は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」及び「全国都道府県における災害時の広域応援に関す

る協定」による相互応援体制の一層の連携強化に努め、協定に基づく施策の推進を図るものとする。 
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第２編 予 防 計 画 

第１章 情報連絡体制の整備 

第１ 情報収集・連絡体制の整備 

府、市町村、近畿地方整備局、道路管理者等の関係防災機関は、突発的道路事故が発生した場合に、人命救助や

被害の拡大等を防止し、地域住民、道路施設及び通行車両の安全確保を図るため、円滑な応急対策が行えるよう緊

急時の情報収集、連絡体制を整備しておくものとする。（情報連絡系統図のとおり） 

第２ 情報通信手段の整備 

府、市町村、近畿地方整備局、道路管理者等の関係防災機関は、一般編第２編第２章「情報連絡通信網の整備計

画」に基づき、突発的道路事故時の情報通信手段の確保に努めるものとする。 

第３ 情報の分析・整理 

１ 府、市町村、近畿地方整備局、道路管理者等の関係防災機関は、平常時より、自然情報、社会情報等防災関連

情報の収集、蓄積に努めるものとする。 

２  道路管理者は、収集した情報を分析、整理するための体制の整備を推進するものとし、必要に応じ専門家の意

見を活用するなど、収集した情報を的確に分析整理するものとする。 

第４ 気象情報等の伝達 

京都地方気象台は、一般編第２編第１章「気象等観測・予報計画」に基づき、気象情報等を適時かつ的確に発表

するものとする。 

第２章 防災活動体制の整備 

第１ 職員の体制 

関係防災機関は、それぞれの機関の実情に応じ、職員の非常参集体制の整備を図る。 

また、必要に応じ、応急活動のためのマニュアル等を作成し、職員に周知するとともに、訓練等を行う。 

第２ 関係防災機関相互の連携体制 

関係防災機関相互の連携体制については、一般編第２編第２９章「広域応援体制の整備」によるものとし、関係

防災機関は平常時より相互の連携強化に努める。 

第３ 救助・救急、医療及び消火活動体制の整備 

１ 救助・救急活動 

市町村は、救助工作車、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用機材の整備に努める。 

２ 医療活動 

府、市町村及び日本赤十字社（京都府支部）は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品、医

療資機材等の備蓄に努める。 

３ 消火活動 

道路管理者及び消防機関等は、平常時より、機関相互間の連携強化を図る。 
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第４ 危険物の流出防除体制の整備 

道路管理者、府、市町村及び近畿地方整備局は、危険物等の流出時に的確な防除活動を行うことができるよ

う、資機材の整備に努める。 

第５ 緊急輸送活動体制の整備 

１ 警察及び道路管理者は、信号機、情報板等の道路交通関連施設の点検及び整備に努める。 

２ 災害時の交通規制を円滑に行うため、警察等は、平常時より、機関相互間の連携強化を図る。 

３ 警察及び道路管理者は、実施した交通規制の周知を図る。 

第６ 避難地及び避難路の整備 

１ 市町村及び大規模収容施設管理者等は、突発的道路事故発生現場周辺の住民を安全な場所に避難させるため、

避難地及び避難経路の選定と確保を行い、あらかじめ避難計画を作成する。 

２ 避難計画の作成に当たっては、高齢者、障害者、乳幼児等に配慮した計画となるようにする。 

第３章 道路管理者の措置 

道路管理者は、突発的道路事故の発生に備え、一般編第２編第１０章「道路及び橋梁防災計画」に定めるところに

よるほか、次の措置を講ずるものとする。 

１ 気象情報の活用 

京都地方気象台が発表する情報を有効に活用するための体制の整備を図るものとする。 

２ 再発防止対策の実施 

過去の事故原因究明のための総合的な調査研究を行い、その結果を踏まえ、再発防止対策を実施する。 

３ 点検の実施 

道路パトロールカー等により道路施設の現況把握、定期的な点検を行い、事故防止に努める。 

４ 防災訓練の充実 

突発的道路事故を想定して、防災体制の強化を図るため、関係防災機関等が一体となり、二次災害防止等のため

の実践的な訓練を実施する。 

また、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。 

５ 道路施設の整備促進 

主要な交通網が集中している地域の土砂災害対策や海岸保全対策も含めた道路防災対策事業等により、安全性・

信頼性の高い道路ネットワークの整備を計画的・総合的に実施する。 

６ 各種資料の整備・保存 

円滑な災害復旧を図るため、重要な所管施設の構造図等の資料を整備するとともに、資料の被災を回避するた

め、複製を別途保存するよう努める。 

７ 防災知識の普及 

道路利用者に対し、事故時の対応等の防災知識の普及を図る。 
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情 報 連 絡 系 統 図 

110番

119番

事故発見者 

事故原因者 

道路管理者 
国土交通省 

（近畿地方整備局）

消防本部・署 市町村 

他消防本部 

地元関係機関 

（医師会等）

他市町村 

府広域振興局 

（地域連携・振興部） 

（ 建 設 部 ） 

府 

（ 災 害 対 策 課 ） 

（ 道 路 管 理 課 等 ） 

消防庁 

隣接府県 

自衛隊 

関係機関 

（日赤支部等） 

警察本部・署 警察庁 
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第 ３ 編 応 急 対 策 計 画 

第１章 応急対策の活動体制 

第１節 府の活動体制 

第１ 責務 

府は、突発的道路事故が発生したときは、状況に応じ、法令並びに一般編及び本計画に基づき、機動的な活動体

制をとり、関係道路管理者及び関係防災機関の協力を得て、その所掌事務に係る被害予防及び応急対策を速やかに

実施するとともに、市町村等が処理する被害予防及び応急対策の実施を支援し、かつ総合調整を行う。 

第２ 活動体制 

一般編第３編第１章第２節第６「事故（警戒）対策本部の設置」によるほか、次のとおりとする。 

１ 道路事故警戒体制及び事故対策本部の設置 

突発的道路事故が発生したときは、直ちに防災監が関係部局等に対して、被害情報の収集・集約、救急医療・

救助等初期活動の指示・調整を行うなど、厳重な警戒体制をとるとともに、相当な被害が予想される場合は、危

機管理監（危機管理部長）、府民環境部長、健康福祉部長、建設交通部長及び防災監による協議の結果を踏まえ、

知事は事故対策本部を設置する。（本部長：知事） 

２ 道路事故警戒体制の要員、事故対策本部の組織及び要員 

道路事故警戒体制及び事故対策本部の要員は下表のとおりとし、事故対策本部の組織は、一般編第３編第１章第

２節第６に定める組織を基準とする。 

事故警戒体制及び事故対策本部の配備 
（数字は動員数） 

部 名 事故警戒体制 事 故 対 策 本 部 

知事直轄組織 広報課１ 秘書課１、広報課１、職員総務課１、会計課１ 

危機管理部 危機管理総務課・災害対策課・原子
力防災課６ 

危機管理総務課・災害対策課・原子力防災課
１０ 

総 務 部 総務調整課１ 

政策企画部 企画総務課１ 

府民環境部 府民環境総務課１、府民総合案内・相談セン
ター１、公営企画課１

文化スポーツ部 文化スポーツ総務課１ 

健康福祉部 健康福祉総務課１、医療課１ 健康福祉総務課１、医療課１ 

商工労働観光部 産業労働総務課１ 

農林水産部 農政課１ 

建設交通部 道路建設課１、道路管理課１ 監理課１、道路管理課２ 

警 察 本 部 交通規制課１、警備第一課１ 交通規制課１、警備第一課１ 

議会事務局 総務課１ 
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第２節 市町村の活動体制 

第１ 責務 

市町村は、当該市町村の区域に突発的道路事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがある場合において、第一次的

に、被害予防・応急対策を実施する機関として、法令、一般編及び市町村地域防災計画の定めるところによ

り、市町村道路事故対策本部等を設置し、関係道路管理者、他の市町村、府等関係防災機関並びに区域内の

公共的団体及び住民等の協力を得て、その有する全機能をあげて、被害予防及び応急対策の実施に努める。 

第２ 活動体制 

１  市町村は、活動体制及び細部にわたる運営上の手続き等具体的な事項について、突発的道路事故の特性を考慮

して、所要の規程を整備する。 

２  突発的道路事故が発生した場合に、市町村道路事故対策本部等の組織体制を確立するため、本部職員、消防団

員等の動員について、伝達系統及び伝達方法をあらかじめ具体的に定めておく。 

第３節 道路管理者の活動体制 

第１ 責務 

突発的道路事故が発生した場合において、速やかに被害の拡大防止のため、府、市町村等関係防災機関と連携し

て、応急対策を実施する。 

第２ 活動体制 

１ 突発的道路事故が発生した場合は、道路パトロールカーによる巡視等を実施し、被害状況の把握等迅速な情

報収集を行う。 

２ 迅速かつ的確な障害物の除去、仮設等の応急復旧を行い、突発的道路事故の発生による道路交通の混乱を防

止し、負傷者の搬送、救助資機材・緊急物資の輸送等の救援・救護活動を円滑に実施するため、府警察本部と連携

して必要な通行規制を行う。 

３ 道路施設の応急復旧を行うとともに、類似の災害の再発防止のために、被災箇所以外の道路施設について、緊

急点検を行う。 

４ 危険物の流出が認められた場合は、消防機関及び警察等関係防災機関と協力し、直ちに防除活動、避難誘導

活動を行い、危険物による二次災害の防止に努める。 

第４節 関係防災機関の活動体制 

第１ 責務 

日本赤十字社（京都府支部）等関係防災機関は、突発的道路事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがある場

合において、各機関相互の緊密な連携の確保に努め、所管の応急対策を実施するとともに、府及び市町村が実施す

る応急対策に協力する。 

第２ 活動体制 

関係防災機関は、その責務を遂行するための必要な体制を整備するとともに、応急対策に従事する職員の活動要

領等を整備する。 
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第２章 通信情報連絡活動（情報の収集・伝達） 

 
第１ 被害情報等の収集・伝達 

被害情報等の収集・伝達系統は、第２編第１章第１の「情報連絡系統図」のとおりである。 

１ 事故原因者等 

事故原因者及び事故発見者は、突発的道路事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがあるときは、電話、電信

その他最も早く到達する手段により、直ちに最寄りの警察等関係防災機関にその旨を通報する。 

２ 道路管理者 

(1) 道路管理者は、突発的道路事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがあるときは、速やかに国土交通省

（近畿地方整備局）、府、市町村、消防及び警察に連絡する。 

(2) また、被害の状況、活動体制、応急対策の活動状況を、適宜、国土交通省（近畿地方整備局）、府、市町

村、消防及び警察に連絡する。 

３ 府 

(1) 府は、道路管理者等から受けた情報を関係防災機関等へ連絡する。 

(2) 府は、本計画及び府防災規程の定めるところにより、市町村及び関係防災機関と緊密に連絡して、人的被害

の状況等の情報を収集し、被害規模の把握に努め、これらの情報を消防庁に報告するとともに、必要に応じ関

係省庁へ報告する。 

(3) 府は必要に応じ、ヘリコプターテレビ伝送システムの活用、事故現場で撮影された被害状況の写真など

により、早期の情報収集に努める。 

(4) なお、必要に応じ近畿地方整備局等に所属するヘリコプターの出動を要請し、早期の情報収集に努める。 

４ 市町村 

市町村は、突発的道路事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがあるときは、本計画の定めるところにより、

速やかにその状況をとりまとめて、知事（府道路事故対策本部長）に報告するものとする。 

なお、トンネル内車両火災が発生した場合及びバスの転落等による救急・救助事故で死者及び負傷者の合計が15

人以上発生した場合（発生のおそれのあるもの含む。）は、火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日消防災第267

号）により、第一報を消防庁に対しても、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、報告するものとする。 

５ 警察 

警察は、ヘリコプター等からの目視、撮影等により被害規模の把握を行い、警察庁に連絡するとともに、

府等関係防災機関へ連絡する。 

 
第２ 通信手段の確保 

１ 突発的道路事故発生時の通信連絡 

府、市町村、道路管理者及び関係防災機関が行う、予報、警報及び情報の伝達若しくは被害状況の収集報告、そ

の他の事故応急対策に必要な指示、命令等は、防災行政無線、加入電話、無線通信等により速やかに   行う。 

２ 非常通信の利用 

人命の救助、事故の救援等のため、若しくは防災行政無線、有線電話等が使用不能又は著しく使用が困難である

場合は、電波法第５２条の規定による非常通信の利用を図る。 

 

 
第３章 広報・広聴 

 
広報・広聴活動は一般編第３編第４章によるほか、次のとおりとする。 

 

第１ 広報担当部課及び担当者の設置 

各関係防災機関ごとに、広報を担当する部・課及び担当責任者を定め、情報の収集と公表の一元化を図る。 
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第２ 府の広報活動 

府民への広報は、概ね次のような項目について行うものとする。 

１ 突発的道路事故の発生日時及び場所 

２ 被害の状況 

３ 被害者の安否情報 

４ 応急対策実施状況 

５ 交通規制の状況 

６ 府民に対する協力及び注意事項 

７ その他必要と認められる事項 

第３ 府民への広報要領 

特に、府民に協力を要請すべき事項については、その実効性を期するため、事故の規模、今後の動向等を検討

し、次に掲げる方法により、効果的かつ迅速な広報を行う。 

また、外国人旅行客向けに第２に掲げる事項を多言語（英語以外を含む。）でリアルタイムに伝達する。 

１ 新聞、ラジオ、テレビ等報道機関に対し、特に報道方要請すること。 

２ 市町村防災行政無線、ＣＡＴＶ、市町村有線放送による広報を要請すること。 

３ 広報番組（テレビ・ラジオ）、広報紙、チラシ、ポスターを利用すること。 

４ インターネットを利用すること。

第４ 広聴活動の実施 

１ 道路管理者等は、避難場所等に臨時被害相談所等を関係防災機関等の協力を得て設置し、被害者が抱える生

活上の多くの不安を解消するため、被災者からの相談、要望、苦情等多様な生活等の問題について適切に相談に応

じ、速やかに関係防災機関に連絡して早期解決に努める。 

２ 関係防災機関は、突発的道路事故に関する、被災地住民、府民、近隣府県民等からの各種の問合せに対して、

相談窓口を設置するなどにより、それぞれ担当者を明らかにして対応する。 

第４章 救助、救急及び消火活動 

救助及び救急活動は、一般編第３編第１６章によるほか次に定めるところによるとともに、医療救護活動について

は、一般編第３編第１４章の定めるところによる。 

また、消火活動については、一般編第３編第６章によるほか次に定めるところによる。 

第１ 救助活動 

消防機関、警察及び道路管理者は、突発的道路事故に対応した救助資機材等を有効に活用して、迅速かつ的確に

救助活動を行う。 

１ 情報の収集及び伝達 

消防機関及び警察は、１１９番通報及び１１０番通報、道路管理者からの通報等により、被害状況を早期に把握

し、救助体制を整え、収集した被害情報を府及び関係防災機関に連絡する。 

２ 道路管理者の救助活動 

道路管理者は、事故発生直後における負傷者の救助・救急活動を行うとともに、救助・救急活動を実施する各機

関に協力を求める。 

３ 消防機関及び警察の救助活動 

突発的道路事故の規模、態様に応じて、単独で、また保有している資機材で対応できないと予想される場合は、

消防機関及び警察が府、他市町村及び高速自動車道消防協議会等に応援要請する。 

第２ 救急活動 

消防機関は、負傷者に迅速、的確な応急処置を施し、必要に応じてヘリコプターを活用するなど医療機関

への効率的な搬送に努める。 78
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１ 救急要請への対応 

負傷者の搬送は、原則として消防機関が行い、必要に応じて京都府消防広域応援基本計画によって支援を要請す

る。 

２ 医療機関等との連携 

市町村等は、迅速な医療救護活動を行うため、事故現場に救護所を設置し、負傷者の応急手当等を行う。また、

消防機関は、救急医療情報システムを活用して、後送医療機関の重傷者等の受入れ状況を確認し、 

迅速、的確に負傷者の搬送を行う。 

第３ 災害派遣医療チームの派遣 

１ 府は、事故現場における救出困難者の発生又は多くの傷病者の同時発生により、速やかな医療措置が求めら

れるとして、市町村から派遣要請があった場合、又は必要と認めたときは、予め定めた医療機関に対して、被災市町村

へ災害派遣医療チームを派遣するよう指示する。 

２ 災害派遣医療チームは、事故現場における医療措置、現場付近等に所在する医療機関の支援、患者搬送等を

行うものとする。また、こうした活動に必要となる資機材を携行する。 

第４ 消火活動 

消防機関は、速やかに火災の状況を把握し、迅速に消火活動を行うとともに、道路管理者は、消防機関等の要請

を受け、迅速かつ的確な初期消火活動に協力する。 

第 ５ 章 避 難 対 策 

突発的道路事故発生時の市町村等が行う避難指示等については、一般編第３編第８章によるほか、次のとおりとす

る。 

第１ 避難誘導の実施 

市町村等は、人命の安全を第一に避難場所及び避難経路や火災現場の所在、その他避難に対する情報提供を行

い、住民等の避難誘導を行うものとする。 

第２ 避難場所等の開設及び運営管理 

市町村等は、必要に応じ避難場所等を開設し、住民等に周知するものとする。 

この際、避難場所等における情報伝達、食料、水等の配付、清掃等については避難者、住民等の協力を得て、常

に良好なものとするよう努めるものとする。 

第３ 要配慮者対策 

避難誘導及び避難場所等においては、高齢者及び障害者等に向けた情報提供等に十分配慮するものとする。 
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第６章 交通及び輸送対策 

突発的道路事故における緊急輸送のための交通の確保及び緊急輸送対策については、一般編第３編第２０章及び第

２１章によるほか、次のとおりとする。 

第１ 交通規制対策 

交通の確保及び緊急輸送のために、警察及び道路管理者が、相互に密接な連絡をとり交通規制を行い、直ちに、

府道路事故対策本部等に連絡する。 

１  公安委員会は、災害対策基本法第76条に基づき、応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必

要があると認めるときは、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限を実施する。 

２  道路管理者は、道路の破損欠壊、その他の事由により道路交通が危険であると認められる場合、通行の禁止及

び規制を行う。 

第２ 緊急輸送対策 

緊急通行車両の確認は、警察本部交通規制課長、高速道路交通警察隊長及び警察署長において行う。なお、

その手続きについては、一般編第３編第２０章「輸送計画」に定めるところによる。 
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第４編 災 害 復 旧 計 画 

突発的道路事故の災害復旧計画は、一般編第４編に定めるところによるほか、次のとおりとする。 

第１ 復旧事業計画の作成 

道路管理者は、関係防災機関と協力し、道路施設等の被害の状況、発生原因を考慮し、復旧事業計画を作成し、

迅速かつ適切に被害を復旧するとともに、国又は府が費用の一部又は全部を負担又は補助するものについては、査

定実施が速やかに行えるように努める。 

第２ 復旧完了予定時期の明示 

道路管理者は、可能な限り復旧予定時期の明示に努める。 
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危険物等災害対策計画編

第１編 総 則 

第１ 章 計画の目的 

この計画は、危険物、高圧ガス、都市ガス等の漏洩・流出、火災、爆発の発生、火薬類の火災、爆発の発生、毒物・

劇物の飛散、漏洩、流出の発生、原子力発電施設以外における放射性物質による放射線障害の発生等により、多数の死

傷者等が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「危険物等事故」という。）に、救助・救急活動、医療活動、

消火活動及び避難収容活動を図るため、国、府、市町村等関係防災機関及び関係団体がとるべき対策について必要な事

項を定めるものとする。ただし、海上等での石油類流出事故に係る危険物等災害対策については、石油類流出事故対

策計画編の定めるところによる。 

なお、この計画に特別の定めのない事項については、京都府地域防災計画一般計画編（以下「一般編」という。）に基づき

運用するものとする。 

第２章 市町村地域防災計画の作成又は修正 

市町村地域防災計画の作成又は修正に当たっては、この計画を参考として作成又は修正するものとし、特にこの計

画において計画事項を示すものについては、各市町村でその細部を計画するものとする。 

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

危険物等事故に関し、防災機関が処理すべき事務又は業務の大綱は、一般編第１編第８章に定めるところによるほ

か、次のとおりとする。 

１ 京 都 府 

(1) 的確な情報収集及び関係防災機関への通報

(2) 被害の状況に応じた事故警戒体制又は事故対策本部・支部の設置

(3) 関係防災機関への協力要請

(4) 関係防災機関との連絡調整

(5) 京都府救護班の出動

(6) 日本赤十字社京都府支部及び一般社団法人京都府医師会、国立、公立、私立医療機関等に対する活動の要請

(7) 危険物等に関する指導取締

２ 京都府警察 

(1) 関係防災機関との連携の強化

(2) 災害情報の収集及び被害実態の把握

(3) 被災者の救出救助

(4) 避難誘導、立入禁止区域の設定及び交通規制

(5) 事故現場及びその周辺における警戒警備

(6) 遺体の検視、死体調査、身元確認等

(7) 行方不明者の捜索

(8) 危険物等に関する指導取締

(9) その他事故災害に必要な警察活動
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３ 市 町 村 

(1) 事故状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報

(2) 関係防災機関との調整

(3) 負傷者の救出、救護（搬送・収容）

(4) 負傷者の身元確認

(5) 事故拡大防止のための消火その他消防活動

(6) 警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の指示

(7) 京都府又は他の市町村等に対する応援要請

(8) 危険物等に関する規制

４ 近畿経済産業局 

(1) 事故状況の収集・把握

５ 中部近畿産業保安監督部近畿支部 

(1) 事故状況の収集・把握及び関係防災機関への連絡通報

(2) 高圧ガス、都市ガス、火薬類、液化石油ガスに関する監督指導

６ 近畿地方整備局 

(1) 平成17年6月14日締結の「災害時応援に関する申し合わせ」に基づく応援

７ その他関係防災機関（指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等） 

(1) 所管の応急対策の実施

(2) 府及び市町村等との協力・連携

第 ４ 章 事 故 原 因 者 の 責 務 

危険物等事故の原因となった責任者（以下「事故原因者」という。）の主要な責務は、次のとおりとする。 

１ 消防、警察等関係防災機関に対する事故状況の迅速かつ的確な通報及び事故発生地市町村との連絡・協議 

２ 現地、事業所等における事故対策本部の設置 

３ 関係防災機関の設置する合同対策本部への責任者の派遣 

４ 現地における救助・医療その他の応急措置 

５ 死傷病者の身元確認及び家族への通知 

６ 見舞人、遺族の受け入れ及び整理並びに問合せへの応対 

７ 関係防災機関に対する土地建物等の施設その他必要な資機材の貸与又は提供等 

８ 被害者の損害に対する補償対応 
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第５章 広域的な活動体制 

国、府、市町村等は、平常時から関係防災機関との連絡を密にし、突発的大事故発生時に総合的かつ計画的な 

防災活動が円滑に行われるよう広域的な活動体制の確立に万全を期するものとする。 

なお、府は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」及び「全国都道府県における災害時の広域応援に関す

る協定」による相互応援体制の一層の連携強化に努め、協定に基づく施策の推進を図るものとする。 
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第２編 予 防 計 画 

第１ 章 情報連絡体制の整備 

第１ 情報収集・連絡体制の整備 

危険物等の貯蔵・取扱を行う事業者（以下「事業者」という。）及び府、市町村等の関係防災機関は、危険物

等事故が発生した場合に、人命救助や被害の拡大等を防止し、地域住民、付近施設及び通行車両の安全確保を図る

ため、円滑な応急対策が行えるよう緊急時の情報収集、連絡体制を整備しておくものとする。（情報連絡系統図のと

おり） 

第２ 情報通信手段の整備 

府、市町村等の関係防災機関は、一般編第２編第２章「情報連絡通信網の整備計画」に基づき、危険物等事故時

の情報通信手段の確保に努めるものとする。 

第３ 情報の分析・整理 

府、市町村等の関係防災機関は、平常時より、自然現象、社会情報、防災情報等防災関連情報の収集、蓄積に努

めるものとする。 

第２ 章 防災活動体制の整備 

第１ 職員の体制 

事業者及び府、市町村等の関係防災機関は、それぞれの機関の実情に応じ、職員の非常参集体制の整備を図る。 

また、必要に応じ、応急活動のためのマニュアル等を作成し、職員に周知するとともに、訓練等を行う。 

第２ 関係防災機関相互の連携体制 

関係防災機関相互の連携体制については、一般編第２編第３１章「広域応援体制の整備」によるものとし、関係

防災機関は平常時より相互の連携強化に努める。 

第３ 救助・救急、医療及び消火活動体制の整備 

１ 救助・救急活動 

市町村は、救助工作車、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用機材の整備に努める。 

２ 医療活動 

府、市町村及び日本赤十字社京都府支部は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品、医療資

機材等の備蓄に努める。 

３ 消火活動 

消防機関等は、平常時より、機関相互間の連携強化を図る。 

また、消防機関及び事業者は、危険物の種類に対応した化学消火薬剤の備蓄及び化学消防車等の整備促進に努め

る。 

第４ 危険物等の流出防除体制の整備 

府、市町村等関係防災機関は、危険物等の流出時に的確な防除活動を行うことができるよう資機材の整備に努め

る。 

第５ 緊急輸送活動体制の整備 

１ 警察及び道路管理者は、信号機、情報板等の道路交通関連施設の点検及び整備に努める。 
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２ 災害時の交通規制を円滑に行うため、警察等は、平常時より、機関相互間の連携強化を図る。 

３ 警察及び道路管理者は、実施した交通規制の周知を図る。 

第６ 避難地及び避難路の整備 

１ 市町村及び大規模収容施設管理者等は、危険物等事故発生現場周辺の住民を安全な場所に避難させるため、避難地

及び避難経路の選定と確保を行い、あらかじめ避難計画を作成する。 

２ 避難計画の作成に当たっては、高齢者、障害者、乳幼児等に配慮した計画となるようにする。 

第３ 章 危険物等保安措置 

危険物、火薬類、高圧ガス、毒物・劇物及び原子力発電施設以外における放射性物質等による放射線障害対策につい

ては、一般編第２編第１４章「危険物等保安計画」に定めるところによるほか、また、都市ガスについては第１８章

「電気ガス施設防災計画」に定めるところによるほか、事業者及び国、府、市町村等関係防災機関は次の措置を講ず

るものとする。 

第１ 危険物等関係施設の安全性の確保 

１  事業者は、法令で定める技術基準、自主保安規程等を遵守するとともに、自衛消防組織等の設置及び定期点

検・自主点検の実施等の自主保安体制の整備を推進する。 

２  国、府、市町村等関係防災機関は、その所管する業務に従い、危険物等関係施設に対する立入検査の実施によ

り、施設の安全性の確保に努めるものとする。 

また、事業者及び危険物取扱者等の有資格者に対し、講習会、研修会の実施等により保安管理及び危険物等に関

する知識の向上を図ることにより、危険物等関係施設における保安体制の強化を図る。 

第２ 施設、設備の応急復旧活動 

事業者は、施設、設備の被害状況の把握及び応急復旧を行うため、あらかじめ体制、資機材を整備するものとす

る。 

第３ 防災業務関係者の安全確保 

国、府、市町村等関係防災機関は、応急対策活動中の安全確保のための資機材をあらかじめ整備する。 

第４ 防災訓練の充実 

危険物等事故を想定して、防災体制の強化を図るため、自衛防災組織、消防、警察等関係防災機関が一体とな

り、実践的な消火、救助・救急等の訓練を実施するものとする。 

また、訓練後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じ体制等の改善を行う。 

第５ 各種資料の整備・保存 

事業者等は、円滑な事故復旧を図るため、あらかじめ重要な所管施設の構造 図等の資料を整備するよう努

める。 

第６ 防災知識の普及 

国、府、市町村等関係防災機関は、危険物安全週間や防災関連行事等を通じ、事業者、住民等に対し、その危険

性を周知するとともに、災害発生時にとるべき行動、避難場所での行動等防災知識の普及、啓蒙を図る。 
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情 報 連 絡 系 統 図 

１ 危険物事故  

２ 火薬類事故  

110番 事故原因者 

（業者） 

事故発見者 

消防本部・署 市町村 地元関係機関 

（医師会等） 

府広域振興局 

府警察本部・署 

府 

（消防保安課） 

警察庁 

他消防本部 

他市町村 

消防庁 

自衛隊 

隣接府県 

関係防災機関 

（日赤府支部等） 

事故関係防災機関 

海上－第八管区海上保安本部 

道路上－道路管理者 ほか 

関係省庁 

119番 

110番 

事故原因者 

（業者） 

事故発見者 

消防本部・署 市町村 地元関係機関 

（医師会等） 

府広域振興局 

（ 総 務 防 災 課 ） 

（農商工連携・推進課） 

府警察本部・署 
府 

（消防保安課） 

警察庁 

他消防本部 

他市町村 

消防庁 

中部近畿産業保安監督部

近畿支部 

自衛隊 

関係防災機関 

（日赤府支部等） 

事故関係防災機関 

海上－第八管区海上保安本部 

道路上－道路管理者 ほか 

関係省庁 

119番 

隣接府県 

87



危険物等災害対策計画編 ２ 予 防 計 画 

３ 高圧ガス事故 

４ 都市ガス等事故 

110番 

事故原因者 

（業者） 

事故発見者 

消防本部・署 市町村 地元関係機関 

（医師会等） 

府広域振興局 

府警察本部・署 
府 

（消防保安課） 

警察庁 

他消防本部 

他市町村 

消防庁 

自衛隊 

隣接府県 

関係防災機関 

（日赤府支部等） 

事故関係防災機関 

海上－第八管区海上保安本部 

道路上－道路管理者 ほか 

関係省庁 

119番 

110番 
事故原因者 

（業者） 

事故発見者 

消防本部・署 市町村 地元関係機関 

（医師会等） 

府広域振興局 

府警察本部・署 

府 

（災害対策課） 

（産業立地課） 

警察庁 

他消防本部 

他市町村 

消防庁 

自衛隊 

隣接府県 

関係防災機関 

（日赤府支部等） 

事故関係防災機関 

海上－第八管区海上保安本部 

道路上－道路管理者 ほか 

関係省庁 

119番 

指定防災事業所 

京都府高圧ガス 

地域防災協議会 

中部近畿産業保安監督部

近畿支部 

中部近畿産業保安監督部

近畿支部 
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５ 毒物・劇物事故 

６ 原子力発電施設以外の放射線障害 

（京都市） 

110番 
事故原因者 

（業者） 

事故発見者 

消防本部・署 市町村 地元関係機関 

（医師会等） 

府広域振興局 

（地域連携・振興部） 

（ 健 康 福 祉 部 ） 

府警察本部・署 

府 

（災害対策課） 

警察庁 

他消防本部 

他市町村 

消防庁 

自衛隊 

隣接府県 

関係防災機関 

（日赤府支部等） 

事故関係防災機関 

海上－第八管区海上保安本部 

道路上－道路管理者 ほか 

関係省庁 

119番 

110番 

事故原因者 

（業者） 

事故発見者 

消防本部・署 市町村 地元関係機関 

（医師会等） 

府広域振興局 

（地域連携・振興部） 

府警察本部・署 

府 

（消防保安課） 

（ 薬 務 課 ） 

警察庁 

他消防本部 

他市町村 

消防庁 

自衛隊 

隣接府県 

関係防災機関 

（日赤府支部等） 

事故関係防災機関 

海上－第八管区海上保安本部 

道路上－道路管理者 ほか 

関係省庁 

119番 

京都市保健所 

府広域振興局 

（健康福祉部） 

厚生労働省 

原子力規制庁 
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第３編 応 急 対 策 計 画 

第１章 応急対策の活動体制 

第１節 府の活動体制 

第１ 責務 

府は、危険物等事故が発生したときは、状況に応じ、法令並びに一般編及び本計画に基づき、機動的な活動体制

をとり、関係防災機関の協力を得て、その所掌事務に係る被害予防及び応急対策を速やかに実施するとともに、市

町村等が処理する被害予防及び応急対策の実施を支援し、かつ総合調整を行う。 

第２ 活動体制 

一般編第３編第１章第２節第６「事故（警戒）対策本部の設置」によるほか、次のとおりとする。 

１ 危険物等事故警戒体制及び事故対策本部の設置 

危険物等事故が発生したときは、直ちに防災監が関係部局等に対して、被害情報の収集・集約、救急医療 

・救助等初期活動の指示・調整を行うなど、厳重な警戒体制をとるとともに、相当な被害が予想される場合は、

危機管理監（危機管理部長）、府民環境部長、健康福祉部長及び防災監による協議の結果を踏まえ、知事は事故

対策本部を設置する。（本部長：知事） 

２ 危険物等事故警戒体制の要員、事故対策本部の組織及び要員 

危険物等事故警戒体制及び事故対策本部の要員は下表のとおりとし、事故対策本部の組織は、一般編第３編第１

章第２節第６に定める組織を基準とする。 

事故警戒体制及び事故対策本部の配備 
（数字は動員数） 

部 名 事故警戒体制 事故対策本部 

知事直轄組織 広報課１ 秘書課１、広報課１、職員総務課１、会計課１ 

危機管理部 危機管理総務課・災害対策課・原子力防災
課・消防保安課 ６ 

危機管理総務課・災害対策課・原子力防災課 
・消防保安課 １０

総 務 部 総務調整課１ 

政策企画部 企画総務課１ 

府民環境部 府民環境総務課１、府民総合案内・相談センタ
ー１、環境管理課１、公営企画課１、 建設整
備課１ 

文化スポーツ部 文化スポーツ総務課１ 

健康福祉部 健康福祉総務課１、医療課１、 
薬務課１(毒劇物事故)、生活衛生課１ 

健康福祉総務課１、医療課１、  
薬務課１(毒劇物事故) 、生活衛生課１ 

商工労働観光部 産業立地課１(都市ｶﾞｽ等事故) 産業労働総務課１、 産業立地課１(都市ｶﾞｽ等事故) 

農林水産部 水産課１(海上の事故) 農政課１、水産課１(海上の事故) 

建設交通部 道路管理課１(道路上の事故) 
河川課１(河川及び海上の事故)、港湾局１(海上の事故) 

監理課１、道路管理課１(道路上の事故) 
河川課２(河川及び海上の事故)､港湾局１(海上の事故) 

教 育 庁 総務企画課１ 

警 察 本 部 生活安全企画課１、 警備第一課１ 

交通規制課１ 
生活安全企画課１、警備第一課１ 

交通規制課１ 

議会事務局 総務課１ 

90



危険物等災害対策計画編 ３ 応急対策計画 

第２ 節 市町村の活動体制 

第１ 責務 

市町村は、危険物等事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがある場合において、第一次的に、被害予防・応

急対策を実施する機関として、法令、一般編及び市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村危険物等事故

対策本部等を設置し、他の市町村、府等関係防災機関並びに区域内の公共的団体及び住民等の協力を得て、その有

する全機能をあげて、被害予防及び応急対策の実施に努める。 

第２ 活動体制 

１  市町村は、活動体制及び細部にわたる運営上の手続き等具体的な事項について、危険物等事故の特性を考慮し

て、所要の規程を整備する。 

２  危険物等事故が発生した場合に、市町村危険物等事故対策本部等の組織体制を確立するため、本部職員、消防

団員等の動員について、伝達系統及び伝達方法をあらかじめ具体的に定めておく。 

第３ 節 事業者の活動体制 

第１ 責務 

危険物等事故が発生した場合において、速やかに被害の拡大防止のため、府、市町村等関係防災機関と連携し

て、応急対策を実施する。 

第２ 活動体制 

危険物等事故の発生後、速やかに、職員の非常参集、情報収集連絡体制の確立及び対策本部設置等必要な体制を

とるものとする。 

第４節 関係防災機関の活動体制 

第１ 責務 

日本赤十字社（京都府支部）等関係防災機関は、危険物等事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがある場合

において、各機関相互の緊密な連携の確保に努め、所管の応急対策を実施するとともに、国、府、市町村等が実施

する応急対策に協力する。 

第２ 活動体制 

関係防災機関は、その責務を遂行するために必要な体制を整備するとともに、応急対策に従事する職員の活動要

領等を整備する。 

第２章 通信情報連絡活動（情報の収集・伝達） 

第１ 被害情報等の収集・伝達 

被害情報等の収集・伝達系統は、第２編第１章第１の「情報連絡系統図」のとおりとする。 
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１ 事故原因者等 

事故原因者（事業者）及び事故発見者は、危険物等事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがあるときは、電

話、電信その他最も早く到達する手段により、直ちに最寄りの消防、警察等関係防災機関にその旨を通報する。 

２ 府 

(1) 府は、事業者、消防及び警察等関係防災機関から受けた情報を、国の危険物等取扱規制担当機関へ連絡する

とともに、国の危険物等取扱規制担当機関から受けた情報を、関係防災機関等へ連絡する。 

(2) 府は、本計画及び府防災規程の定めるところにより、市町村及び関係防災機関と緊密に連絡して、人的被害

の状況等の情報を収集し、被害規模の把握に努め、これらの情報を消防庁に報告するとともに、必要に応じ関

係省庁へ報告する。 

(3) 府は、必要に応じ、ヘリコプターテレビ伝送システムの活用、事故現場で撮影された被害状況の写真な

どにより、早期の情報収集に努める。 

(4) なお、必要に応じ近畿地方整備局等に所属するヘリコプターの出動を要請し、早期の情報収集に努める。

３ 市町村 

市町村は、危険物等事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがあるときは、本計画の定めるところにより、速

やかにその状況をとりまとめて、知事（府事故対策本部長）に報告するものとする。 

なお、下記に示す危険物等事故が発生した場合（発生のおそれがあるものを含む。）は、火災・災害等即報要

領（昭和59年10月15日消防災第267号）により、第一報を消防庁に対しても、原則として、覚知後30分以内で可

能な限り早く、報告するものとする。 

(1) 危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等（以下この項において「危険物等」という。）を貯

蔵し又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの 

ア 死者（交通事故によるものを除く。）又は行方不明者が発生したもの

イ 負傷者が5名以上発生したもの

(2) 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内又は周辺で、500㎡程度以

上の区域に影響を与えるもの 

(3) 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当するもの

ア 海上、河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの

イ 500キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい 等

(4) 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付近住民の避難、道路の全面通

行禁止等の措置を要するもの 

(5) 市街地又は高速道路上等において発生したタンクローリーの火災

４ 警 察 

警察は、ヘリコプター等からの目視、撮影等により被害規模の把握を行い、警察庁に連絡するとともに、

府等関係防災機関へ連絡する。 

５ 国 

国の危険物等取扱規制担当機関は、危険物等事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがあるときは、その所管

する業務に従い、入手した情報を府に連絡する。 

なお、国の危険物等取扱規制担当機関は、次のとおりである。 

ア 危険物…消防庁

イ 高圧ガス、都市ガス、火薬類…経済産業省（中部近畿産業保安監督部近畿支部）

ウ 毒物・劇物…厚生労働省

エ 原子力発電施設以外の放射線障害…文部科学省

第２ 通信手段の確保 

１ 事故発生時の通信連絡 
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府、市町村及び関係防災機関が行う、予報、警報及び情報伝達若しくは被害状況の収集・報告、その他の事故応

急対策に必要な指示、命令等は、防災行政無線、加入電話、無線通信等により速やかに行う。 

２ 非常通信の利用 

人命救助、災害の救援等のため、若しくは防災行政無線、有線回線等が使用不能又は著しく使用が困難である場

合は、電波法第52条の規定による非常通信の利用を図る。 

第３章 危険物等事故の拡大防止活動 

危険物、火薬類、高圧ガス、毒物・劇物及び原子力発電施設以外における放射性物質等による放射線障害に係る事故

については、一般編第３編第２４章「危険物等応急対策計画」に定めるところにより、また、都市ガス等に係る事故に

ついては第２７章「電気・ガス・上下水道施設応急対策計画」に定めるところにより、危険物等の種類に応じた事故の

拡大防止活動を実施するほか、事業者及び府、市町村等関係防災機関は次の措置を講ずるものとする。 

第１ 事業者の措置 

事業者は、危険物等事故発生時に的確な応急点検及び応急措置を講ずる。  第

２ 府、市町村及び関係防災機関の措置 

府、市町村及び関係防災機関は、その所管する業務に従い、危険物等の流出・拡散の防止、流出した危険   物等

の除去、環境モニタリングを始め、住民等の避難、事業者に対する応急措置命令、危険物等関係施設の   緊急使用

停止命令など適切な応急対策を講ずる。 

第４章 広報・広聴 

広報・広聴活動は一般編第３編第４章「災害広報広聴計画」によるほか、次のとおりとする。 

第１ 広報担当部課及び担当者の設置 

各関係防災機関ごとに、広報を担当する部・課及び担当責任者を定め、情報の収集と公表の一元化を図る。 

第２ 府の広報活動 

府民への広報は、概ね次のような項目について行うものとする。 

１ 事故の発生日時及び場所 

２ 被害の状況 

３ 被害者の安否情報 

４ 応急対策実施状況 

５ 府民及び被災者に対する協力及び注意事項 

６ その他必要と認められる事項 

第３ 府民への広報要領 

特に、府民に協力を要請すべき事項については、その実効性を期するため、事故の規模、今後の動向等を検討

し、次に掲げる方法により、効果的かつ迅速な広報を行う。 

１ 新聞、ラジオ、テレビ等報道機関に対し、特に報道方要請すること。 

２ 市町村防災行政無線、ＣＡＴＶ、市町村有線放送による広報を要請すること。 

３ 広報番組（テレビ・ラジオ）、広報紙、チラシ、ポスターを利用すること。 
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４ インターネットを利用すること。 

第４ 広聴活動の実施 

１ 事故原因者等は、現地に臨時被害相談所等を関係防災機関等の協力を得て設置し、被害者が抱える生活上の

多くの不安を解消するため、被災者からの相談、要望、苦情等多様な生活等の問題について適切に相談に応じ、速

やかに関係防災機関に連絡して早期解決に努める。 

２ 関係防災機関は、危険物等事故に関する、被災地住民、府民、近隣府県民等からの各種の問合せに対して、相

談窓口を設置するなどにより、それぞれ担当者を明らかにして対応する。 

第５ 章 救助、救急及び消火活動 

救助及び救急活動は、一般編第３編第１６章によるほか次に定めるところにより、医療救護活動については、一般

編第３編第１４章の定めるところによる。 

また、消火活動については一般編第３編第６章によるほか次に定めるところによる。 

第１ 救助活動 

消防機関、警察及び関係防災機関は、危険物等事故に対応した救助資機材等を有効に活用して、迅速かつ的確に

捜索、救助活動を行う。 

１ 情報の収集及び共有 

消防機関、警察、第八管区海上保安本部並びに府及び関係防災機関は、１１９番通報、１１０番通報及び１１８

番通報、事業者からの通報等により、被害状況を早期に把握し、捜索、救助体制を整え、収集した被害情報を相互

に連絡する。 

２ 消防機関、警察及び第八管区海上保安本部の救助活動 

危険物等事故の規模、態様に応じて、単独で、また保有している資機材で対応できないと予想される場合は、

府、市町村等に応援要請する。 

なお、第八管区海上保安本部は海上における救助活動を行う。 

第２ 救急活動 

消防機関及び第八管区海上保安本部は、負傷者に迅速、的確な応急処置を施し、必要に応じてヘリコプタ

ーを活用するなど医療機関への効率的な搬送に努める。 

１ 救急要請への対応 

負傷者の搬送は、原則として消防機関が行い、必要に応じて京都府消防広域応援基本計画によって支援を要請す

る。 

２ 医療機関等の連携 

市町村等は、迅速な医療救護活動を行うため、事故現場に救護所を設置し、負傷者の応急手当て等を行う。また、消

防機関は、救急医療情報システムを活用して、後送医療機関の重傷者等の受入れ状況を確認し、 

迅速、的確に負傷者の搬送を行う。 

第３ 消火活動 

消防機関、事業者の自衛消防組織等は、速やかに火災の状況を把握し、迅速に消火活動を行うものとする。 

第４ 災害派遣医療チームの派遣 

１ 府は、事故現場における救出困難者の発生又は多くの傷病者の同時発生により、速やかな医療措置が求 
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められるとして、市町村から派遣要請があった場合、又は必要と認めたときは、予め定めた医療機関に対して、被

災市町村へ災害派遣医療チームを派遣するよう指示する。 

２ 災害派遣医療チームは、事故現場における医療措置、現場付近等に所在する医療機関の支援、患者輸送等

を行うものとする。また、こうした活動に必要となる資機材を携行する。 

第 ６ 章 避 難 対 策 

危険物等事故発生時の市町村等が行う避難指示等については、一般編第３編第８章によるほか、次のとおりとする。 

第１ 避難誘導の実施 

市町村等は、人命の安全を第一に避難場所及び避難経路や火災現場の所在、その他避難に対する情報提供を行

い、住民等の避難誘導を行うものとする。 

第２ 避難場所等の開設及び運営管理 

市町村等は、必要に応じ避難場所等を開設し、住民等に周知するものとする。 

この際、避難場所等における情報伝達、食料、水等の配付、清掃等については避難者、住民等の協力を得て、常

に良好なものとするよう努めるものとする。 

第３ 要配慮者対策 

避難誘導及び避難場所等においては、高齢者及び障害者等に向けた情報提供等に十分配慮するものとする。 

第７ 章 交通及び輸送対策 

危険物等事故における緊急輸送のための交通の確保及び緊急輸送対策については、一般編第３編第２０章及び第２

１章によるほか、次のとおりとする。 

第１ 交通規制対策 

１ 海上交通規制 

第八管区海上保安本部は、海上に危険物等事故の被害が及んだ場合又は被害が及ぶおそれがある場合、必要に応

じて船舶交通を制限し、又は禁止を行う。 

２ 道路交通規制 

交通の確保及び緊急輸送のために、警察及び道路管理者は、相互に密接な連絡をとり交通規制を行い、直ちに、

府危険物等事故対策本部等に連絡する。 

(1) 公安委員会は、災害対策基本法第76条に基づき、応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の

必要があると認めるときは、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限を実施する。 

(2) 道路管理者は、道路の破損欠壊、その他の事由により、道路交通が危険であると認められる場合、通行の禁

止及び規制を行う。 

第２ 緊急輸送対策 

緊急通行車両の確認は、警察本部交通規制課長、高速道路交通警察隊長及び警察署長において行う。なお、

その手続きについては、一般編第３編第２０章「輸送計画」の定めるところによる。 
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第８ 章 環境保全対策 

第１ 方針 

危険物等事故により、大気及び公共用水域等の環境汚染が発生した場合に、府民の健康と生活環境への影響及び

その拡大を防止するとともに、地域住民への被害の防止及び軽減を図る。 

第２ 環境影響の応急及び拡大防止措置 

１ 府の施策 

府は、市町村が行う住民等への通報、指示等に関し、必要な指導・助言その他の支援を行うとともに、次の施策

を行う。 

(1) 関係防災機関等へ通報する。

(2) 住民の生命・身体に危険が予測される場合の周知及び避難誘導について、市町村に依頼又は指示する。

(3) 環境影響調査（大気、水質、動植物等）を実施する。

２ 市町村の施策 

(1) 環境汚染に関する情報を関係防災機関等へ通報する。

(2) 住民の生命・身体に危険が予測される場合は、住民への周知及び避難誘導を行う。

(3) その他、府の行う施策に協力する。
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第４ 編 災害復旧計画 

危険物等事故の災害復旧計画は、一般編第４編に定めるところによるほか、次のとおりとする。 

第１ 復旧事業計画の作成 

関係防災機関は、被災した施設等の被害の状況、発生原因を考慮し、復旧事業計画を作成し、迅速かつ適切に被

害を復旧するとともに、国又は府が費用の一部又は全部を負担又は補助するものについては、査定実施が速やかに

行えるよう努める。 

第２ 復旧完了予定時期の明示 

関係防災機関は、可能な限り復旧予定時期の明示に努める。 
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大規模火災対策計画編

第１編 総 則 

第１ 章 計画の目的 

この計画は、大規模な火災（林野火災、交通機関の火災を除く。）により、多数の死傷者等が発生し、又は発生する

おそれがある場合（以下「大規模火災」という。）に、消火活動、捜索活動、救助・救急活動、医療活動等を行うため、

国、府、市町村等関係防災機関が、直ちにとるべき対策について必要な事項を定めるものとする。なお、大規模火災とは、お

おむね消防庁「火災・災害等即報要領」の即報基準に相当するものをいうものとす 

る。 

また、この計画に特別の定めのない事項については、京都府地域防災計画一般計画編（以下「一般編」という。）に基づき

運用するものとする。 

第２章 市町村地域防災計画の作成又は修正 

市町村地域防災計画の作成又は修正に当たっては、この計画を参考として作成又は修正するものとし、特にこの計

画において計画事項を示すものについては、各市町村でその細部を計画するものとする。 

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

大規模火災対策に関し、防災機関が処理すべき事務又は業務の大綱は、一般編第１編第８章に定めるところによる

ほか、次のとおりとする。 

１ 京 都 府 

(1) 的確な情報収集及び関係防災機関への通報

(2) 被害の状況に応じた大規模火災警戒体制又は大規模火災対策本部・支部の設置

(3) 関係防災機関への協力要請

(4) 関係防災機関との連絡調整

(5) 京都府救護班の出動

(6) 日本赤十字社京都府支部及び一般社団法人京都府医師会、国立、公立、私立医療機関等に対する活動の要請

２ 京都府警察 

(1) 関係防災機関との連携の強化

(2) 被害情報の収集及び被害実態の把握

(3) 被災者の救出救助

(4) 避難誘導、立入禁止区域の設定及び交通規制

(5) 火災現場及び周辺の警戒警備

(6) 遺体の検視、死体調査、身元確認等

(7) 行方不明者の捜索

(8) その他火災対策に必要な警察活動
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３ 市 町 村 
(1) 火災状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報

(2) 関係防災機関との調整

(3) 負傷者の救出、救護（搬送・収容）

(4) 負傷者の身元確認

(5) 火災拡大防止のための消火その他消防活動

(6) 警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の指示

(7) 京都府又は他の市町村等に対する応援要請

４ 近畿地方整備局 

(1) 平成17年6月14日締結の「災害時応援に関する申し合わせ」に基づく応援

５ その他関係防災機関（指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等） 

(1) 所管の応急対策の実施

(2) 府及び市町村等との協力・連携

第４章 広域的な活動体制 

国、府、市町村等は、平常時から関係防災機関との連絡を密にし、大規模火災発生時に総合的かつ計画的な防災活

動が円滑に行われるよう広域的な活動体制の確立に万全を期するものとする。 

なお、府は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」、「全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定」、

「京都府消防広域応援基本計画」及び「京都府緊急消防援助隊受援計画」等による相互応援体制の一層の連携強化に努め、

協定に基づく施策の推進を図るものとする。 
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第２編 予 防 計 画 

第１章 災害に強いまちづくり 

第１ 災害に強いまちの形成 

府、市町村は、避難路、避難場所、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、都市公園、河川、港湾緑地等

の骨格的な都市基盤施設及び防災安全街区の整備、老朽木造住宅密集市街地の解消等を図るための土地区画整理事

業、市街地再開発事業等による市街地の面的な整備、建築物や公共施設の耐震・不燃化、水面 

・緑地帯の計画的確保、耐震性貯水槽や備蓄倉庫、海水・河川水・雨水・下水処理水等を消防水利として活用する

ための施設の整備等を図るとともに、防火地域及び準防火地域の的確な指定による防災に配慮した土地利用への

誘導等により、災害に強い都市構造の形成を図る。 

第２ 消防用設備等の整備、維持管理 

府、市町村は、多数の人が出入りする事業所等の高層建築物、地下街等の事業者に対し、法令に適合したスプ

リンクラー設備等の消防用設備等の設置を促進するとともに、当該建築物に設置された消防用設備等については、

災害時にその機能を有効に発揮することができるよう定期的に点検を行うなど適正な維持管理に努めるよう指導

を行う。 

第３ 建築物の防火管理体制 

府、市町村は、多数の人が出入りする事業所等の高層建築物、地下街等の事業者に対し、防火管理者を適正に選

任するとともに、防火管理者が当該建築物についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難

訓練の実施等防火管理上必要な業務を適正に行うよう指導するなど、防火管理体制の充実を図る。 

第４ 建築物の安全対策の推進 

府、市町村は、高層建築物、地下街等の事業者に対し、避難経路・火気使用店舗等の配置の適正化、防火区画の

徹底などによる火災に強い構造の形成を図るとともに、不燃性材料・防炎物品の使用、店舗等における火気の使用

制限、安全なガスの使用などについて指導するなど火災安全対策の充実を図る。 

第２章 情報連絡体制の整備 

第１ 情報収集・連絡体制の整備 

府、市町村、消防機関等の関係防災機関は、大規模火災が発生した場合に、人命救助や被害の拡大等の防止及び

地域住民の安全確保を図るため、円滑な応急対策が行えるよう緊急時の情報収集、連絡体制を整備する。（情報連

絡系統図のとおり） 

第２ 情報通信手段の整備 

府、市町村、消防機関等の関係防災機関は、一般編第２編第２章「情報連絡通信網の整備計画」に基づき、大規模火

災が発生した場合の情報通信手段の確保に努める。 

第３ 情報の分析・整理 

府、市町村、消防機関等の関係防災機関は、平常時より、自然情報、社会情報等防災関連情報の収集・蓄積に努

める。 
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府、市町村、消防機関等は、集約した情報を分析、整理するための体制の整備を推進するものとし、必要に応じ

専門家の意見を活用するなど、集約した情報を的確に分析整理する。 

第４ 気象情報等の伝達 

京都地方気象台は、一般編第２編第１章「気象等観測・予報計画」に基づき、気象情報及び火災気象通報等を適

時かつ的確に発表する。 

市町村長は、火災気象通報を受報し、又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する

警報（以下「火災警報」という。）を発表することができる。 

市町村長は火災警報を発表したときは、火災予防上必要な措置を取らなければならない。 

第３章 防災活動体制の整備 

第１ 職員の体制 

関係防災機関は、それぞれの機関の実情に応じ、職員の非常参集体制の整備を図る。 

また、必要に応じ、応急活動のためのマニュアル等を作成し、職員に周知するとともに、訓練等を行う。 

第２ 関係防災機関相互の連携体制 

関係防災機関相互の連携体制については、一般編第２編第３１章「広域応援体制の整備」によるものとし、関係

防災機関は平常時より相互の連携強化に努める。 

第３ 救助・救急、医療及び消火活動体制の整備 

１ 救助・救急活動 

市町村は、救助工作車、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用機材の整備に努める。 

２ 医療活動 

府、市町村及び日本赤十字社京都府支部は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品、医療資

機材等の備蓄に努める。 

３ 消火活動 

市町村及び消防機関等は、平常時より、機関相互間の連携強化を図る。 

第４ 施設・設備の整備 

府、市町村及び関係防災機関等は、大規模火災が発生した場合に、的確な防御活動を行うことができるよう資機

材等の施設・設備の整備に努める。 

第５ 緊急輸送活動体制の整備 

１ 警察及び道路管理者は、信号機、情報板等の道路交通関連施設の点検及び整備に努める。 

２ 災害時の交通規制を円滑に行うため、警察等は、平常時より、機関相互間の連携強化を図る。 

３ 警察及び道路管理者は、実施した交通規制の周知を図る。 

第６ 避難地及び避難路の整備 

１  市町村及び大規模収容施設管理者等は、大規模火災から住民を安全な場所に避難させるため、避難地及び避難

経路の選定と確保を行い、あらかじめ避難計画を作成する。 

２ 避難計画の作成に当たっては、高齢者、障害者、乳幼児等に配慮した計画となるようにする。 
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第７ 防災知識の普及 

府、市町村、消防機関等の関係防災機関は、一般編第２編第２０章「防災知識普及計画」に定めるところによる

ほか、全国火災予防運動、防災週間等を通じ、府民に対し、大規模火災発生時にとるべき行動、避難場所での行動

等防災知識の普及啓発を行う。 

第４章 消防機関等の措置 

府、市町村、消防機関等の関係防災機関は、一般編第２編第１５章「消防組織整備計画」に定めるところによるほ

か、次のとおりとする。 

第１ 消防水利 

防火水槽、貯水槽の整備、海水、河川水等の自然水利の活用、水泳プール、ため池等の指定消防水利としての活

用等により消防水利の多様化を図るとともに、その適正配置に努める。 

また、耐震性のある消防水利を確保するため、耐震性貯水槽等の整備促進を図る。 

第２ 資機材整備 

消防用機器・資機材等の整備を促進する。 
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情 報 連 絡 系 統 図 

※ 

※ 京都府消防広域応援基本計画に基づいて、情報連絡を行う。 

110番 

119番 
火災原因者 

火災発見者 

関 係 機 関 

消防本部・署 

消防本部・署 

市町村 

他消防本部 他市町村 

地元関係機関 

（医師会等） 

府 

（災害対策課） 

（消防保安課） 

（府内関係機関） 

府広域振興局 

隣接府県 

自衛隊 

災害派遣医療チーム 

災害拠点病院 

関係防災機関 

消防庁 

警察庁 
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第３編 応 急 対 策 計 画 

第１章 応急対策の活動体制 

第１節 府の活動体制 

第１ 責務 

府は、大規模火災が発生したときは、状況に応じ、法令並びに一般編及び本計画に基づき、次のような機動的な

活動体制をとり、関係防災機関の協力を得て、その所掌事務に係る被害予防及び応急対策を速やかに実施するとと

もに、市町村が処理する被害予防及び応急対策の実施を支援し、かつ総合調整を行う。 

第２ 活動体制 

一般編第３編第１章第２節第６「事故（警戒）対策本部の設置」によるほか、次のとおりとする。 

１ 大規模火災警戒体制及び大規模火災対策本部の設置 

大規模火災が発生した場合は、直ちに防災監が関係部局等に対して、被害状況の収集・集約、救急医療・

救助等初期活動の指示・調整を行うなど、厳重な警戒体制をとるとともに、相当な被害が予想される場合は、危機管

理監（危機管理部長）、府民環境部長、健康福祉部長、建設交通部長及び防災監による協議の結果を踏ま

え、知事は大規模火災対策本部を設置する。（本部長：知事） 

２ 大規模火災警戒体制の要員、大規模火災対策本部の組織及び要員 

大規模火災警戒体制及び大規模火災対策本部の要員は、下記のとおりとし、大規模火災対策本部の組織は、一般

編第３編第１章第２節第６に定める組織を基準とする。 

大規模火災警戒体制及び大規模火災対策本部の配備 
（数字は動員数） 

部 名 大規模火災警戒体制 大規模火災対策本部 

知事直轄組織 広報課１ 秘書課１、広報課１、職員総務課１、会計課１ 

危機管理部 危機管理総務課、災害対策課、原子力

防災課、消防保安課６ 

危機管理総務課、災害対策課、原子力防災課、

消防保安課１０ 

総 務 部 総務調整課１ 

政策企画部 企画総務課１ 

府民環境部 府民環境総務課１、府民総合案内・相談セン
ター１、公営企画課１

文化スポーツ部 
 

文化スポーツ総務課１ 

健康福祉部 健康福祉総務課１、医療課１ 健康福祉総務課１、医療課１、生活衛生課１ 

商工労働観光部 
 

産業労働総務課１ 

農林水産部 農政課１ 

建設交通部 道路管理課１ 監理課１ 、道路管理課１ 

教 育 庁 総務企画課１ 

警 察 本 部 地域課１、交通規制課１、警備第一課
１ 

地域課１、交通規制課１、警備第一課１ 

議会事務局 総務課１ 
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第２節 市町村の活動体制 

第１ 責務 

市町村は、当該市町村の区域において大規模火災が発生し、被害が発生又はそのおそれがある場合において、第

一次的に、被害予防・応急対策を実施する機関として、法令、一般編及び市町村地域防災計画の定めるところによ

り、市町村大規模火災対策本部等を設置し、他の市町村、府等関係防災機関並びに区域内の公共的団体及び住民等

の協力を得て、その有する全機能をあげて、被害予防及び応急対策の実施に努める。 

第２ 活動体制 

１  市町村は、活動体制及び細部にわたる運営上の手続き等具体的な事項について、火災の特性を考慮して、所要

の規程を整備する。 

２  大規模火災が発生した場合に、市町村大規模火災対策本部等の組織体制を確立するため、本部職員、消防団員

等の動員について、伝達系統及び伝達方法をあらかじめ具体的に定めておく。 

第２章 通信情報連絡活動（情報の収集・伝達） 

大規模火災が発生した場合の関係防災機関が行う被害情報等の収集・伝達については、一般編第３編第３章による

ほか、次のとおりとする。 

第１ 被害情報等の収集・伝達 

被害情報等の収集・伝達系統は、第２編第１章第１の「情報連絡系統図」のとおりである。 

１ 火災原因者等 

火災原因者及び火災発見者は、火災を発見した場合は、消防機関、警察機関等関係機関に火災状況等を通報する

とともに、初期消火に努める。 

２ 府 

(1) 府は、大規模火災が発生し、被害が発生又はそのおそれがある場合は、本計画及び府防災規程の定めるとこ

ろにより、市町村及び関係防災機関と緊密に連絡して、市町村別にその被害状況をまとめる。 

また、その被害状況を消防庁及び必要に応じ関係省庁へ報告する。 

(2) 府は、早期に火災に係る被害の状況を把握するため、市町村等関係防災機関からの情報収集に努める。

(3) 府は、必要に応じ、収集した情報を他の関係防災機関、隣接府県等関係者に提供する。

(4) 府は、必要に応じ、ヘリコプターテレビ伝送システムの活用、火災現場で撮影された被害状況の写真な

どにより、早期の情報収集に努める。 

(5) なお、必要に応じ近畿地方整備局等に所属するヘリコプターの出動を要請し、早期の情報収集に努める。

３ 市町村 

市町村は、当該市町村において大規模火災が発生し、被害が発生又はそのおそれがある場合は、本計画の定める

ところにより、速やかにその状況をとりまとめて、知事（府大規模火災対策本部長等）に報告するものとする。 

４ 警 察 

警察は、ヘリコプター等からの目視、撮影等により被害規模の把握を行い、警察庁に連絡するとともに、

府等関係防災機関へ連絡する。 
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第２ 通信手段の確保 

１ 火災発生時の通信連絡 

被害情報等の収集・伝達は、防災行政無線、加入電話、無線通信等により速やかに行う。 

２ 非常通信の利用 

人命救助、災害の救援等のため、若しくは防災行政無線、有線回線等が使用不能又は著しく使用が困難である場

合は、電波法第52条の規定による非常通信の利用を図る。 

第 ３ 章 広 報 ・ 広 聴 

広報・広聴活動は一般編第３編第４章「災害広報広聴計画」によるほか、次のとおりとする。 

第１ 広報担当部課及び担当者の設置 

各関係防災機関ごとに、広報を担当する部・課及び担当責任者を定め、情報の収集と公表の一元化を図る。 

第２ 府の広報活動 

府民への広報は、概ね次のような項目について行う。 

１ 火災の発生日時及び場所 

２ 被害の状況 

３ 被害者の安否情報 

４ 応急対策実施状況 

５ 住民に対する避難指示等の状況 

６ 府民及び被災者に対する協力及び注意事項 

７ その他必要と認められる事項 

第３ 府民への広報要領 

特に、府民に協力を要請すべき事項については、その実効性を期するため、火災の規模、今後の動向等を検討

し、次に掲げる方法により、効果的かつ迅速な広報を行う。 

１ 新聞、ラジオ、テレビ等報道機関に対し、特に報道方要請すること。 

２ 市町村防災行政無線、ＣＡＴＶ、市町村有線放送による広報を要請すること。 

３ 広報番組（テレビ・ラジオ）、広報紙、チラシ、ポスターを利用すること。 

４ インターネットを利用すること。

第４ 広聴活動の実施 

府及び市町村等の関係防災機関は、大規模火災に関する、被災地住民、府民、近隣府県民等からの各種の  問合

せに対して、相談窓口を設置するなどにより、それぞれ担当者を明らかにして対応する。 

第４ 章 消火活動 

府、市町村、消防機関等の関係防災機関は、一般編第３編第６章により、速やかに火災の状況を把握するととも

に、迅速に消火活動を行うほか、次のとおりとする。 
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第１ 消火活動 

大規模火災の消火活動は火災の規模、火勢の状況を判断して、現地の地形、地物を利用して直接及び間接的な消

火活動を行うものとする。 

消火活動の指示については、火災発生地域全般の状況を十分掌握し、特に危険のない位置での消火活動を行うよ

う指示するものとする。 

火災を鎮圧し延焼の心配のなくなった地域においても、風などの影響により再燃させる危険性があるため、危険箇

所の残火処理を行い、再発防止に努めるものとする。 

第２ 広域応援体制の確保 

市町村の消防力の全力をあげても大規模火災への対応が困難な場合には、市町村及び消防一部事務組合は、京都府

消防広域応援基本計画に基づき、施設や人員等の活用によって、広域的な対応を図り、火災の防除及び被害

の軽減を図る。 

京都府消防広域応援基本計画によっても対応できないと判断した場合は、京都府緊急消防援助隊受援計画に基づ

き、緊急消防援助隊の要請を行う。 

第５章 救助及び救急活動 

救助及び救急活動は、一般編第３編第１６章によるほか本計画に定めるところにより、また、医療救護活動につい

ては、一般編第３編第１４章の定めるところによる。 

第１ 救助活動 

消防機関及び警察本部等は、救助資機材等を有効に活用して、迅速かつ的確に救助活動を行う。 

１ 情報の収集及び伝達 

消防機関及び警察本部は、発見者からの１１９番及び１１０番通報等により、被害状況を早期に把握し救助体制

や立ち入り規制等の体制を整え、収集した被害情報を府及び関係防災機関に連絡する。 

２ 応援要請 

火災の規模、態様に応じて、単独で、また保有している資機材で対応できないと予想される場合は、府及び他市

町村等に応援要請する。 

被災市町村の被害が拡大する恐れがある場合は、京都府消防広域応援基本計画によって支援を要請し、それでも

対応できないと判断した場合は、緊急消防援助隊の要請や災害の規模に応じて警察災害派遣隊の応援要請を行う。 

第２ 救急活動 

消防機関は、負傷者に迅速、的確な応急処置を施し、必要に応じてヘリコプターを活用するなど医療機関

への効率的な搬送に努める。 

１ 救急要請への対応 

負傷者の搬送は、原則として消防機関が行い、必要に応じて京都府消防広域応援基本計画によって支援を要請す

る。 

２ 医療機関等との連携 

市町村等は、迅速な医療救護活動を行うため、必要に応じて火災現場に救護所を設置し、負傷者の応急手当等を

行う。 

また、消防機関は、救急医療情報システムを活用して、搬送先医療機関の重傷者等の受入れ状況を確認し、迅速、的

確に負傷者の搬送を行う。 
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第３ 災害派遣医療チームの派遣 

１ 府は、火災現場における救出困難者の発生又は多くの傷病者の同時発生により、速やかな医療措置が求めら

れるとして、市町村から派遣要請があった場合、又は必要と認めたときは、予め定めた医療機関に対して、被災市町村

へ災害派遣医療チームを派遣するよう指示する。 

２ 災害派遣医療チームは、火災現場における医療措置、現場付近等に所在する医療機関の支援、患者輸送等を

行うものとする。また、こうした活動に必要となる資機材を携行する。 

第 ６ 章 避 難 対 策 

大規模火災発生時の市町村等が行う避難指示等については、一般編第３編第８章によるほか、次のとおりとする。 

第１ 避難誘導の実施 

市町村等は、人命の安全を第一に避難場所及び避難経路や火災現場の所在、その他避難に対する情報提供を行

い、住民等の避難誘導を行うものとする。 

第２ 避難場所等の開設及び運営管理 

市町村等は、必要に応じ避難場所等を開設し、住民等に周知するものとする。 

この際、避難場所等における情報伝達、食料、水等の配付、清掃等については避難者、住民等の協力を得て、常

に良好なものとするよう努めるものとする。 

第３ 要配慮者対策 

避難誘導及び避難場所等においては、高齢者及び障害者等に向けた情報提供等に十分配慮するものとする。 

第７ 章 交通対策及び輸送対策 

大規模火災発生時の輸送体制の確立及び交通規制等については、一般編第３編第２０章及び第２１章によるほか、

次のとおりとする。 

第１ 道路交通規制 

１ 公安委員会は、災害対策基本法第76条に基づき、応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の

必要があると認めときは、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限を実施する。 

２ 道路管理者は、大規模火災による道路の破損、決壊その他の事由により、交通が危険であると認められる場

合、通行の禁止及び規制を行うものとする。 

第２ 緊急輸送活動 

火災現場の地形等により、地上からの輸送が困難な場合は、必要に応じてヘリコプターを活用するなど効

率的な搬送に努める。 

また、緊急通行車両の確認は、警察本部交通規制課長、高速道路交通警察隊長及び警察署長において行う。なお、そ

の手続きについては、一般編第３編第２０章「輸送計画」に定めるところによる。 
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第４ 編 災害復旧計画 

大規模火災の災害復旧計画は、一般編第４編に定めるところによるほか、次のとおりとする。 

第１ 復旧事業計画の作成 

市町村等は、関係防災機関と協力し、大規模火災による被害状況、発生原因を考慮し、復旧事業計画を作成し、

迅速かつ適切に被害を復旧するとともに、国又は府が費用の一部又は全部を負担又は補助するものについては、査

定実施が速やかに行えるよう努める。 

第２ 防災まちづくり 

府、市町村は、再度の災害防止とより快適な都市環境を目指し、住民の安全と環境保全等にも配慮した防災まち

づくりを実施する。防災まちづくりに当たっては、必要に応じ、避難路、避難場所、延焼遮断帯、防災活動拠点と

もなる幹線道路、都市公園、河川、港湾等骨格的な都市基盤施設及び防災安全街区の整備、ライフラインの共同収

容施設としての共同溝、電線共同溝の整備等、ライフラインの耐災化等、建築物や公共施設の不燃化、耐震性貯水

槽の設置等を基本的な目標とするものとする。 

第３ 復旧完了予定時期の明示 

市町村等関係防災機関は、可能な限り復旧予定時期の明示に努める。 
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林野火災対策計画編

第１編 総 則 

第１ 章 計画の目的 

この計画は、森林、原野及び牧野における火災が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「林野火災」とい

う。）に、消火活動、捜索活動、救助・救急活動、医療活動を図るため、国、府、市町村等関係防災機関並びに森林管

理者等が、直ちにとるべき対策について必要な事項を定めるものとする。 

なお、この計画に特別の定めのない事項については、京都府地域防災計画一般計画編（以下「一般編」という。）に基づき

運用するものとする。 

第２章 市町村地域防災計画の作成又は修正 

市町村地域防災計画の作成又は修正に当たっては、この計画を参考として作成又は修正するものとし、特にこの計

画において計画事項を示すものについては、各市町村でその細部を計画するものとする。 

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

林野火災対策に関し、防災機関が処理すべき事務又は業務の大綱は、一般編第１編第８章に定めるところによるほ

か、次のとおりとする。 

１ 京 都 府 

(1) 的確な情報収集及び関係防災機関への通報

(2) 被害の状況に応じた事故警戒体制又は事故対策本部・支部の設置

(3) 関係防災機関への協力要請

(4) 関係防災機関との連絡調整

(5) 京都府救護班の出動

(6) 日本赤十字社京都府支部及び一般社団法人京都府医師会、国立、公立、私立医療機関等に対する活動の要請

２ 京都府警察 

(1) 関係防災機関との連携の強化

(2) 災害状況の収集及び被害実態の把握

(3) 避難誘導、立ち入り禁止区域の設定及び交通規制

(4) 災害現場及び周辺の警戒警備

(5) 遺体の検視、死体調査、身元確認等

(6) 行方不明者の捜索

(7) その他事故災害に必要な警察活動

３ 市 町 村 

(1) 事故状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報
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(2) 関係防災機関との調整

(3) 負傷者の救出、救護（搬送・収容）

(4) 負傷者の身元確認

(5) 火災拡大防止のための消火その他消防活動

(6) 警戒区域の設定及び立入制限、現場警戒並びに付近住民に対する避難の指示

(7) 京都府又は他の市町村等に対する応援要請

４ 近畿地方整備局 

(1) 平成17年6月14日締結の「災害時応援に関する申し合わせ」に基づく応援

５ その他関係防災機関（指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等） 

(1) 所管の応急対策の実施

(2) 府及び市町村等との協力・連携

第４章 広域的な活動体制 

国、府、市町村等は、平常時から関係防災機関との連絡を密にし、林野火災発生時に総合的かつ計画的な防災活動

が円滑に行われるよう広域的な活動体制の確立に万全を期するものとする。 

なお、府は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」及び「全国都道府県における災害時の広域応援に関す

る協定」による相互応援体制の一層の連携強化に努め、協定に基づく施策の推進を図るものとする。 
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第２編 予 防 計 画 

第１章 情報連絡体制の整備 

第１ 情報収集・連絡体制の整備 

府、市町村、消防機関等の関係防災機関は、林野火災が発生した場合に、被害の拡大等の防止を図るため、円滑な応

急対策が行えるよう緊急時の情報収集、連絡体制を整備する。（情報連絡系統図のとおり） 

第２ 情報通信手段の整備 

府、市町村、消防機関等の関係防災機関は、一般編第２編第２章「情報連絡通信網の整備計画」に基づき、林野火災

が発生した場合の情報通信手段の確保に努める。 

第３ 情報の分析・整理 

府、市町村、消防機関等の関係防災機関は、平常時より、自然情報、社会情報等防災関連情報の収集・蓄積に努

める。 

府、市町村、消防機関等は、集約した情報を分析、整理するための体制の整備を推進するものとし、必要に応じ

専門家の意見を活用するなど、集約した情報を的確に分析整理する。 

第４ 気象情報等の伝達 

京都地方気象台は、一般編第２編第１章「気象等観測・予報計画」に基づき、気象情報及び火災気象通報等を適

時かつ的確に発表する。 

市町村長は、火災気象通報を受報し、又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する

警報（以下「火災警報」という。）を発表することができる。 

市町村長は火災警報を発表したときは、林野火災予防上必要な措置を取らなければならない。 

第２章 防災活動体制の整備 

第１ 職員の体制 

関係防災機関は、それぞれの機関の実情に応じ、職員の非常参集体制の整備を図る。 

また、必要に応じ、応急活動のためのマニュアル等を作成し、職員に周知するとともに、訓練等を行う。 

第２ 関係防災機関相互の連携体制 

関係防災機関相互の連携体制については、一般編第２編第３１章「広域応援体制の整備」によるものとし、関係

防災機関は平常時より相互の連携強化に努める。 

第３ 救助・救急及び医療活動体制の整備 

１ 救助・救急活動 

市町村は、救助工作車、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用機材の整備に努める。 

２ 医療活動 

府、市町村及び日本赤十字社京都府支部は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品、医療資

機材等の備蓄に努める。 
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第４ 施設・設備の整備 

府、市町村及び関係防災機関等は、林野火災が発生した場合に、的確な防御活動を行うことができるよう資機材

等の施設・設備の整備に努める。 

第５ 緊急輸送活動体制の整備 

１ 警察及び道路管理者は、信号機、情報板等の道路交通関連施設の点検及び整備に努める。 

２ 災害時の交通規制を円滑に行うため、警察等は、平常時より、機関相互間の連携強化を図る。 

３ 警察及び道路管理者は、実施した交通規制の周知を図る。 

第６ 避難地及び避難路の整備 

１  市町村及び大規模収容施設管理者等は、林野火災から住民を安全な場所に避難させるため、避難地及び避難経

路の選定と確保を行い、あらかじめ避難計画を作成する。 

２ 避難計画の作成に当たっては、高齢者、障害者、乳幼児等に配慮した計画となるようにする。 

第７ 防災知識の普及 

府、市町村、消防機関等の関係防災機関は、一般編第２編第２０章「防災知識普及計画」に定めるところによる

ほか、入山者、林内作業者等に対する指導、啓発、監視等を行う。 

第３章 消防機関等の措置 

府、市町村、消防機関等の関係防災機関は、一般編第２編第１５章「消防組織整備計画」に定めるところによるほ

か、次のとおりとする。 

第１ 消防水利 

防火水槽、貯水槽の整備、海水、河川水等の自然水利の活用、水泳プール、ため池等の指定消防水利としての活

用等により消防水利の多様化を図るとともに、その適正配置に努める。 

また、耐震性のある消防水利を確保するため、耐震性貯水槽等の整備促進を図る。 

第２ 空中消火 

ヘリコプターによる空中消火を積極的に推進するため、ヘリコプターの整備、広域航空応援体制の整備、 

活動拠点の整備等を積極的に実施できる体制づくりを推進する。 

第３ 資機材整備 

空中消火用資機材、林野火災用工作機器、可搬式消火機材等の消防用機器・資機材の整備を促進する。 

建物関係の防御対策と異なり、森林管理者等を含めた部隊の編制、出勤、防御及び必要資機材等の運搬補 

給についての対策を図る。 

第４ 防火知識の普及 

１ 入山者に対する措置 

林業関係者、林野周辺府民、登山、ハイキング、山菜採取等の入山者によるタバコ等の不始末による火災

を防止するために必要な防火知識の啓発等の措置をとるものとする。 

２ 啓発活動 
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標識板、立て看板の設置や簡易防火用水を設置するなど防火思想の普及と初期消火に対応するための設備の配備

を促進する。 

なお、府民への啓発は、多発期や休日前に重点的に行うなど、林野火災の発生傾向等に十分留意する。 

第４章 関係機関の措置 

関係機関は、林野火災の発生に備え、自主的に予防対策を行うよう努めるとともに、次の措置を講ずるものとする。 

第１ 気象情報 

林野火災の発生は、気象条件が極めて大きな要素となるので、気象予警報等を的確に把握し、予防に万全を期す

るものとする。 

第２ 巡回監視 

林野火災発生の危険性の高い期間、入山者の多い地域、開発行為の多い地域を重点に緑の指導員を活用し、指導、

啓発、監視等を行い林野火災の予防と乱開発の防止に努めるものとする。 

第３ 入山者、林内作業者に対する措置 

林野火災の原因は、タバコ、焚火等の不始末など入山者の不注意によるもの又は火入れ等林内作業時におけ

る不用意な火の取扱によるものが主因であるので、この予防を図るため次のとおり措置するものとする。 

１ 入山者等に対する措置 

登山、ハイキング、山菜採取等の入山者によるタバコ等の不始末による火災を防止するため次のような措

置をとるものとする。 

(1) 火気取扱注意の標識等を設置し、防火意識を喚起する。

(2) みだりに火を焚くものに対する警告、取り締りを行う。

(3) 観光関係者による防火思想の啓発を図る。

２ 林内作業者に対する措置 

林内において事業を営むものは次の体制をとるものとする。 

(1) 林内作業者は、火気責任者を定め事業区域内に巡視員を配置すること。

(2) 事業箇所に火気責任者の指定する喫煙所並びに焚火箇所を設け標識及び消火設備を完備する。

(3) 事業箇所の火気責任者は、あらかじめ事業箇所内の連絡系統を定め関係機関との連絡の万全を図ること。

３ 火入れ作業等に対する措置 

(1) 火入れをしようとする者は、森林法第21条に基づき、その森林又は土地を管轄する市町村長の許可を受けた

のち、防火の設備をし、隣接する山林の所有者等に火入れする旨の通知をしなければならない。 

(2) 市町村長は、火入れをしようとする者に対し、延焼防止のため人員配置、防火線の配置等について明確に指

示すること。 

第４ 林野火災消防対策 

平常時より次の事項に留意し、林野火災発生の際には消防機関の積極的な協力を求め早期消火を図るものとす

る。 

１ 消火組織の整備 

２ 林野火災消火訓練 

３ 消火資機材の整備 
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情 報 連 絡 系 統 図 

※ 京都府消防広域応援基本計画に基づいて、情報連絡を行う。

※ 

110番 

119番 
事故原因者 

事故発見者 

関 係 機 関 

消防本部・署 

消防本部・署 

市町村 

他市町村 

他消防本部 

府 

（災害対策課） 

（消防保安課） 

（林業振興課等） 

府広域振興局 

隣接府県 

自衛隊 

消防庁 

警察庁 

林野庁 
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第３編 応 急 対 策 計 画 

第１章 応急対策の活動体制 

第１節 府の活動体制 

第１ 責務 

府は、林野火災が発生したときは、状況に応じ、法令並びに一般編及び本計画に基づき、次のような機動的な活

動体制をとり、関係防災機関の協力を得て、その所掌事務に係る被害予防及び応急対策を速やかに実施するととも

に、市町村が処理する被害予防及び応急対策の実施を支援し、かつ総合調整を行う。 

第２ 活動体制 

一般編第３編第１章第２節第６「事故（警戒）対策本部の設置」によるほか、次のとおりとする。 

１ 林野火災警戒体制及び林野火災対策本部の設置 

林野火災が発生した場合は、直ちに防災監が関係部局等に対して、被害状況の収集・集約・救急医療・救助等

初期活動の指示・調整を行うなど、厳重な警戒体制をとるが、相当な被害が予想される場合は、危機管理監（危

機管理部長）、府民環境部長、健康福祉部長、農林水産部長、建設交通部長及び防災監による協議の結果を踏ま

え、知事は林野火災対策本部を設置する。（本部長：知事） 

２ 林野火災警戒体制の要員、林野火災対策本部の組織及び要員 

林野火災警戒体制及び林野火災対策本部の要員は、下記のとおりとし、林野火災対策本部の組織は、一般編第３

編第１章第２節第６に定める組織を基準とする。 

林野火災警戒体制及び林野火災対策本部の配備 
（数字は動員数） 

部 名 林野火災警戒体制 林 野 火 災 対 策 本 部 

知事直轄組織 広報課１ 秘書課１、広報課１、職員総務課１、会計課１ 

危機管理部 危機管理総務課・災害対策課・原子
力防災課・消防保安課６ 

危機管理総務課・災害対策課・原子力防災課 
・消防保安課１０

総 務 部 総務調整課１ 

政策企画部 企画総務課１ 

府民環境部 府民環境総務課１、府民総合案内・相談セ
ンター１、公営企画課１

文化スポーツ部 
 

文化スポーツ総務課１ 

健康福祉部 健康福祉総務課１、医療課１ 健康福祉総務課１、医療課１ 
生活衛生課１ 

商工労働観光部 
 

産業労働総務課１ 

農林水産部 林業振興課１ 農政課１、林業振興課１ 

建設交通部 道路管理課１ 監理課１、道路管理課１ 

教 育 庁 総務企画課１ 

警 察 本 部 地域課１、交通規制課１、警備第一課１ 地域課１、警備第一課１、交通規制課１ 

議会事務局 総務課１ 
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第２節 市町村の活動体制 

第１ 責務 

市町村は、当該市町村の区域又は近隣の林地において林野火災が発生し、被害が発生又はそのおそれがある場合

において、第一次的に、被害予防・応急対策を実施する機関として、法令、一般編及び市町村地域防災計画の定め

るところにより、市町村林野火災対策本部等を設置し、他の市町村、府等関係防災機関並びに区域内の公共的団体

及び住民等の協力を得て、その有する全機能をあげて、被害予防及び応急対策の実施に努める。 

第２ 活動体制 

１  市町村は、活動体制及び細部にわたる運営上の手続き等具体的な事項について、林野火災の特性を考慮して、

所要の規程を整備する。 

２  林野火災が発生した場合に、市町村林野火災対策本部等の組織体制を確立するため、本部職員、消防団員等の

動員について、伝達系統及び伝達方法をあらかじめ具体的に定めておく。 

第２章 通信情報連絡活動（情報の収集・伝達） 

林野火災が発生した場合の関係防災機関が行う被害情報等の収集・伝達については、一般編第３編第３章によるほ

か、次のとおりとする。 

第１ 被害情報等の収集・伝達 

被害情報等の収集・伝達系統は、第２編第１章第１の「情報連絡系統図」のとおりである。 

１ 火災原因者等 

火災原因者及び火災発見者は、林野火災を発見した場合は、府、市町村、消防機関、警察機関等関係防災機関

に、火災状況等を連絡する。 

２ 府 

(1) 府は、林野火災が発生し、被害が発生又はそのおそれがある場合は、本計画及び府防災規程の定めるところ

により、市町村及び関係防災機関と緊密に連絡して、市町村別にその被害状況をまとめる。 

また、その被害状況を消防庁及び必要に応じ関係省庁へ報告する。 

(2) 府は、早期に林野火災に係る被害の状況を把握するため、市町村等関係防災機関からの情報収集に努める。

(3) 府は、収集した情報を、他の関係防災機関、関係団体、隣接府県等関係者に提供する。

(4) 府は、必要に応じ、ヘリコプターテレビ伝送システムの活用、火災現場で撮影された被害状況の写

真などにより、早期の情報収集に努める。

(5) なお、必要に応じ近畿地方整備局等に所属するヘリコプターの出動を要請し、早期の情報収集に努める。

３ 市町村 

市町村は、当該市町村において林野火災が発生し、被害が発生又はそのおそれがある場合は、本計画の定めると

ころにより、速やかにその状況をとりまとめて、知事（府林野火災対策本部長等）に報告するものとする。 
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第２ 通信手段の確保 

１ 火災発生時の通信連絡 

被害情報等の収集・伝達は、防災行政無線、加入電話、無線通信等により速やかに行う。 

２ 非常通信の利用 

人命救助、災害の救援等のため、若しくは防災行政無線、有線回線等が使用不能又は著しく使用が困難である場

合は、電波法第52条の規定による非常通信の利用を図る。 

第 ３ 章 広 報 ・ 広 聴 

広報・広聴活動は一般編第３編第４章「災害広報広聴計画」によるほか、次のとおりとする。 

第１ 広報担当部課及び担当者の設置 

各関係防災機関ごとに、広報を担当する部・課及び担当責任者を定め、情報の収集と公表の一元化を図る。 

第２ 府の広報活動 

府民への広報は、概ね次のような項目について行う。 

１ 火災の発生日時及び場所 

２ 被害の状況 

３ 被害者の安否情報 

４ 応急対策実施状況 

５ 住民に対する避難指示等の状況 

６ 府民及び被災者に対する協力及び注意事項 

７ その他必要と認められる事項 

第３ 府民への広報要領 

特に、府民に協力を要請すべき事項については、その実効性を期するため、火災の規模、今後の動向等を検討

し、次に掲げる方法により、効果的かつ迅速な広報を行う。 

１ 新聞、ラジオ、テレビ等報道機関に対し、特に報道方要請すること。 

２ 市町村防災行政無線、ＣＡＴＶ、市町村有線放送による広報を要請すること。 

３ 広報番組（テレビ・ラジオ）、広報紙、チラシ、ポスターを利用すること。 

４ インターネットを利用すること。

第４ 広聴活動の実施 

府及び市町村等の関係防災機関は、林野火災に関する、被災地住民、府民、近隣府県民等からの各種の問合せに

対して、相談窓口を設置するなどにより、それぞれ担当者を明らかにして対応する。 

第４ 章 消火活動 

府、市町村、消防機関等の関係防災機関は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うもの

とする。 
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第１ 消火活動 

１ 地上消火活動 

林野火災の消火活動は火災の規模、火勢の状況を判断して、現地の地形、地物を利用して直接及び間接的な消

火活動を行うものとする。 

消火活動の指示については、火災発生地域全般の状況を十分掌握し、特に危険のない位置での消火活動を行う

よう指示するものとする。 

火災を鎮圧し延焼の心配のなくなった地域においても、風などの影響により、焼損木から再燃させる危険性が大

きいため、危険箇所の残火処理を行い、再発防止に努めるものとする。 

２ 空中消火活動 

市町村、消防機関等は、府、他市町村、自衛隊等と連携しヘリコプターを積極的に活用し、林野火災の偵

察及び空中消火の早期実施を行うよう努めるものとする。 

なお、ヘリコプターによる空中消火の実施に当たっては次の事項に留意して行うものとする。 

(1) ヘリコプターの要請

(2) 空中消火基地

(3) 空中消火用資機材

府が備蓄している空中消火用資機材に係る運用については、「京都府林野火災用空中消火資機材管理要綱」に

より取り扱うものとする。 

第２ 広域応援体制の確保 

市町村の消防力の全力をあげても林野火災への対応が困難な場合には、市町村及び消防一部事務組合は、京都

府消防広域応援基本計画に基づき、施設や人員等の活用によって、広域的な対応を図り、火災の防御及び被害の

軽減を図る。 

京都府消防広域応援基本計画によっても対応できないと判断した場合は、京都府緊急消防援助隊受援計画に基づ

き、緊急消防援助隊の要請を行う。 

緊急消防援助隊等の消防広域応援をもっても消防活動に対応できない場合は、府は、自衛隊災害派遣要請を行

い、必要な消火体制を確保する。 

第５章 救助及び救急活動 

救助及び救急活動は、一般編第３編第１６章によるほか本計画に定めるところにより、また、医療救護活動につい

ては、一般編第３編第１４章の定めるところによる。 

第１ 救助活動 

消防機関等は、林野火災に対応した救助資機材等を有効に活用して、迅速かつ的確に救助活動を行う。 

１ 情報の収集及び伝達 

消防機関及び警察は、発見者からの１１９番及び１１０番通報等により、被害状況を早期に把握し救助体制や立

ち入り規制等の体制を整え、収集した被害情報を府及び関係防災機関に連絡する。 

２ 応援要請 

林野火災の規模、態様に応じて、単独で、また保有している資機材で対応できないと予想される場合は、府及び

他市町村等に応援要請する。 
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第２ 救急活動 

消防機関は、負傷者に迅速、的確な応急処置を施し、必要に応じてヘリコプターを活用するなど医療機関

への効率的な搬送に努める。 

１ 救急要請への対応 

負傷者の搬送は、原則として消防機関が行い、必要に応じて京都府消防広域応援基本計画によって支援を要請す

る。 

２ 医療機関等との連携 

市町村等は、迅速な医療救護活動を行うため、事故現場に救護所を設置し、負傷者の応急手当等を行う。また、

消防機関は、救急医療情報システムを活用して、後送医療機関の重傷者等の受入れ状況を確認し、 

迅速、的確に負傷者の搬送を行う。 

第 ６ 章 避 難 対 策 

林野火災発生時の市町村等が行う避難指示等については、一般編第３編第８章によるほか、次のとおりとする。 

第１ 避難誘導の実施 

市町村等は、人命の安全を第一に避難場所及び避難経路や火災現場の所在、その他避難に対する情報提供を行

い、住民等の避難誘導を行うものとする。 

第２ 避難場所等の開設及び運営管理 

市町村等は、必要に応じ避難場所等を開設し、住民等に周知するものとする。 

この際、避難場所等における情報伝達、食料、水等の配付、清掃等については避難者、住民等の協力を得て、常

に良好なものとするよう努めるものとする。 

第３ 要配慮者対策 

避難誘導及び避難場所等においては、高齢者及び障害者等に向けた情報提供等に十分配慮するものとする。 

第７ 章 交通対策及び輸送対策 

林野火災発生時の輸送体制の確立及び交通規制等については、一般編第３編第２０章及び第２１章によるほか、次のと

おりとする。 

第１ 道路交通規制 

公安委員会は、災害対策基本法第76条に基づき、応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要

があると認めるときは、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限を実施する。 

道路管理者は、林野火災による道路の破損、決壊その他の事由により、交通が危険であると認められる場合、通

行の禁止及び規制を行うものとする。 

第２ 緊急輸送活動 

火災現場の地形等により、地上からの輸送が困難な場合は、必要に応じてヘリコプターを活用するなど効

率的な搬送に努める。 
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第４ 編 災害復旧計画 

林野火災の災害復旧計画は、一般編第４編に定めるところによるほか、次のとおりとする。 

第１ 復旧事業計画の作成 

市町村等は、関係防災機関と協力し、林野火災による被害状況、発生原因を考慮し、復旧事業計画を作成し、迅

速かつ適切に被害を復旧するとともに、国又は府が費用の一部又は全部を負担又は補助するものについては、査定

実施が速やかに行えるよう努める。 

第２ 復旧完了予定時期の明示 

市町村等関係防災機関は、可能な限り復旧予定時期の明示に努める。 
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広域停電事故対策計画編

第１編 総 則 

第１ 章 計画の目的 

この計画は、広域的に発生した停電事故により、多数の住民の生活に支障を来す災害が発生した場合（以下「広域停電事

故」という。）に、発生の原因となった施設等の復旧、救助・救急活動、医療活動を図るため、国、府、市町村等関係防

災機関、関西電力株式会社並びに関西電力送配電株式会社が、直ちにとるべき対策について必要な事項を定める

ものとする。 

なお、この計画に特別の定めのない事項については、京都府地域防災計画一般計画編（以下「一般編」という。）に基づき

運用するものとする。 

第２章 市町村地域防災計画の作成又は修正 

市町村地域防災計画の作成又は修正に当たっては、この計画を参考として作成又は修正するものとし、特にこの計

画において計画事項を示すものについては、各市町村でその細部を計画するものとする。 

第３章 防災機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

広域停電事故対策に関し、防災機関が処理すべき事務又は業務の大綱は、一般編第１編第８章に定めるところによ

るほか、次のとおりとする。 

１ 京 都 府 

(1) 的確な情報収集及び関係防災機関への通報

(2) 被害の状況に応じた事故警戒体制又は事故対策本部・支部の設置

(3) 関係防災機関への協力要請

(4) 関係防災機関との連絡調整

(5) 京都府救護班の出動

(6) 日本赤十字社京都府支部及び一般社団法人京都府医師会、国立、公立、私立医療機関等に対する活動の要請

２ 京都府警察 

(1) 関係防災機関との連携の強化

(2) 災害情報の収集及び被害実態の把握

(3) 被災者の救出救助

(4) 事故により影響を受ける地域の交通規制及び警戒警備

(5) その他事故災害に必要な警察活動

３ 市 町 村 

(1) 事故状況の実態の把握及び的確な情報の収集並びに関係防災機関への連絡通報

(2) 関係防災機関との調整
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(3) 二次災害防止のための活動

(4) 付近住民に対する情報提供

(5) 京都府又は他の市町村等に対する応援要請

４ 関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社 

(1) 府、消防、警察等に対する事故状況の迅速かつ的確な通報及び事故により影響を受ける市町村との連絡

・協議

(2) 非常災害対策本部の設置

(3) 関係防災機関の設置する合同対策本部への責任者の派遣

(4) 事故により影響を受ける地域住民への被害状況や復旧見通し等の情報提供、相談対応

５ 近畿地方整備局 

(1) 平成17年6月14日締結の「災害時応援に関する申し合わせ」に基づく応援

６ その他関係防災機関（指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等） 

(1) 所管の応急対策の実施

(2) 府及び市町村等との協力・連携

第４章 広域的な活動体制 

国、府、市町村等は、平常時から関係防災機関との連絡を密にし、広域停電事故発生時に総合的かつ計画的な防災

活動が円滑に行われるよう広域的な活動体制の確立に万全を期するものとする。 

なお、府は、「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基本協定」及び「全国都道府県における災害時の広域応援に関す

る協定」による相互応援体制の一層の連携強化に努め、協定に基づく施策の推進を図るものとする。 
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第２編 予 防 計 画 

第１章 情報連絡体制の整備 

第１ 情報収集・連絡体制の整備 

府、市町村等防災関係機関、関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社は、広域停電事故が発生した場合に、

被害の拡大等を防止し、安全確保を図るため、円滑な応急対策が行えるよう緊急時の情報収集、連絡体制を整備す

る。（情報連絡系統図のとおり） 

第２ 情報通信手段の整備 

府、市町村等防災関係機関、関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社は、一般編第２編第２章「情報連絡

通信網の整備計画」に基づき、広域停電事故が発生した場合の情報通信手段の確保に努める。 

第３ 情報の分析・整理 

１  府、市町村等防災関係機関、関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社は、平常時より、自然情報、社会

情報等防災関連情報の収集、蓄積に努める。 

２  関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社は、収集した情報を分析、整理するための体制の整備を推進す

るものとし、必要に応じ専門家の意見を活用するなど、収集した情報を的確に分析整理する。 

第２章 防災活動体制の整備 

第１ 職員の体制 

関係防災機関は、それぞれの機関の実情に応じ、職員の非常参集体制の整備を図る。 

また、必要に応じ、応急活動のためのマニュアル等を作成し、職員に周知するとともに、訓練等を行う。 

第２ 関係防災機関相互の連携体制 

関係防災機関相互の連携体制については、一般編第２編第３１章「広域応援体制の整備」によるものとし、関係

防災機関は平常時より相互の連携強化に努める。 

第３ 救助・救急、医療及び消火活動体制の整備 

１ 救助・救急活動 

市町村は、救助工作車、救急車等の車両及び応急措置の実施に必要な救急救助用機材の整備に努める。 

２ 医療活動 

府、市町村及び日本赤十字社京都府支部は、負傷者が多人数にのぼる場合を想定し、応急救護用医薬品、医療資

機材等の備蓄に努める。 

３ 消火活動 

市町村及び消防機関等は、平常時より、機関相互間の連携強化を図る。 

第４ 施設・設備の整備 

府、市町村及び関係防災機関等は、広域停電事故が発生した場合に、的確な応急活動を行うことができるよう資

機材の整備及び電源確保並びに発電機等の燃料確保に努める。 
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第５ 緊急輸送活動体制の整備 

１ 警察及び道路管理者は、信号機、情報板等の道路交通関連施設の点検及び整備に努める。 

２ 災害時の交通規制を円滑に行うため、警察等は、平常時より、機関相互間の連携強化を図る。 

３ 警察及び道路管理者は、実施した交通規制の周知を図る。 

第６ 避難地及び避難路の整備 

１  市町村及び大規模収容施設管理者等は、広域停電事故から住民を安全な場所に避難させるため、避難地及び避

難経路の選定と確保を行い、あらかじめ避難計画を作成する。 

２ 避難計画の作成に当たっては、高齢者、障害者、乳幼児等に配慮した計画となるようにする。 

第７ 重要施設の電力確保体制の整備 

府は、市町村等の協力を得て、広域停電事故発生時に災害応急対策のために不可欠な重要施設（災害拠点

病院、災害対策本部となる官公庁舎、防災関連施設等）が電力を確保できるよう仕組みを整備するとともに、重要施

設の一覧表を作成し、関西電力送配電株式会社と共有する。 

第３章 関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社の措置 

関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社は、広域停電事故の発生に備え、一般編第２編第１８章「電気ガス

施設防災計画」に定めるところによるほか、次のとおりとする。 

１ 再発防止対策の実施 

過去の事故原因究明のための総合的な調査検討を行い、その結果を踏まえ、再発防止対策を実施する。 

２ 防災訓練の実施 

災害対策を円滑に推進するため、広域停電事故を想定した防災訓練を年１回以上実施する。 

また、府、市町村等関係防災機関が実施する防災訓練へ参加し、関係防災機関が一体となり二次災害防止等のた

めに訓練を実施する。 

３ 電力施設の整備促進 

施設の防災対策等を実施し、安全性・信頼性の向上を計画的・総合的に実施する。 

４ 防災知識の普及 

電気利用者に対し、事故時の対応等の防災知識の普及を図る。 
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情 報 連 絡 系 統 図 

※ 関西電力（株）高浜発電所・大飯発電所の事故に伴う情報連絡系統図は、京都府地域防災計

画原子力災害対策編によるものとする。 

関 西 電 力 ( 株 ) 

関西電力送配電(株) 

消防本部・署 

市町村 

府 

（災害対策課） 

（産業立地課） 

（広域振興局） 

府警察本部・署 

他消防本部 

消防庁 

自衛隊 

隣接府県 

関係防災機関 

警察庁 
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第３編 応 急 対 策 計 画 

第１章 応急対策の活動体制 

第１節 府の活動体制 

第１ 責務 

府は、広域的な停電事故が発生した場合には、状況に応じ、法令並びに一般編及び本計画に基づき、次のよ

うな機動的な活動体制をとり、関係防災機関の協力を得て、その所掌事務に係る被害予防及び応急対策を速や

かに実施するとともに、市町村が処理する被害予防及び応急対策の実施を支援し、かつ総合調整を行う。 

第２ 活動体制 

一般編第３編第１章第２節第６「事故（警戒）対策本部の設置」によるほか、次のとおりとする。 

１ 広域停電事故警戒体制及び事故対策本部の設置 

広域停電事故が発生した場合は、直ちに防災監が関係部局等に対して、被害状況の収集・集約・救急医療 

・救助等初期活動の指示・調整を行うなど、厳重な警戒体制をとるが、相当な被害が予想される場合は、危機管

理監（危機管理部長）、府民環境部長、健康福祉部長、商工労働観光部長及び防災監による協議の結果を踏まえ、

知事は事故対策本部を設置する。（本部長：知事） 

２ 広域停電事故警戒体制の要員、事故対策本部の組織及び要員 

広域停電事故警戒体制及び事故対策本部の要員は、下記のとおりとし、事故対策本部の組織は、一般編第３編第

１章第２節第６に定める組織を基準する。 

事故警戒体制及び事故対策本部の配備 
（数字は動員数） 

部 名 事 故 警 戒 体 制 事 故 対 策 本 部 

知事直轄組織 広報課１ 秘書課１、広報課１、職員総務課１、会計課１ 

危機管理部 危機管理総務課・災害対策課・原子力防
災課・消防保安課６ 

危機管理総務課・災害対策課・原子力防災
課・消防保安課１０ 

総 務 部 総務調整課１、府有資産活用課１ 

政策企画部 企画政策課１ 企画総務課１、戦略企画課１ 

府民環境部 府民環境総務課１、府民総合案内・相談セ
ンター１、公営企画課１

文化スポーツ部 
 

文化スポーツ総務課１ 

健康福祉部 健康福祉総務課１、医療課１、生活衛生課１ 健康福祉総務課１、医療課１、生活衛生課１ 

商工労働観光部 産業立地課１ 産業労働総務課１、 産業立地課 １ 

農林水産部 農政課１ 

建設交通部 道路管理課１ 監理課１、道路管理課１ 

教 育 庁 総務企画課１ 

警 察 本 部 地域課１、交通規制課１、警備第一課１ 地域課１、交通規制課１、警備第一課１ 

議会事務局 総務課１ 
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第２節 市町村の活動体制 

第１  責務 

市町村は、当該市町村域又は近隣において広域停電事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがある場合にお

いて、第一次的に、被害予防・応急対策を実施する機関として、法令、一般編及び市町村地域防災計画の定めると

ころにより、市町村広域停電事故対策本部等を設置し、他の市町村、府等関係防災機関並びに区域内の公共的団体

及び住民等の協力を得て、その有する全機能をあげて、被害予防及び応急対策の実施に努める。 

第２ 活動体制 

市町村は、活動体制及び細部にわたる運営上の手続き等具体的な事項について、広域停電事故の特性を考慮し

て、所要の規程を整備する。 

第３節 関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社の活動体制 

第１ 責務 

関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社は、広域的な停電事故が発生した場合には、速やかに府、市町村

等関係防災機関へ状況を報告するとともに、一般編第３編第２７章「電気・ガス・上下水道施設応急対策計画」

に定めるところにより応急対策を実施する。 

第２ 活動体制 

関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社は、広域停電事故が発生した場合において、非常災害対策本部に

よる関係機関との連絡調整を行うとともに、道路管理者と連携しながら、原則としてあらかじめ定められた各設備

の復旧順位により復旧するものとするが、設備の被害状況、復旧難易度を勘案のうえ、供給上の復旧効果が大きい

ものから応急対策を実施する。 

第２章 通信情報連絡活動（情報の収集・伝達） 

広域停電事故が発生した場合の関係防災機関が行う被害情報等の収集・伝達については、一般編第３編第３章によ

るほか、次のとおりとする。 

第１ 被害情報等の収集・伝達 

被害情報等の収集・伝達系統は、第２編第１章第１の「情報連絡系統図」のとおりである。 

１ 関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社 

(1) 関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社は、広域的な停電事故が発生した場合は、府、市町村、消防

機関、警察機関等関係防災機関に被害情報のほか、停電状況や復旧見通し等を連絡する。 

(2) 関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社は、災害情報等を入手する必要があるとき又は府災害対策本

部からの要請があったときは、府災害対策本部に職員を派遣することとする。 

２ 府 

(1) 府は、広域的な停電事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがある場合は、本計画及び府防災規程の定め

るところにより、市町村及び関係防災機関と緊密に連絡して、市町村別にその被害状況をまとめる。 

また、その被害状況を消防庁及び必要に応じ関係省庁へ報告する。 
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(2) 府は、早期に広域停電事故に係る被害の状況を把握するため、関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会

社、市町村等関係防災機関からの情報収集に努める。 

(3) 府は、収集した情報を、他の関係防災機関、関係団体、隣接府県等関係者に提供する。

(4) 府は、必要に応じ、ヘリコプターテレビ伝送システムの活用、事故現場で撮影された被害状況の写真な

どにより、早期の情報収集に努める。 

(5) なお、必要に応じ近畿地方整備局等に所属するヘリコプターの出動を要請し、早期の情報収集に努める。

３ 市町村 

市町村は、当該市町村において広域停電事故が発生し、被害が発生又はそのおそれがある場合は、本計画の定め

るところにより、速やかにその状況をとりまとめて、知事（府事故対策本部長等）に報告するものとする。 

第２ 通信手段の確保 

１ 事故発生時の通信連絡 

被害情報等の収集・伝達は、防災行政無線、加入電話、無線通信等により速やかに行う。 

２ 非常通信の利用 

人命救助、災害の救援等のため、若しくは防災行政無線、有線回線等が使用不能又は著しく使用が困難である場

合は、電波法第52条の規定による非常通信の利用を図る。 

第 ３ 章 広 報 ・ 広 聴 

広報・広聴活動は一般編第３編第４章「災害広報広聴計画」によるほか、次のとおりとする。 

第１ 広報担当部課及び担当者の設置 

各関係防災機関ごとに、広報を担当する部・課及び担当責任者を定め、情報の収集と公表の一元化を図る。 

第２ 府の広報活動 

府民への広報は、概ね次のような項目について行う。 

１ 事故の発生日時及び場所 

２ 被害の状況 

３ 被害者の安否情報 

４ 応急対策実施状況 

５ 住民に対する避難指示等の状況 

６ 府民及び被災者に対する協力及び注意事項 

７ その他必要と認められる事項 

第３ 府民への広報要領 

特に、府民に協力を要請すべき事項については、その実効性を期するため、事故の規模、今後の動向等を検討

し、次に掲げる方法により、効果的かつ迅速な広報を行う。 

１ 新聞、ラジオ、テレビ等報道機関に対し、特に報道方要請すること。 

２ 市町村防災行政無線、ＣＡＴＶ、市町村有線放送による広報を要請すること。 

３ 広報番組（テレビ・ラジオ）、広報紙、チラシ、ポスターを利用すること。 

４ インターネットを利用すること。
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第４ 広聴活動の実施 

１ 関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社は、事故により影響を受ける地域住民への不安を解消するた

めに、対応窓口を明確にしたうえ  で停電状況や復旧見通し等の情報提供を行うとともに、適切に相談に対応

する。 

２ 関係防災機関は、広域停電事故に関する、被災地住民、府民、近隣府県民等からの各種の問合せに対して、相

談窓口を設置するなどにより、それぞれ担当者を明らかにして対応する。 

第４章 救助及び救急活動 

救助及び救急活動は、一般編第３編第１６章によるほか次に定めるところのよるとともに、医療救護活動について

は、一般編第３編第１４章の定めるところによる。 

第１ 救助活動 

消防機関及び警察機関は、広域停電事故に対応した救助資機材等を有効に活用して、迅速かつ的確に救助活動を

行う。 

１ 情報の収集及び共有 

消防機関及び警察機関並びに府及び関係防災機関は、１１９番通報及び１１０番通報及び関西電力株式会社及び

関西電力送配電株式会社からの通報等により、被害状況を早期に把握し、救助体制を整え、収集した被害情報を相

互に連絡する。 

２ 消防機関及び警察の救助活動 

広域停電事故の規模、態様に応じて、単独で、また保有している資機材で対応できないと予想される場合は、府

及び他市町村に応援要請する。 

第２ 救急活動 

消防機関は、負傷者に迅速、的確な応急処置を施し、必要に応じてヘリコプターを活用するなど医療機関

への効率的な搬送に努める。 

１ 救急要請への対応 

負傷者の搬送は、原則として消防機関が行い、必要に応じて京都府消防広域応援基本計画によって支援を要請す

る。 

また、必要に応じ日赤等の医療機関の出動を要請する。 

２ 医療機関等との連携 

市町村等は、迅速な医療救護活動を行うため、事故現場に救護所を設置し、負傷者の応急手当等を行う。また、

消防機関は、救急医療情報システムを活用して、後送医療機関の重傷者等の受入れ状況を確認し、 

迅速、的確に負傷者の搬送を行う。 

第 ５ 章 避 難 対 策 

広域停電事故発生時の市町村等が行う避難指示等については、一般編第３編第８章によるほか、次のとおりとす

る。 

第１ 避難誘導の実施 

市町村及び大規模収容施設管理者等は、人命の安全を第一に避難場所及び避難経路、その他避難に対する情報提

供を行い、住民等の避難誘導を行う。 
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第２ 避難場所等の開設及び運営管理 

市町村等は、必要に応じ避難場所等を開設し、住民等に周知する図る。 

この際、避難場所等における情報伝達、食料、水等の配付、清掃等については避難者、住民等の協力を得て常に

良好なものに努める。 

第３ 要配慮者対策 

避難誘導及び避難場所等においては、高齢者及び障害者等に向けた情報提供等に十分配慮するものとする。 

第６章 交通対策及び輸送対策 

広域停電事故発生時の輸送体制の確立及び交通規制等については、一般編第３編第２０章及び第２１章によるほ

か、次のとおりとする。 

第１ 道路交通規制 

公安委員会は、災害対策基本法第76条に基づき、応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要

があると認めるときは、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限を実施する。 

警察本部長は、広域停電事故による信号機の停止等により、交通が危険であると認められる場合、通行の禁止及

び規制を行う。 

第２ 緊急輸送活動 

信号機の停止等により、地上からの輸送が困難な場合は、必要に応じてヘリコプターを活用するなど効率

的な搬送に努める。 

第７章 重要施設の電力確保対策 

広域停電事故発生時に災害応急対策のために不可欠な重要施設の電力確保については、次のとおりとする。  

第１ 重要施設に自家発電設備がある場合の電力確保 

１  重要施設の管理者又は運営者（以下「重要施設の管理者等」という。）は、自力で電力を確保できない場   

合、府へ燃料供給を要請する。 

２ 府は、一般計画編第３編第11章第８節の定めるところにより燃料を確保する。 

第２ 重要施設に自家発電設備がない又は自家発電設備への燃料供給ができない場合の電力確保 

１  重要施設の管理者等は、自家発電設備がない又は自家発電設備への燃料供給ができない場合、府へ電力確保を

要請する。 

２ 府は、一般計画編第３編第11章第９節の定めるところにより電源を確保する。 
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第４ 編 災害復旧計画 

広域停電事故の災害復旧対策は、一般編第４編に定めるところによるほか、次のとおりとする。 

第１ 復旧事業計画の作成 

関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社等は、関係機関と協力し、発電所等の被害状況、発生原因を考慮

し、復旧事業計画を作成し、迅速かつ適切に被害を復旧するよう努める。 

第２ 復旧完了予定時期の明示 

関西電力株式会社及び関西電力送配電株式会社は、復旧に当たり、可能な限り復旧予定時期の明示に努める。 
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